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(57)【要約】
【課題】テープ印字装置にテープの種類を正確に検出さ
せることができるテープカセットを提供する。
【解決手段】テープカセット３０は、箱状のカセットケ
ース３１と、カセットケース３１に収納されたテープ５
０と、テープ５０を排出口３４１に向けて案内するアー
ム部３４と、カセットケース３１を上下方向に貫通する
ヘッド挿入部３９と、ヘッド側壁よりアーム前面壁３５
に沿った方向に凹む下側凹部と、テープの種類を示すア
ーム指標部８００とを備える。アーム指標部８００は、
テープの種類に応じたパターンで配置された複数の指標
部を含む。複数の指標部の各々は、スイッチ孔および面
部のいずれかである。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面、底面、前面、および一対の側面を有し、前記上面を形成する上板を有する上ケー
スと、前記底面を形成する底板を有する下ケースとからなるカセットケースと、
　前記カセットケース内に収納された、印字媒体であるテープと、
　前記前面の一部であるアーム前面壁と、前記アーム前面壁から後方に離間した壁部であ
るアーム背面壁と、前記テープが搬送される方向であるテープ搬送方向の下流側の端部に
設けられた排出口とを有し、前記アーム前面壁と略平行に延びる経路に沿って、前記テー
プを前記排出口に向けて案内するアーム部と、
　前記アーム部の後方にあって、前記アーム背面壁と略平行に延びるヘッド周壁と、前記
アーム背面壁と前記ヘッド周壁とを連結するヘッド側壁とを有し、前記カセットケースを
上下方向に貫通する開口部と、 
　前記ヘッド側壁より前記アーム前面壁に沿った方向に凹む下側凹部と、
　前記アーム前面壁に設けられ、前記テープの種類を示す前面指標部と
　を備えたテープカセットであって、
　前記下側凹部は、前記底面の一部から上方に向けて凹んでおり、
　前記前面指標部は、前記テープの種類に応じたパターンで配置された複数の指標部を含
み、
　前記複数の指標部の各々は、前記テープカセットがテープ印字装置のカセット装着部に
装着されている場合に、前記テープ印字装置が備える所定方向に進退可能な複数の検出ス
イッチに対して、前記検出スイッチを押圧しない孔部である非押圧部および前記検出スイ
ッチを押圧する面部である押圧部のいずれかであるテープカセット。
【請求項２】
　前記テープカセットは、インクリボンと前記インクリボンを巻取るリボン巻取スプール
を備え、
　前記下側凹部は、前記前面に垂直であって前記リボン巻取スプールの回転中心を通る線
よりも、前記テープ搬送方向の上流側まで延びている請求項１に記載のテープカセット。
【請求項３】
　前記ヘッド側壁より前記アーム前面壁に沿った方向に凹む上側凹部を備え、
　前記上側凹部は、前記上面の一部から下方に向けて凹んでいる請求項１又は２に記載の
テープカセット。
【請求項４】
　前記下側凹部と前記上側凹部とは、前記上下方向において少なくとも一部が対向する請
求項３に記載のテープカセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テープ印字装置に着脱可能なテープカセットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カセットケース内にテープが収納されたテープカセットは、テープ印字装置のカ
セット装着部に着脱される。カセット装着部に装着された場合に、カセットケース内に収
納されているテープの種類を、テープ印字装置に検出させるテープカセットが知られてい
る（例えば、特許文献１及び２参照）。
【０００３】
　詳細には、テープカセットの下面の一部には、テープの種類に対応するパターンでスイ
ッチ孔が形成されたカセット検出部が設けられている。カセット装着部には、上方に突出
する複数の検出スイッチが設けられている。テープカセットがカセット装着部に装着され
ると、カセット検出部がスイッチ孔のパターンに応じて複数の検出スイッチを選択的に押
圧する。テープ印字装置は、複数の検出スイッチにおける押圧または非押圧の組み合わせ
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に応じて、テープの種類を検出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－１３３７５６号公報
【特許文献２】特許第３５４３６５９号公報
【発明の概要】
【０００５】
　例えばユーザがテープカセットを正しく装着しなかった場合やテープ印字装置を正しく
操作しなかった場合に、テープカセットが適正な姿勢から傾斜した状態でカセット装着部
に装着されることがあった。カセット装着部内でテープカセットが傾斜している場合、カ
セット検出部が複数の検出スイッチと正確に対向しないことがあった。この場合、カセッ
ト検出部が、押圧する予定であった検出スイッチを押圧しなかったり、押圧しない予定で
あった検出スイッチを押圧したりするおそれがあった。
【０００６】
　複数の検出スイッチが誤ったパターンで押圧された場合、カセット装着部に装着されて
いるテープカセットに収納されているテープの種類とは異なるテープの種類を、テープ印
字装置が検出する。このようにテープ印字装置で誤ったテープの種類が検出されると、テ
ープ印字装置の誤動作や印字不良などを生じるおそれがあった。
【０００７】
　本発明の目的は、テープ印字装置にテープの種類を正確に検出させることができるテー
プカセットを提供することである。
【０００８】
　本発明の一態様に係るテープカセットは、上面、底面、前面、および一対の側面を有し
、前記上面を形成する上板を有する上ケースと、前記底面を形成する底板を有する下ケー
スとからなるカセットケースと、前記カセットケース内に収納された、印字媒体であるテ
ープと、前記前面の一部であるアーム前面壁と、前記アーム前面壁から後方に離間した壁
部であるアーム背面壁と、前記テープが搬送される方向であるテープ搬送方向の下流側の
端部に設けられた排出口とを有し、前記アーム前面壁と略平行に延びる経路に沿って、前
記テープを前記排出口に向けて案内するアーム部と、前記アーム部の後方にあって、前記
アーム背面壁と略平行に延びるヘッド周壁と、前記アーム背面壁と前記ヘッド周壁とを連
結するヘッド側壁とを有し、前記カセットケースを上下方向に貫通する開口部と、 前記
ヘッド側壁より前記アーム前面壁に沿った方向に凹む下側凹部と、前記アーム前面壁に設
けられ、前記テープの種類を示す前面指標部とを備えたテープカセットであって、前記下
側凹部は、前記底面の一部から上方に向けて凹んでおり、前記前面指標部は、前記テープ
の種類に応じたパターンで配置された複数の指標部を含み、前記複数の指標部の各々は、
前記テープカセットがテープ印字装置のカセット装着部に装着されている場合に、前記テ
ープ印字装置が備える所定方向に進退可能な複数の検出スイッチに対して、前記検出スイ
ッチを押圧しない孔部である非押圧部および前記検出スイッチを押圧する面部である押圧
部のいずれかである。本態様に係るテープカセットは、テープ印字装置にテープの種類を
正確に検出させることができる。
【０００９】
　前記テープカセットは、インクリボンと前記インクリボンを巻取るリボン巻取スプール
を備え、前記下側凹部は、前記前面に垂直であって前記リボン巻取スプールの回転中心を
通る線よりも、前記テープ搬送方向の上流側まで延びていてもよい。
【００１０】
　前記ヘッド側壁より前記アーム前面壁に沿った方向に凹む上側凹部を備え、前記上側凹
部は、前記上面の一部から下方に向けて凹んでいてもよい。
【００１１】
　前記下側凹部と前記上側凹部とは、前記上下方向において少なくとも一部が対向しても
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よい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】カセットカバー６が閉じられた状態にあるテープ印字装置１の斜視図である。
【図２】カセットカバー６が開かれた状態にあるテープ印字装置１の斜視図である。
【図３】テープカセット３０およびカセット装着部８を説明するための斜視図である。
【図４】カセット装着部８の平面図である。
【図５】プラテンホルダ１２が待機位置にある場合の、ラミネートタイプのテープカセッ
ト３０が装着されたカセット装着部８の平面図である。
【図６】プラテンホルダ１２が印字位置にある場合の、ラミネートタイプのテープカセッ
ト３０が装着されたカセット装着部８の平面図である。
【図７】プラテンホルダ１２が印字位置にある場合の、レセプタタイプのテープカセット
３０が装着されたカセット装着部８の平面図である。
【図８】プラテンホルダ１２が印字位置にある場合の、サーマルタイプのテープカセット
３０が装着されたカセット装着部８の平面図である。
【図９】ヘッドホルダ７４の正面図である。
【図１０】ヘッドホルダ７４の左側面図である。
【図１１】プラテンホルダ１２の背面図である。
【図１２】図１１のＩＩＩ－ＩＩＩ線における矢視方向断面図である。
【図１３】図３のＩ－Ｉ線における矢視方向断面図である。
【図１４】テープ印字装置１の電気的構成を示すブロック図である。
【図１５】テープカセット３０の平面図である。
【図１６】テープカセット３０の底面図である。
【図１７】テープカセット３０の上方からの斜視図である。
【図１８】上ケース３１１および下ケース３１２に部品展開された状態にあるカセットケ
ース３１の斜視図である。
【図１９】上ケース３１１および下ケース３１２に部品展開された状態にあるカセットケ
ース３１の他の斜視図である。
【図２０】下ケース３１２の平面図である。
【図２１】第１円筒部材８８１Ｂの斜視図である。
【図２２】上ケース３１１の底面図である。
【図２３】第１圧入ピン８８１Ａの斜視図である。
【図２４】第１圧着部８８１の側面断面図である。
【図２５】アーム前面壁３５の近傍を拡大した、テープカセット３０の正面図である。
【図２６】アーム前面壁３５の近傍を拡大した、テープカセット３０の他の正面図である
。
【図２７】下ケース３１２の分離壁３３および対応する上ケース３１１部分の側面断面図
である。
【図２８】上ケース３１１および下ケース３１２に部品展開された状態にある分離部６１
の斜視図である。
【図２９】上ケース３１１が取り除かれた状態にあるテープカセット３０の斜視図である
。
【図３０】図１５のＩＶ－ＩＶ線における矢視方向断面図である。
【図３１】図１５のＶ－Ｖ線における矢視方向断面図である。
【図３２】テープカセット３０を部品展開した斜視図である。
【図３３】図１５のＶＩ－ＶＩ線における矢視方向断面図である。
【図３４】回転部材５７１、クラッチバネ５７２および下テープ支持部６６Ｂの斜視図で
ある。
【図３５】図１５のＶＩＩ－ＶＩＩ線における矢視方向断面図である。
【図３６】ガイド孔４７を一部断面で示す、テープカセット３０の右側面図である。
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【図３７】テープカセット３０の正面図であって、アーム前面壁３５に設けられる各種構
成要素の位置関係を示す説明図である。
【図３８】アーム前面壁３５に含まれる特定領域Ｒ０の説明図である。
【図３９】アーム前面壁３５の近傍を拡大した、テープカセット３０の正面図である。
【図４０】印字用情報テーブル５１０のデータ構成を示す図である。
【図４１】後方凹部３６０の近傍を拡大した、テープカセット３０の底面図である。
【図４２】上ケース３１１を取り除いた状態で後方凹部３６０の近傍を拡大した、テープ
カセット３０の平面図である。
【図４３】比較例における、上ケース３１１を取り除いた状態で後方凹部３６０の近傍を
拡大した、テープカセット３０の平面図である。
【図４４】色情報テーブル５２０のデータ構成を示す図である。
【図４５】テープカセット３０が装着される途中のカセット装着部８を右側から見た説明
図である。
【図４６】テープカセット３０が装着された後のカセット装着部８を右側から見た説明図
である。
【図４７】ヘッドホルダ７４で支持されるテープカセット３０を正面側から見た説明図で
ある。
【図４８】ヘッドホルダ７４で支持されるテープカセット３０を左側面側から見た説明図
である。
【図４９】図５のＩＩ－ＩＩ線における矢視方向断面図である。
【図５０】図３９に示すテープカセット３０に図１２に示すプラテンホルダ１２が対向し
た状態を示す、図３９のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線における矢視方向断面図である。
【図５１】図４２に示すテープカセット３０に図１３に示す後方支持部８１３が対向した
状態を示す、図４２のＩＸ－ＩＸ線における矢視方向断面図である。
【図５２】テープ印字装置１の印字に係る処理を示すフローチャートである。
【図５３】変形例における、プラテンホルダ１２が印字位置にある場合の、ラミネートタ
イプのテープカセット３０が装着されたカセット装着部８の平面図である。
【図５４】変形例における、プラテンホルダ１２が印字位置にある場合の、ラミネートタ
イプのテープカセット３０が装着されたカセット装着部８の他の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明を具体化した実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、参照する図
面は、本発明が採用しうる技術的特徴を説明するために用いられるものであり、単なる説
明例である。
【００１４】
　図１～図５２を参照して、本実施形態に係るテープ印字装置１およびテープカセット３
０について説明する。本実施形態の説明では、図１および図２の左下側、右上側、右下側
、左上側を、それぞれテープ印字装置１の前側、後側、右側、左側とする。図３の右下側
、左上側、右上側、左下側を、それぞれテープカセット３０の前側、後側、右側、左側と
する。
【００１５】
　本実施形態では、テープカセット３０に収納される各種テープ（例えば、感熱紙テープ
５５、印字テープ５７、両面粘着テープ５８、フィルムテープ５９）を、総称してテープ
という。テープカセット３０に収納されるテープの種類（例えば、テープ幅、印字態様、
テープ色、文字色など）を、総称してテープ種類という。
【００１６】
　はじめに、図１～図１４を参照して、テープ印字装置１について説明する。説明の便宜
上、図３～図８では、カセット装着部８の周囲を形成する側壁が図示されているが、これ
らの図はあくまでも模式図であるため、図中に示す側壁は実際よりも厚く描かれている。
図３に図示されているギヤ９１、９３、９４、９７、９８、１０１を含むギヤ群は、実際
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にはキャビティ８１１の底面により覆い隠されている。これらのギヤ群を説明する必要上
、図３にはキャビティ８１１の底面は図示されていない。図５～図８において、カセット
装着部８に装着されているテープカセット３０は、上ケース３１１が取り外された状態で
ある。
【００１７】
　テープ印字装置１の概略構成について説明する。テープ印字装置１は、１台でサーマル
タイプ、レセプタタイプ、ラミネートタイプ等、各種のテープカセットが使用可能な汎用
のテープ印字装置である。サーマルタイプのテープカセットは、感熱紙テープを備えてい
る。レセプタタイプのテープカセットは、印字テープとインクリボンとを備えている。ラ
ミネートタイプのテープカセットは、両面粘着テープとフィルムテープとインクリボンと
を備えている。
【００１８】
　図１および図２に示すように、テープ印字装置１は、略直方体形状の本体カバー２を備
えている。本体カバー２上面の前側には、キャラクタキーや機能キーを含むキーボード３
が配設されている。キーボード３の後側には、キーボード３で入力されたキャラクタなど
を表示可能なディスプレイ５が設けられている。ディスプレイ５の後側には、テープカセ
ット３０（図３参照）の交換時に開閉されるカセットカバー６が設けられている。
【００１９】
　カセットカバー６は、平面視略長方形状の蓋部である。カセットカバー６は、本体カバ
ー２の背面上方の左右両端部で軸支され、図１に示す閉鎖位置と、図２に示す開放位置と
の間で回動可能である。本体カバー２の内部には、テープカセット３０を着脱可能な領域
であるカセット装着部８が設けられている。カセット装着部８は、カセットカバー６が閉
鎖位置にあるときに被覆され（図１参照）、カセットカバー６が開放位置にあるときに露
出する（図２参照）。
【００２０】
　カセットカバー６の下面には、係止ロック４１３と、ヘッド押え部材７と、周縁押え部
材９１１～９１４とが設けられている。係止ロック４１３は、下方に突出する鉤状体であ
る。本体カバー２のカセット装着部８の前側には、係止ロック４１３に対応するロック孔
４１２が設けられている。カセットカバー６が閉じられると、係止ロック４１３がロック
孔４１２に嵌め込まれて、カセットカバー６の自然開放が防止される（図１参照）。
【００２１】
　ヘッド押え部材７および周縁押え部材９１１～９１４は、下方に突出する角柱体である
。ヘッド押え部材７は、カセットカバー６が閉じられた場合に、カセット装着部８に装着
されているテープカセット３０の押え受け部３９３（図１５参照）を上方から押圧する。
周縁押え部材９１１～９１４は、カセットカバー６が閉じられた場合に、カセット装着部
８に装着されているテープカセット３０の周縁を上方から押圧する。
【００２２】
　本体カバー２の左側面後方には、排出スリット１１１が設けられている。排出スリット
１１１は、印字済みのテープをカセット装着部８から排出する。カセットカバー６の左側
面には、排出窓１１２が設けられている。排出窓１１２は、カセットカバー６が閉じられ
ている場合に、排出スリット１１１を外部に露出させる。
【００２３】
　図３～図８を参照して、カセットカバー６下の本体カバー２の内部構造について説明す
る。図３および図４に示すように、カセット装着部８は、キャビティ８１１および角支持
部８１２を含む。キャビティ８１１は、カセットケース３１の底面３０２の形状と略対応
するように凹設された、平面状の底面を有する凹部である。角支持部８１２は、キャビテ
ィ８１１の外縁から水平に延びる平面部である。テープカセット３０がカセット装着部８
に装着された場合、角支持部８１２はテープカセット３０の周縁の下面を支持する。
【００２４】
　角支持部８１２の２箇所に、２つの位置決めピン１０２、１０３が設けられている。具
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体的には、キャビティ８１１の左側に、位置決めピン１０２が設けられている。キャビテ
ィ８１１の右側に、位置決めピン１０３が設けられている。位置決めピン１０２、１０３
は、テープカセット３０がカセット装着部８に装着された場合に、カセットケース３１の
ピン孔６２、６３（図１６参照）にそれぞれ挿入される。このとき、位置決めピン１０２
、１０３は、テープカセット３０の周縁部の左右位置で、テープカセット３０を前後・左
右方向に位置決めする。
【００２５】
　カセット装着部８の前部には、ヘッドホルダ７４が設けられている。ヘッドホルダ７４
は、発熱体（図示せず）を備えるサーマルヘッド１０を搭載している。カセット装着部８
の外側（図３では右上側）には、ステッピングモータであるテープ駆動モータ２３が配設
されている。テープ駆動モータ２３の駆動軸の下端には、ギヤ９１が固着されている。ギ
ヤ９１は、開口を介してギヤ９３に噛み合っている。ギヤ９３は、ギヤ９４に噛み合って
いる。ギヤ９４は、ギヤ９７に噛み合っている。ギヤ９７は、ギヤ９８に噛み合っている
。ギヤ９８は、ギヤ１０１に噛み合っている。
【００２６】
　ギヤ９４の上面には、リボン巻取軸９５が立設されている。リボン巻取軸９５は、リボ
ン巻取スプール４４に着脱可能な軸体である。リボン巻取軸９５の基部側から先端側に向
けて、複数のカム部材９５Ａが平面視で放射状に設けられている（図４５参照）。ギヤ１
０１の上面には、テープ駆動軸１００が立設されている。テープ駆動軸１００は、テープ
駆動ローラ４６に着脱可能な軸体である。テープ駆動軸１００の基部側から先端側に向け
て、複数のカム部材１００Ａが平面視で放射状に設けられている（図４５参照）。
【００２７】
　テープカセット３０がカセット装着部８に装着された状態で、テープ駆動モータ２３が
反時計回り方向にギヤ９１を回転駆動すると、ギヤ９３、ギヤ９４を介して、リボン巻取
軸９５が反時計回り方向に回転駆動する。リボン巻取軸９５は、リボン巻取軸９５に装着
されたリボン巻取スプール４４を回転駆動する。さらに、ギヤ９４の回転は、ギヤ９７、
ギヤ９８、ギヤ１０１を介してテープ駆動軸１００に伝達されて、テープ駆動軸１００が
時計回り方向に回転駆動する。テープ駆動軸１００は、テープ駆動軸１００に装着された
テープ駆動ローラ４６を回転駆動する。
【００２８】
　ギヤ９８の後側には、補助軸１１０が立設されている。補助軸１１０は、第１テープ支
持孔６５に挿脱可能な略円柱状の軸体である。カセット装着部８の右側後部には、ガイド
軸１２０が立設されている。ガイド軸１２０は、ガイド孔４７（図５参照）に挿脱可能な
軸体である。
【００２９】
　ガイド軸１２０は、直径が異なる２つの軸部（大径軸部１２０Ａおよび小径軸部１２０
Ｂ）と、テーパ部１２０Ｃとを含む（図４５参照）。大径軸部１２０Ａは、ガイド軸１２
０の基部側を構成する軸部であり、ガイド軸１２０において直径が最も大きい。小径軸部
１２０Ｂは、ガイド軸１２０の先端側を構成する軸部であり、大径軸部１２０Ａよりも直
径が小さい。テーパ部１２０Ｃは、大径軸部１２０Ａと小径軸部１２０Ｂとの間に設けら
れた軸部である。テーパ部１２０Ｃは、大径軸部１２０Ａ側から小径軸部１２０Ｂ側に向
けて軸径が漸減するテーパ面を有する。
【００３０】
　キャビティ８１１の後縁部は、平面視で２つの弧が左右に並んだような形状を有してい
る。これら２つの弧の間に位置する角支持部８１２の一部が、後方支持部８１３である。
後方支持部８１３は、テープカセット３０がカセット装着部８に装着された場合、後方凹
部３６０（図１６参照）を支持する。
【００３１】
　後方支持部８１３には、複数の検出スイッチ３１０を含む後方検出部３００が設けられ
ている。検出スイッチ３１０のスイッチ端子３１７（図１３参照）は、後方支持部８１３
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から上方に突出している。テープカセット３０がカセット装着部８に装着されると、スイ
ッチ端子３１７は底面３０２側（詳細には、図１６に示す後方段差壁３６０Ａ）と対向す
る。以下では、後方検出部３００に設けられた検出スイッチ３１０を、後方検出スイッチ
３１０という。本実施形態の後方検出部３００は、５つの後方検出スイッチ３１０Ａ～３
１０Ｅを有する。
【００３２】
　図４～図８に示すように、ヘッドホルダ７４の後側には、カセットフック７５が立設さ
れている。カセットフック７５は、突出部７５１および爪部７５２を備えている（図４９
参照）。突出部７５１は、キャビティ８１１の底面（図示せず）から略垂直に上方へ突出
する板状体である。爪部７５２は、突出部７５１の上端部から後方（図４９では左方向）
に突出する、断面視略三角形状の突起部である。突出部７５１は、前後方向（図４の上下
方向）の可撓性を有している。爪部７５２は、テープカセット３０がカセット装着部８に
装着された場合、係止部３９７（図４９参照）に係止される。
【００３３】
　ヘッドホルダ７４の前側には、アーム状のプラテンホルダ１２が設けられている。プラ
テンホルダ１２は、軸支部１２１を中心に揺動可能に軸支されている。プラテンホルダ１
２の先端側には、プラテンローラ１５および可動搬送ローラ１４が回転可能に軸支されて
いる。プラテンローラ１５は、サーマルヘッド１０に相対して、サーマルヘッド１０と接
離可能である。可動搬送ローラ１４は、テープ駆動軸１００に装着されているテープ駆動
ローラ４６に相対して、テープ駆動ローラ４６と接離可能である。
【００３４】
　プラテンホルダ１２には、カセットカバー６の開閉に連動して左右方向に移動する図示
外のリリースレバーが連結されている。カセットカバー６が開放されると、リリースレバ
ーが右方向に移動して、プラテンホルダ１２が図５に示す待機位置に向けて移動する。図
５に示す待機位置では、プラテンホルダ１２がカセット装着部８から離間しているので、
人がテープカセット３０をカセット装着部８に対して着脱可能である。プラテンホルダ１
２は、図示外の巻きバネにより常に待機位置に弾性付勢されている。
【００３５】
　カセットカバー６が閉鎖されると、リリースレバーが左方向に移動して、プラテンホル
ダ１２が図６～図８に示す印字位置に向けて移動する。図６～図８に示す印字位置では、
プラテンホルダ１２がカセット装着部８に近接している。具体的には、図６に示すように
、ラミネートタイプのテープカセット３０がカセット装着部８に装着されている場合、プ
ラテンローラ１５がフィルムテープ５９とインクリボン６０とを介してサーマルヘッド１
０を押圧する。同時に、可動搬送ローラ１４が両面粘着テープ５８とフィルムテープ５９
とを介してテープ駆動ローラ４６を押圧する。
【００３６】
　図７に示すように、レセプタタイプのテープカセット３０がカセット装着部８に装着さ
れている場合、プラテンローラ１５が印字テープ５７とインクリボン６０とを介してサー
マルヘッド１０を押圧する。同時に、可動搬送ローラ１４が印字テープ５７を介してテー
プ駆動ローラ４６を押圧する。図８に示すように、サーマルタイプのテープカセット３０
がカセット装着部８に装着されている場合、プラテンローラ１５が感熱紙テープ５５を介
してサーマルヘッド１０を押圧する。同時に、可動搬送ローラ１４が感熱紙テープ５５を
介してテープ駆動ローラ４６を押圧する。
【００３７】
　図６～図８に示す印字位置では、テープ印字装置１がカセット装着部８に装着されてい
るテープカセット３０を使用して印字を行うことが可能である。感熱紙テープ５５、印字
テープ５７、両面粘着テープ５８、フィルムテープ５９およびインクリボン６０の詳細は
、後述する。
【００３８】
　排出スリット１１１（図２参照）の右側には、印字済テープ５０を所定位置で切断する
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カット機構１７が設けられている。カット機構１７は、固定刃１８と移動刃１９とを有す
る。移動刃１９は、固定刃１８に対向して前後方向（図４～図８の上下方向）に移動可能
である。
【００３９】
　図４～図８に示すように、プラテンホルダ１２の後側面には、その長手方向の中間位置
からやや右側に、複数の検出スイッチ２１０を含むアーム検出部２００が設けられている
。以下では、プラテンホルダ１２の後側面、つまり、サーマルヘッド１０と対向する側の
面を、カセット対向面１２２という。検出スイッチ２１０のスイッチ端子２２２（図１２
参照）は、カセット対向面１２２からカセット装着部８に向けて略水平に突出している。
【００４０】
　言い換えると、スイッチ端子２２２は、カセット装着部８に対するテープカセット３０
の着脱方向（図３の上下方向）と略直交する方向に突出している。テープカセット３０が
カセット装着部８に装着されると、スイッチ端子２２２はテープカセット３０の前面（詳
細には、アーム前面壁３５）と対向する。以下では、アーム検出部２００に設けられた検
出スイッチ２１０を、アーム検出スイッチ２１０という。本実施形態のアーム検出部２０
０は、５つのアーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅを有する。
【００４１】
　図９および図１０を参照して、ヘッドホルダ７４の詳細について説明する。図９および
図１０に示すように、ヘッドホルダ７４は、１枚の板状部材で形成されており、台座部７
４３とヘッド固着部７４４とを備えている。台座部７４３は、キャビティ８１１の底面（
図示せず）の下方に固定されている。ヘッド固着部７４４は、台座部７４３から略垂直に
屈曲されて上方へ延び、且つ、左右方向に沿って配置されている。
【００４２】
　テープカセット３０がカセット装着部８に装着された場合、ヘッドホルダ７４はヘッド
挿入部３９に挿入される。ただし、ヘッドホルダ７４がヘッド挿入部３９に挿入された状
態で、ヘッドホルダ７４の右端部がヘッド挿入部３９の右端部よりも右側に延びている。
サーマルヘッド１０は、ヘッド固着部７４４の前面に固着されている（図５～図８参照）
。
【００４３】
　ヘッド固着部７４４には、第１支持部７４１および第２支持部７４２が設けられている
。第１支持部７４１および第２支持部７４２は、テープ印字装置１に装着されているテー
プカセット３０を下方から支持する。第１支持部７４１は、ヘッド固着部７４４の右端部
を正面視でＬ字型に切り欠くことにより所定の高さ位置に形成された段差部である。第２
支持部７４２は、ヘッド固着部７４４の左端部からヘッド固着部７４４に対して略垂直に
屈曲して後方へ延びる側面視長方形状の延設片である。第１支持部７４１および第２支持
部７４２は、同一の上下方向位置（高さ位置）に設けられている。
【００４４】
　つまり、第１支持部７４１と第２支持部７４２とは、平面視で互いに略直交する方向に
延びている。第１支持部７４１と第２支持部７４２は、それぞれ、サーマルヘッド１０に
対するテープ搬送方向の上流側と下流側とにおいて、テープカセット３０を同一の高さ位
置で支持する。第１支持部７４１および第２支持部７４２は、サーマルヘッド１０の上下
方向中心位置から上下方向に所定距離離れた位置に設定されている。よって、第１支持部
７４１および第２支持部７４２は、サーマルヘッド１０の上下方向中心位置に対してテー
プカセット３０を上下方向に位置決めする基準となる。
【００４５】
　図１１および図１２を参照して、アーム検出スイッチ２１０の詳細について説明する。
図１１に示すように、プラテンホルダ１２のカセット対向面１２２には、５つの貫通孔１
２３が上下方向に３列に並べて設けられている。具体的には、最上列に２つ、真ん中の列
に２つ、最下列に１つの配置である。貫通孔１２３の左右方向の位置は、それぞれ異なっ
ている。
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【００４６】
　すなわち、カセット対向面１２２の右側（図１１の左側）から順に、最下列、最上列の
右側、真ん中の列の右側、最上列の左側、そして真ん中の列の左側の順に、５つの貫通孔
１２３がジグザグに配置されている。これらの貫通孔１２３に対応して、カセット対向面
１２２の左側（図１１の右側）から順に、５つのアーム検出スイッチ２１０Ａ、２１０Ｂ
、２１０Ｃ、２１０Ｄ、２１０Ｅが設けられている。
【００４７】
　図１２に示すように、アーム検出スイッチ２１０は、本体部２２１およびスイッチ端子
２２２を備えている。本体部２２１は、プラテンホルダ１２の内部で水平に設置された円
筒体である。本体部２２１の前端部（図１２の右端部）は、プラテンホルダ１２の内部に
設置されているスイッチ支持板２２０に固定されている。
【００４８】
　スイッチ端子２２２は、本体部２２１の後端部（図１２の左端部）に設けられた棒状体
であり、貫通孔１２３を介して略水平に進退可能である。スイッチ端子２２２は、本体部
２２１の内部に設けられたバネ部材（図示せず）によって、常には本体部２２１から後方
側（図１２の左側）に伸出した状態に保持される。スイッチ端子２２２は、後方から押圧
されていないときは本体部２２１から伸出した状態（オフ状態）になり、後方から押圧さ
れているときは本体部２２１内に押し込まれた状態（オン状態）になる。
【００４９】
　カセット装着部８にテープカセット３０が装着されている場合、プラテンホルダ１２が
待機位置に向けて移動すると（図５参照）、アーム検出スイッチ２１０はテープカセット
３０から離間するため、全てオフ状態となる。プラテンホルダ１２が印字位置に向けて移
動すると（図６～図８参照）、アーム検出スイッチ２１０は、後述のアーム指標部８００
（図３参照）によって選択的に押圧される。テープ印字装置１は、アーム検出スイッチ２
１０のオン・オフの組合せに基づいて、テープカセット３０のテープ種類を検出する。
【００５０】
　図１１および図１２に示すように、プラテンホルダ１２のカセット対向面１２２には、
左右方向に延びる突起部である係止片２２５が設けられている。具体的には、係止片２２
５は、カセット対向面１２２から後方側（図１２の左側）に突出するように、プラテンホ
ルダ１２と一体成形されている。つまり、係止片２２５は、スイッチ端子２２２と同様に
、カセット対向面１２２からカセット装着部８に向けて略水平に突出している。カセット
対向面１２２を基準とした係止片２２５の突出高さは、カセット対向面１２２を基準とし
たスイッチ端子２２２の突出高さよりも若干大きい。
【００５１】
　係止片２２５は、先端側（図１２の左側）に向けて厚みが漸減するように、下面の一部
が水平方向に対して傾斜した傾斜部２２６を有する。係止片２２５は、テープカセット３
０がカセット装着部８の適正位置に装着された状態で、係止孔８２０（図３参照）と相対
する高さ位置に設けられている。本実施形態では、係止片２２５は、カセット対向面１２
２において、上下方向においては最上列のアーム検出スイッチ２１０より上方、左右方向
においては最下列のアーム検出スイッチ２１０に重なる位置に配置されている。
【００５２】
　図４および図１３を参照して、後方検出スイッチ３１０の詳細について説明する。図４
に示すように、後方支持部８１３には、５つの貫通孔８１４が前後方向に２列に並べて設
けられている。具体的には、後側の列に４つ、前側の列に１つの配置である。これらの貫
通孔８１４に対応して、４つの後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｄが右側（図１３では
左側）から順に後方支持部８１３の後端部に沿って１列に並び、且つ、左から２番目の後
方検出スイッチ３１０Ｃの前側に、残る１つの後方検出スイッチ３１０Ｅが並んでいる。
【００５３】
　図１３に示すように、後方検出スイッチ３１０は、本体部３１６およびスイッチ端子３
１７を備えている。本体部３１６は、後方支持部８１３の下方で垂直に設置された円筒体



(11) JP 2015-157484 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

である。本体部３１６の下端は、本体カバー２の内部に設置されているスイッチ支持板３
１５に固定されている。
【００５４】
　スイッチ端子３１７は、本体部３１６の上端部に設けられた棒状体であり、貫通孔８１
４を介して上下方向に進退可能である。スイッチ端子３１７は、本体部３１６の内部に設
けられたバネ部材（図示せず）によって、常には本体部３１６から上方に伸出した状態に
保持される。スイッチ端子３１７は、上方から押圧されていないときは本体部３１６から
伸出した状態（オフ状態）になり、上方から押圧されているときに本体部３１６内に押し
込まれた状態（オン状態）になる。
【００５５】
　テープカセット３０がカセット装着部８に装着されていない場合、後方検出スイッチ３
１０はテープカセット３０から離間しているため、全てがオフ状態となる。テープカセッ
ト３０がカセット装着部８の適正位置に装着されると、後方検出スイッチ３１０は、後述
の後方指標部９００（図１６参照）によって選択的に押圧される。テープ印字装置１は、
後方検出スイッチ３１０のオン・オフの組合せに基づいて、テープカセット３０のテープ
種類を検出する。
【００５６】
　図４を参照して、カセット装着部８に立設された各部材の位置関係について説明する。
図４における二点鎖線は、平面視でテープ駆動軸１００とガイド軸１２０とを結んだ仮想
線である分割線Ｊを示している。テープ駆動軸１００、ガイド軸１２０、補助軸１１０、
リボン巻取軸９５、ヘッドホルダ７４は、テープカセット３０がカセット装着部８に装着
された状態で、ローラ支持孔６４、ガイド孔４７、第１テープ支持孔６５、巻取スプール
支持孔６８、ヘッド挿入部３９と対応する位置にそれぞれ設けられている（図４５参照）
。
【００５７】
　テープ駆動軸１００は、カセット装着部８における左前方に位置する角部を含む領域Ｐ
１に立設されている。領域Ｐ１は、カセット装着部８の前部中央に固設されたヘッドホル
ダ７４の左側に位置している。言い換えると、領域Ｐ１は、テープ搬送方向におけるサー
マルヘッド１０の印字位置よりも下流側に位置している。ガイド軸１２０は、カセット装
着部８における右後方に位置する角部を含む領域Ｐ２に立設されている。つまり、カセッ
ト装着部８を平面視した場合、領域Ｐ２に含まれる角部は、領域Ｐ１に含まれる角部の対
角に位置している。
【００５８】
　平面視、カセット装着部８を分割線Ｊで分割した場合に、分割線Ｊよりも後側を占める
のが領域Ｐ３であり、分割線Ｊよりも前側を占めるのが領域Ｐ４である。補助軸１１０は
、領域Ｐ３に立設されており、詳細にはカセット装着部８の平面視中央よりも左後側に位
置している。リボン巻取軸９５は、領域Ｐ４に立設されており、詳細にはカセット装着部
８の平面視中央よりも右前側に位置している。つまり、補助軸１１０およびリボン巻取軸
９５は、平面視で分割線Ｊを中心としてほぼ対称に位置している。
【００５９】
　テープ駆動軸１００の後側には、位置決めピン１０２が隣接して設けられている。ガイ
ド軸１２０の前側には、位置決めピン１０３が隣接して設けられている。位置決めピン１
０２，１０３は、カセット装着部８に装着されたテープカセット３０を、それぞれテープ
駆動軸１００およびガイド軸１２０の近傍で位置決めする。
【００６０】
　図１４を参照して、テープ印字装置１の電気的構成について説明する。図１４に示すよ
うに、テープ印字装置１は、制御基板上に形成された制御回路部６００を備えている。制
御回路部６００では、ＲＯＭ６０２、ＣＧＲＯＭ６０３、ＲＡＭ６０４、入出力インター
フェース６１１が、データバス６１０を介してＣＰＵ６０１に接続されている。
【００６１】
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　ＲＯＭ６０２には、ＣＰＵ６０１がテープ印字装置１を制御するために実行する各種プ
ログラムが記憶されている。カセット装着部８に装着されたテープカセット３０のテープ
種類を特定するためのテーブル（図４０、図４４参照）も、ＲＯＭ６０２に記憶されてい
る。ＣＧＲＯＭ６０３には、キャラクタを印字するための印字用ドットパターンデータが
記憶されている。ＲＡＭ６０４には、テキストメモリ、印字バッファ等、複数の記憶エリ
アが設けられている。
【００６２】
　入出力インターフェース６１１には、アーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅ、後方検
出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅ、キーボード３、液晶駆動回路（ＬＣＤＣ）６０５、駆動
回路６０６、６０７、６０８等が接続されている。駆動回路６０６は、サーマルヘッド１
０を駆動するための電子回路である。駆動回路６０７は、テープ駆動モータ２３を駆動す
るための電子回路である。駆動回路６０８は、カッターモータ２４を駆動するための電子
回路である。カッターモータ２４は、印字済テープ５０を切断するために、移動刃１９を
前後方向に移動させる。ＬＣＤＣ６０５は、ディスプレイ５に表示データを出力するため
のビデオＲＡＭ（図示外）を有する。
【００６３】
　次に、図３、図５～図８、図１５～図４４を参照して、テープカセット３０について説
明する。説明の便宜上、図１８、図１９および図３２では、上ケース３１１および下ケー
ス３１２に分解されたカセットケース３１が、内部に収納されるテープ類およびスプール
類を取り除いて図示されている。ただし、図３２では、フィルムテープ５９、インクリボ
ン６０、およびこれらに関する部材が図示されている。図２８では、分離部６１近傍の構
成のうち、フィルムテープ５９、インクリボン６０および規制部材３６１、３６２を仮想
線で示している。図２９では、上ケース３１１を取り除いたラミネートタイプのテープカ
セット３０が図示されている。
【００６４】
　テープカセット３０の概略構成について説明する。テープカセット３０は、内部に収納
されるテープの種類、および、インクリボンの有無などを適宜変更することによって、前
述のサーマルタイプ、レセプタタイプ、ラミネートタイプ等に実装可能な汎用カセットで
ある。
【００６５】
　図３、図１５～図１７に示すように、テープカセット３０は、その筐体であるカセット
ケース３１を備えている。カセットケース３１は、全体としては平面視で丸みを帯びた角
部を有する略直方体状（箱型）である。カセットケース３１は、上ケース３１１および下
ケース３１２を含む。下ケース３１２は、カセットケース３１の底面３０２を形成する底
板３０６（図２０参照）を含む。上ケース３１１は、カセットケース３１の上面３０１を
形成する上板３０５（図２２参照）を含み、下ケース３１２の上部に固定される。底面３
０２から上面３０１までの距離を、テープカセット３０またはカセットケース３１の高さ
という。
【００６６】
　本実施形態のカセットケース３１は、上板３０５および底板３０６の周縁全体が側面を
形成する周壁によって囲われているが、必ずしも全体が囲われている必要はない。例えば
、周壁の一部（例えば背面）にカセットケース３１内を露出させるような開口部が設けら
れていたり、その開口部を臨む位置に上板３０５および底板３０６を接続するボスが設け
られたりしてもよい。
【００６７】
　カセットケース３１は、テープカセット３０のテープ種類にかかわらず、同一の幅（上
下方向の長さが同一）に形成された４つの角部３２１～３２４を有する。以下では、左後
方の角部を第１角部３２１、右後方の角部を第２角部３２２、右前方の角部を第３角部３
２３、左前方の角部を第４角部３２４と呼ぶ。第１～第３角部３２１～３２３は、平面視
で直角をなすようにカセットケース３１の側面から外側方向に突出している。第４角部３
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２４は、排出案内部４９が角に設けられているため、直角をなしていない。角部３２１～
３２４の下面は、テープカセット３０がカセット装着部８に装着されたときに、角支持部
８１２に支持される部位である。
【００６８】
　図１６に示すように、第４角部３２４および第２角部３２２の下面の２箇所に、テープ
印字装置１の位置決めピン１０２、１０３に対応するピン孔６２、６３が設けられている
。具体的には、第４角部３２４の下面に設けられた凹部が、位置決めピン１０２が挿入さ
れるピン孔６２である。第２角部３２２の下面に設けられた凹部が、位置決めピン１０３
が挿入されるピン孔６３である。
【００６９】
　図３および図１７に示すように、カセットケース３１の上下方向（つまり、上面３０１
と底面３０２とが対向する高さ方向）において角部３２１～３２４と同一の位置、且つ、
同一の幅でカセットケース３１の側面を全周に亘って取り巻く部位（角部３２１～３２４
を含む）を、共通部３２という。詳細には、共通部３２は、カセットケース３１の上下方
向における中心線Ｎに関して、上下方向に対称の幅を有する部位である（図３９参照）。
テープカセット３０の高さは、カセットケース３１に収納されるテープの幅に応じて異な
っている。一方、共通部３２の幅（上下方向の長さ）Ｔは、カセットケース３１に収納さ
れるテープの幅にかかわらず、同一寸法に設定されている。
【００７０】
　具体的には、テープカセット３０のテープ幅が大きくなると（例えば、１８ｍｍ、２４
ｍｍ、３６ｍｍ）、それに応じてカセットケース３１の高さも大きくなる。一方、共通部
３２の幅Ｔ（図３９参照）は、テープ幅に関係なく、例えば１２ｍｍで一定である。なお
、テープ幅が共通部３２の幅Ｔ以下である場合（例えば、６ｍｍ、１２ｍｍ）、カセット
ケース３１の高さ（つまり、幅）は、共通部３２の幅Ｔに所定幅を加えた大きさで一定で
ある。この場合、カセットケース３１の高さは最も小さくなる。
【００７１】
　カセットケース３１には、カセットケース３１内に装着されるスプール類を回転可能に
支持するための４つの支持孔６５～６８が複数設けられている。以下では、カセットケー
ス３１の左側後部、右側後部、右側前部に設けられた孔部を、それぞれ、第１テープ支持
孔６５、第２テープ支持孔６６、リボン支持孔６７と呼ぶ。平面視で第１テープ支持孔６
５とリボン支持孔６７との間に設けられた孔部を、巻取スプール支持孔６８と呼ぶ。
【００７２】
　第１テープ支持孔６５は、第１テープスプール４０（図５参照）を回転可能に支持する
。第２テープ支持孔６６は、第２テープスプール４１（図５参照）を回転可能に支持する
。リボン支持孔６７は、リボンスプール４２（図５参照）を回転可能に支持する。巻取ス
プール支持孔６８は、リボン巻取スプール４４（図５参照）を回転可能に支持する。リボ
ン巻取スプール４４の下部には、クラッチバネ３４０（図１６参照）が取り付けられてい
る。クラッチバネ３４０は、リボン巻取スプール４４が逆転することで巻き取ったインク
リボン６０が緩んでしまうのを防止するコイルバネである。
【００７３】
　図５～図８に示すように、カセットケース３１内には、第１テープ領域４００、第２テ
ープ領域４１０、第１リボン領域４２０および第２リボン領域４４０が設けられている。
第１テープ領域４００および第２テープ領域４１０は、それぞれテープを収納可能な領域
である。第１リボン領域４２０は、未使用のインクリボン６０を収納可能な領域である。
第２リボン領域４４０は、印字に使用された後のインクリボン６０（以下、使用済みのイ
ンクリボン６０）を収納可能な領域である。テープおよびインクリボン６０は、各々の幅
方向がテープカセット３０の上下方向と平行となるように、カセットケース３１内で収納
および搬送される。
【００７４】
　第１テープ領域４００は、第１角部３２１に隣接した、カセットケース３１内の左半分
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をほぼ占める平面視略円形の領域である。第２テープ領域４１０は、第２角部３２２に隣
接した、カセットケース３１内の右後部に設けられた平面視略円形の領域である。第１リ
ボン領域４２０は、第３角部３２３およびヘッド挿入部３９に隣接した、カセットケース
３１内の右前部に設けられた領域である。第２リボン領域４４０は、カセットケース３１
内で第１テープ領域４００と第１リボン領域４２０との間に設けられた領域である。支持
孔６５～６８は、平面視で、それぞれ第１テープ領域４００、第２テープ領域４１０、第
１リボン領域４２０、第２リボン領域４４０の略中央部に設けられている。
【００７５】
　図５および図６に示すラミネートタイプのテープカセット３０では、カセットケース３
１内に、両面粘着テープ５８、フィルムテープ５９、およびインクリボン６０の３種類の
ロール体が収納される。両面粘着テープ５８は、両面に接着剤が塗布され、且つ一面に剥
離紙が貼着されたテープである。フィルムテープ５９は、インクリボン６０を用いた印字
が施される印字面を有する透明なテープである。インクリボン６０は、インクが一面に塗
布されたインク面を有する。
【００７６】
　第１テープ領域４００には、剥離紙を外側に向けて第１テープスプール４０に巻回され
た両面粘着テープ５８が収納される。第２テープ領域４１０には、印字面を内側に向けて
第２テープスプール４１に巻回されたフィルムテープ５９が収納される。第１リボン領域
４２０には、インク面を内側に向けてリボンスプール４２に巻回された未使用のインクリ
ボン６０が収納される。第２リボン領域４４０には、リボン巻取スプール４４に巻き取ら
れた使用済みのインクリボン６０が収納される。
【００７７】
　ラミネートタイプのテープカセット３０では、フィルムテープ５９の引き出しに伴って
、第２テープスプール４１が平面視で時計回り方向に回転する。第２テープスプール４１
から引き出されたフィルムテープ５９は、カセットケース３１の右前隅部（図５および図
６では右下隅部）に向けて搬送される。カセットケース３１の右前隅部では、リボンスプ
ール４２に巻回されているインクリボン６０の外周に沿って、且つ、インクリボン６０に
対して間隔を置いて、フィルムテープ５９が搬送される。これにより、搬送中のフィルム
テープ５９と、リボンスプール４２に巻回されているインクリボン６０との接触が抑制さ
れるため、フィルムテープ５９を安定的に搬送できる。
【００７８】
　インクリボン６０の引き出しに伴って、リボンスプール４２が平面視で反時計回り方向
に回転する。リボンスプール４２から引き出されたインクリボン６０は、搬送ピン５３１
に向けて搬送される。両面粘着テープ５８の引き出しに伴って、第１テープスプール４０
が平面視で反時計回り方向に回転する。第１テープスプール４０から引き出された両面粘
着テープ５８は、カセットケース３１の左前隅部（図５および図６では左下隅部）に設け
られたテープ駆動ローラ４６に向けて搬送される。
【００７９】
　図７に示すレセプタタイプのテープカセット３０では、印字テープ５７およびインクリ
ボン６０の２種類のロール体が、カセットケース３１内に収納される。印字テープ５７は
、インクリボン６０を用いた印字が施される印字面を有し、且つ、印字面とは反対側の面
に剥離紙が貼着された片面テープである。第１テープ領域４００には、剥離紙を外側に向
けて第１テープスプール４０に巻回された印字テープ５７が収納される。第１リボン領域
４２０には、リボンスプール４２に巻回された未使用のインクリボン６０が収納される。
第２リボン領域４４０には、リボン巻取スプール４４に巻き取られた使用済みのインクリ
ボン６０が収納される。第２テープ領域４１０には何も収納されないため、第２テープス
プール４１は設けられていない。
【００８０】
　レセプタタイプのテープカセット３０では、印字テープ５７の引き出しに伴って、第１
テープスプール４０が平面視で時計回り方向に回転する。第１テープスプール４０から引
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き出された印字テープ５７は、カセットケース３１の右前隅部に向けて搬送される。イン
クリボン６０の引き出しに伴って、リボンスプール４２が平面視で反時計回り方向に回転
する。リボンスプール４２から引き出されたインクリボン６０は、搬送ピン５３１に向け
て搬送される。
【００８１】
　図８に示すサーマルタイプのテープカセット３０では、感熱紙テープ５５の１種類のロ
ール体が、カセットケース３１内に収納される。感熱紙テープ５５は、感熱方式で印字が
施される印字面を有し、且つ、印字面とは反対側の面に剥離紙が貼着された片面テープで
ある。第１テープ領域４００には、剥離紙を外側に向けて第１テープスプール４０に巻回
された感熱紙テープ５５が収納される。第２テープ領域４１０、第１リボン領域４２０、
および第２リボン領域４４０には何も収納されないため、第２テープスプール４１、リボ
ンスプール４２、およびリボン巻取スプール４４は設けられていない。
【００８２】
　サーマルタイプのテープカセット３０では、感熱紙テープ５５の引き出しに伴って、第
１テープスプール４０が平面視で時計回り方向に回転する。第１テープスプール４０から
引き出された感熱紙テープ５５は、カセットケース３１の右前隅部に向けて搬送される。
【００８３】
　図５～図８に示すように、カセットケース３１の右前隅部、すなわち第１リボン領域４
２０の右前側には、屈曲部５３３が立設されている。屈曲部５３３は、屈曲部５３３を経
由するテープの搬送経路を、第１リボン領域４２０の外周に沿って鋭角状に屈曲させるピ
ンである。カセットケース３１の左前隅部に向けて搬送されたテープは、屈曲部５３３を
経由してカセットケース３１の左前隅部に向けて搬送され、後述のアーム部３４内に案内
される。
【００８４】
　屈曲部５３３は、円筒状の回転体であるコロ部材５３５の軸孔に挿入されている。屈曲
部５３３は、コロ部材５３５を回転可能に支持する。コロ部材５３５は、屈曲部５３３を
経由するテープに接触して回転する。コロ部材５３５の回転によって、屈曲部５３３を経
由するテープは、カセットケース３１の左前隅部に向けて円滑に送り出される。
【００８５】
　搬送ピン５３１は、第１リボン領域４２０の左側、且つ、第１円筒部材８８１Ｂ（図１
８参照）の右前部に設けられている。搬送ピン５３１は、インクリボン６０の搬送経路を
アーム部３４の内部に向けて屈曲させるピンである。リボンスプール４２から引き出され
たインクリボン６０は、搬送ピン５３１を経由して、アーム部３４内に案内される。
【００８６】
　第１リボン領域４２０の右側には、底板３０６から立設された規制リブ５３２が設けら
れている。言い換えると、規制リブ５３２は、屈曲部５３３よりもテープの搬送方向上流
側に設けられた板状部材である。規制リブ５３２は、カセットケース３１の右側面から左
方向に延び、且つ、左端部がテープの搬送経路の近傍に位置している。規制リブ５３２は
、搬送中のテープには接触しない一方、裏面（印字面とは反対側の面）側へ移動しようと
するテープに接触する。つまり、規制リブ５３２は、第１リボン領域４２０の近傍でテー
プが広がるのを規制する。
【００８７】
　図３および図１７に示すように、カセットケース３１の前面には、平面視で略半円状の
溝部である半円溝８４が設けられている。半円溝８４は、カセットケース３１の上下方向
に亘って設けられている。半円溝８４は、テープカセット３０がカセット装着部８に装着
されたときに、プラテンホルダ１２の軸支部１２１がカセットケース３１と干渉しないよ
うに設けられた逃がし部である。
【００８８】
　カセットケース３１の前面壁のうち、半円溝８４から左に延びる部分は、アーム前面壁
３５である。アーム前面壁３５から後方へ離間した位置に上下方向に亘って設けられた壁



(16) JP 2015-157484 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

部は、アーム背面壁３７である。アーム前面壁３５およびアーム背面壁３７とで前後に規
定される、テープカセット３０の右前部から左方に延びる部位が、アーム部３４である。
【００８９】
　アーム前面壁３５の左端部は、後方へ向かって屈曲している。アーム前面壁３５とアー
ム背面壁３７の左端部との間で上下方向に延びる隙間が、排出口３４１である。排出口３
４１は、アーム部３４からテープ（およびインクリボン６０）を排出する。アーム前面壁
３５のうちで排出口３４１に隣接する左端部が、アーム先端部８５である。アーム先端部
８５のうちで上ケース３１１および下ケース３１２が接離される部分が、接離部８６であ
る。アーム前面壁３５には、アーム指標部８００および係止孔８２０が設けられているが
、詳細は後述する。
【００９０】
　図５～図８に示すように、アーム部３４内では、第１テープスプール４０または第２テ
ープスプール４１から引き出されたテープが、アーム前面壁３５と略平行に延びる搬送経
路に沿って案内され、排出口３４１から排出される。リボンスプール４２から引き出され
たインクリボン６０は、アーム部３４内でテープとは異なる搬送経路に沿って案内され、
排出口３４１から排出される。ただし、ラミネートタイプのテープカセット３０では、ア
ーム部３４内を案内されたフィルムテープ５９およびインクリボン６０が、排出口３４１
で重ね合わされて排出される。レセプタタイプのテープカセット３０では、アーム部３４
内を案内された印字テープ５７およびインクリボン６０が、排出口３４１で重ね合わされ
て排出される。
【００９１】
　アーム背面壁３７の右端部から後方に延び、且つ、アーム背面壁３７と平行に延びる周
壁は、ヘッド周壁３６である。アーム背面壁３７とヘッド周壁３６とによって規定される
、テープカセット３０を上下方向に貫通する平面視略長方形状の空間は、ヘッド挿入部３
９である。ヘッド挿入部３９は、テープカセット３０の前面側に設けられた露出部７７を
介して、テープカセット３０の前面側でも外部とつながっている。ヘッド挿入部３９には
、サーマルヘッド１０を支持するヘッドホルダ７４が挿入される。
【００９２】
　露出部７７では、排出口３４１から排出されたテープの一面（裏面）が前方に露出し、
且つ他面（印字面）がサーマルヘッド１０に対向する。サーマルヘッド１０は、露出部７
７に位置するテープに印字を行う。ただし、ラミネートタイプのテープカセット３０では
、露出部７７に排出されたフィルムテープ５９の印字面が、インクリボン６０を挟んでサ
ーマルヘッド１０に対向する。レセプタタイプのテープカセット３０では、露出部７７に
排出された印字テープ５７の印字面が、インクリボン６０を挟んでサーマルヘッド１０に
対向する。サーマルヘッド１０は、露出部７７に位置する印字テープ５７またはフィルム
テープ５９にインクリボン６０を用いた印字を行う。
【００９３】
　図５～図８および図１７に示すように、ヘッド挿入部３９の左側には、分離部６１が設
けられている。分離部６１は、露出部７７のテープ搬送方向下流側で、印字に使用された
テープおよびインクリボン６０を分離する部位である。分離部６１は、規制部材３６１、
３６２、リボン案内壁３８、隔離壁４３などを含む。
【００９４】
　規制部材３６１、３６２は、印字が施されたテープを排出案内部４９に向かって案内す
る、上下一対の板状体である。リボン案内壁３８は、使用済みのインクリボン６０をリボ
ン巻取スプール４４に向かって案内する壁部である。隔離壁４３は、ラミネートタイプの
テープカセット３０において、リボン案内壁３８に沿って案内される使用済みのインクリ
ボン６０と、テープ駆動ローラ４６に向けて引き出される両面粘着テープ５８とが接触す
るのを防ぐ壁部である。
【００９５】
　リボン案内壁３８とリボン巻取スプール４４との間には、隔離壁４８が設けられている
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。隔離壁４８は、第１テープ領域４００の前側に設けられ、且つ、第１テープ領域４００
の外周縁の一部に沿って設けられている。隔離壁４８は、リボン案内壁３８からリボン巻
取スプール４４に向けて案内される使用済みのインクリボン６０と、第１テープスプール
４０に巻回されている両面粘着テープ５８とが互いに接触するのを防止する壁部である。
【００９６】
　分離部６１の左側（つまり、テープ搬送方向の下流側）には、ローラ支持孔６４が設け
られている。ローラ支持孔６４の内側には、テープ駆動ローラ４６が回転可能に軸支され
ている。図５および図６に示すように、ラミネートタイプのテープカセット３０がカセッ
ト装着部８に装着されている場合、テープ駆動ローラ４６と可動搬送ローラ１４との協働
によって、第２テープスプール４１からフィルムテープ５９が引き出され、且つ、第１テ
ープスプール４０から両面粘着テープ５８が引き出される。
【００９７】
　印字後のフィルムテープ５９は、規制部材３６１、３６２によってテープ搬送方向の下
流側に案内される。印字後のフィルムテープ５９がテープ駆動ローラ４６と可動搬送ロー
ラ１４との間を経由するときに、両面粘着テープ５８がフィルムテープ５９の印字面に接
着される。接着後のフィルムテープ５９、すなわち印字済テープ５０は、排出案内部４９
に向かって搬送される。
【００９８】
　図７に示すように、レセプタタイプのテープカセット３０がカセット装着部８に装着さ
れている場合、テープ駆動ローラ４６と可動搬送ローラ１４との協働によって、第１テー
プスプール４０から印字テープ５７が引き出される。印字後の印字テープ５７、すなわち
印字済テープ５０は、規制部材３６１、３６２によってテープ搬送方向の下流側に案内さ
れ、テープ駆動ローラ４６と可動搬送ローラ１４との間を経由して排出案内部４９に向か
って搬送される。
【００９９】
　図８に示すように、サーマルタイプのテープカセット３０が装着されている場合は、テ
ープ駆動ローラ４６と可動搬送ローラ１４との協働によって、第１テープスプール４０か
ら感熱紙テープ５５が引き出される。印字後の感熱紙テープ５５、すなわち印字済テープ
５０は、規制部材３６１、３６２によってテープ搬送方向の下流側に案内され、テープ駆
動ローラ４６と可動搬送ローラ１４との間を経由して排出案内部４９に向かって搬送され
る。
【０１００】
　図５～図８に示すように、排出案内部４９は、カセットケース３１の左側面の前端部か
ら僅かに前方に離間して設けられた、上面３０１と底面３０２に亘る板状部材である。排
出案内部４９は、テープ駆動ローラ４６を経由して搬送されてきた印字済テープ５０を、
カセットケース３１の左側面の前端部との間に形成される通路内に案内する。印字済テー
プ５０は、この通路の終端からテープカセット３０の外部に排出される。
【０１０１】
　カセットケース３１の右後部には、テープカセット３０の着脱時にガイド軸１２０が挿
脱されるガイド孔４７が設けられている。本実施形態のガイド孔４７の開口形状は、平面
視で分割線Ｋ（図１５参照）と平行な両辺が直線状であり、且つ、分割線Ｋに略直交する
両辺がガイド孔４７の開口中心からの距離が一定となるような曲線状である。言い換える
と、ガイド孔４７は、分割線Ｋと直交する方向に開口幅が小さく、且つ、分割線Ｋに沿っ
て延びる長孔である。
【０１０２】
　ガイド孔４７の開口幅は、平面視でガイド孔４７の開口中心を通る全ての方向について
、ガイド軸１２０の小径軸部１２０Ｂ（図４５参照）の直径よりも大きい。ただし、ガイ
ド孔４７は、平面視でガイド孔４７の開口中心を通る分割線Ｋにおける開口幅が最も大き
い。ガイド孔４７は、平面視でガイド孔４７の開口中心を通り、且つ、分割線Ｋと直交す
る線（図１５に示す仮想線Ｇ）における開口幅が最も小さい。仮想線Ｇにおけるガイド孔
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４７の開口幅は、ガイド軸１２０の大径軸部１２０Ａ（図４５参照）の直径と略等しい。
【０１０３】
　図１６、図１８および図１９に示すように、カセットケース３１の後部における左右方
向の略中央位置には、後方凹部３６０が設けられている。後方凹部３６０は、底板３０６
の一部を底面３０２よりも上方に向けて凹ませた凹部である。言い換えると、後方凹部３
６０は、第１テープ領域４００と第２テープ領域４１０とカセットケース３１の背面との
間に形成された段差部である。
【０１０４】
　後方凹部３６０は、底面３０２より上方に位置する平面状の壁部（凹部の底部分）であ
る後方段差壁３６０Ａを有する。後方段差壁３６０Ａは、後方支持部８１３（図３参照）
と略対応する形状、すなわち底面視で略三角形状を有する。後方段差壁３６０Ａは、共通
部３２の下端部と同じ高さ位置に形成されている。そのため、カセットケース３１の中心
線Ｎから後方段差壁３６０Ａまでの距離は、共通部３２と同様に、テープカセット３０の
テープ種類にかかわらず一定である。後方段差壁３６０Ａには、後述の後方指標部９００
が設けられている。
【０１０５】
　図１５～図２８を参照して、上ケース３１１および下ケース３１２の詳細な構造につい
て説明する。特に、上ケース３１１と下ケース３１２とを連結するための構造と、テープ
およびインクリボン６０の幅方向位置を規制するための構造とを、上ケース３１１と下ケ
ース３１２とに分けて説明する。
【０１０６】
　図１６～図２１、図２７および図２８を参照して、下ケース３１２の構造について説明
する。図１８および図１９に示すように、下ケース３１２の外形は、底板３０６と下周壁
３０４とで形成されている。下周壁３０４は、底面３０２の外縁に沿って、底板３０６か
ら所定の高さで上方へ延びる側壁である。下周壁３０４のうち、アーム前面壁３５の下側
部分を構成する壁部は、下アーム前面壁３５Ｂである。下アーム前面壁３５Ｂから後方へ
離間して底板３０６から立設された壁部は、アーム背面壁３７の下側部分を構成する下ア
ーム背面壁３７Ｂである。下アーム背面壁３７Ｂに連続して延びる周壁は、ヘッド周壁３
６の下側部分を構成する下ヘッド周壁３６Ｂである。
【０１０７】
　下ケース３１２におけるヘッド挿入部３９周辺の詳細な構成について、説明する。図１
６および図２０に示すように、下ケース３１２のヘッド挿入部３９の外周上には、第１受
け部３９１および第２受け部３９２が設けられている。言い換えると、第１、第２受け部
３９１、３９２は、ヘッド挿入部３９を臨む位置に設けられている。第１、第２受け部３
９１、３９２は、カセット装着部８に装着されるテープカセット３０の上下方向の位置決
めに使用される。
【０１０８】
　具体的には、サーマルヘッド１０（図５参照）の挿入位置（詳細には、印字位置）を基
準として、テープ搬送方向の上流側および下流側の２箇所に、第１受け部３９１および第
２受け部３９２が設けられている。第１受け部３９１は、アーム部３４のテープ搬送方向
上流側の端部、およびヘッド挿入部３９の上流側端部に連接している。第２受け部３９２
は、ヘッド挿入部３９の下流側端部に連接している。
【０１０９】
　第１、第２受け部３９１、３９２は、いずれも底板３０６の一部を底面３０２よりも上
方に向かって凹ませた凹部である。さらに、第１受け部３９１は、アーム前面壁３５に沿
った方向にヘッド挿入部３９から凹んでいる。第２受け部３９２は、アーム前面壁３５と
は直交する方向にヘッド挿入部３９から凹んでいる。つまり、第１受け部３９１と第２受
け部３９２とは、互いに直交する方向でヘッド挿入部３９を臨んでいる。
【０１１０】
　第１、第２受け部３９１、３９２は、それぞれ、第１下側平面部３９１Ｂおよび第２下
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側平面部３９２Ｂを有する。第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂは、底面３０２よ
り上方に位置する底面視略長方形状の平面部（凹部の底部分）の下側の面である。
【０１１１】
　下ケース３１２における第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂの高さ位置（つまり
、上下方向位置）と、カセットケース３１に収納されるテープおよびインクリボン６０の
幅方向中心位置との間の距離は、テープカセット３０のテープ種類にかかわらず、つまり
テープカセット３０の上下方向の高さが異なっていても一定である。よって、テープカセ
ット３０に収納されるテープおよびインクリボン６０の幅がより大きいほど、第１下側平
面部３９１Ｂの高さ位置を基準とした第１受け部３９１の深さは大きくなり、且つ、第２
下側平面部３９２Ｂの高さ位置を基準とした第２受け部３９２の深さは大きくなる。
【０１１２】
　本実施形態では、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂは、テープおよびインクリ
ボン６０の幅方向中心位置から上下方向に同一の距離だけ離れた位置にある。つまり、第
１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂは、下ケース３１２において同一の高さ位置にあ
る。なお、テープおよびインクリボン６０の幅方向中心位置と、カセットケース３１の上
下方向中心位置とは一致している。
【０１１３】
　第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂは、それぞれ、下ケース３１２における基準
面である。基準面とは、ある部位の寸法設定や寸法測定の際に基準として用いられる面で
ある。本実施形態では、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂは、テープおよびイン
クリボン６０の幅方向への移動を規制する各種規制部に対する基準面である。また、第１
、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂは、テープカセット３０がカセット装着部８に装着
された場合、それぞれ、第１、第２支持部７４１、７４２（図５参照）によって下方から
支持される部位としても機能する。
【０１１４】
　図１６および図２０に示すように、下ケース３１２のヘッド挿入部３９の外周上（つま
り、ヘッド挿入部３９を臨む位置）には、係止部３９７が設けられている。詳細には、係
止部３９７は、下ヘッド周壁３６Ｂの左右方向のほぼ中心位置に設けられ、下アーム背面
壁３７Ｂと前後方向に対向している。係止部３９７は、下ヘッド周壁３６Ｂの底面３０２
から所定高さより上の一部分を切り欠くことによって形成されている。係止部３９７（切
り欠かれた下ヘッド周壁３６Ｂの上端）は、テープカセット３０がカセット装着部８に装
着された場合に、カセットフック７５の爪部７５２（図４９参照）が係止される。
【０１１５】
　下ケース３１２におけるアーム部３４近傍を構成する部分の詳細について、説明する。
図１７～図２０に示すように、下ケース３１２におけるアーム部３４の構成部分は、下ア
ーム前面壁３５Ｂ、下アーム背面壁３７Ｂ、および分離壁３３を含む。分離壁３３は、下
アーム前面壁３５Ｂと下アーム背面壁３７Ｂとの間に設けられた、底板３０６から上方に
延びる壁部である。下アーム前面壁３５Ｂにおける左端部の近傍には、金型孔８５０が設
けられている。金型孔８５０は、下アーム前面壁３５Ｂの上部から正面視縦長長方形状に
切り欠かれた部位である。金型孔８５０は、下ケース３１２を成形する際に使用される金
型の逃がし孔であり、下ケース３１２に上ケース３１１が組み付けられるとアーム前面壁
３５に貫通孔を形成する。
【０１１６】
　分離壁３３は、アーム部３４の３つの壁部（下アーム前面壁３５Ｂ、下アーム背面壁３
７Ｂ、分離壁３３）のうちで最も高く形成されている。分離壁３３の高さは、カセットケ
ース３１に収納されるテープの幅より僅かに大きい。下アーム前面壁３５Ｂのうち、金型
孔８５０の左側部分は分離壁３３の半分程度の高さを有し、金型孔８５０の右側部分は分
離壁３３の三分の二程度の高さを有する。下アーム背面壁３７Ｂは、分離壁３３より僅か
に低く、インクリボン６０の幅とほぼ同一の高さを有する。分離壁３３の平面視円柱状の
右端部は、アーム部３４のほぼ中央に位置する。分離壁３３の左端は、下ケース３１２の
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前後方向において、下アーム前面壁３５Ｂに設けられた金型孔８５０に対向する位置にあ
る。
【０１１７】
　図１７および図１８に示すように、下アーム前面壁３５Ｂにおける金型孔８５０の左側
部分は、アーム先端部８５の下側部分を構成する下先端部８５Ｂである。下先端部８５Ｂ
の上端が、接離部８６の下側部分を構成する下接離部８６Ｂである。下ケース３１２にお
いて下アーム前面壁３５Ｂの右側に形成された溝部が、半円溝８４の下側部分を構成する
下半円溝８４Ｂである。
【０１１８】
　下先端部８５Ｂには、上下方向に延びる先端孔部６８７が設けられている。先端孔部６
８７は、テープカセット３０の底板３０６に貫通する孔であり、平面視で円形に形成され
ている。先端孔部６８７は、テープカセット３０の底板３０６を貫通しない凹状の孔に形
成してもよい。先端孔部６８７の上部は、上端部の開口径が最大となるように、上方に向
かって徐々に広くなっている。
【０１１９】
　図２０に示すように、下ケース３１２におけるアーム部３４の構成部分では、下アーム
前面壁３５Ｂと分離壁３３との間に、テープの搬送経路が形成される。分離壁３３と下ア
ーム背面壁３７Ｂとの間に、インクリボン６０の搬送経路が形成される。これらの搬送経
路上には、テープやインクリボン６０の幅方向（つまり、上下方向）の移動を規制する規
制片が設けられている。
【０１２０】
　テープの搬送経路に関しては、分離壁３３の左端部および右端部の下端に、それぞれ、
テープの下方向への移動を規制する第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂが設けられて
いる。第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂは、それぞれ、底板３０６の上面から上方
へ僅かに突出し、且つ、前方に向かって下アーム前面壁３５Ｂまで延びている。分離壁３
３の左端部の上端には、テープの上方向への移動を規制する分離壁規制部３８３が設けら
れている。分離壁規制部３８３は、分離壁３３の上端から前方に向かって突出する突出片
である。第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂと、分離壁規制部３８３との上下方向の
距離は、テープの幅と同一である。
【０１２１】
　図１８および図２７を参照して、分離壁３３の左端部の詳細な構成について説明する。
図２７に示すように、分離壁３３の左端部における上端および下端には、それぞれ、分離
壁規制部３８３および第１テープ下規制部３８１Ｂが設けられている。分離壁規制部３８
３と第１テープ下規制部３８１Ｂとの間に、第１印字面側規制部３８９が設けられている
。第１印字面側規制部３８９は、平面視で左右方向の中央部が僅かに盛り上がるような膨
らみ部である。さらに、第１印字面側規制部３８９は、側面視で上下方向の中心部が僅か
に前方（図２７では右側）に突出する凸レンズのような形状を有する。つまり、第１印字
面側規制部３８９の規制面３８９Ａは、左右方向においても上下方向においても、中心部
が周辺部よりも僅かに盛り上がっている。
【０１２２】
　図１８に示すように、分離壁規制部３８３は、下アーム前面壁３５Ｂよりも高い位置に
設けられている。第１テープ下規制部３８１Ｂは、金型孔８５０の背後に設けられている
。分離壁規制部３８３および第１テープ下規制部３８１Ｂは、下ケース３１２に上ケース
３１１が組み付けられる前の状態で、下アーム前面壁３５Ｂの前方に露出する。さらに、
分離壁３３の左端部、つまり分離壁規制部３８３および第１テープ下規制部３８１Ｂは、
正面視で後述のアーム指標部８００と隣接している（図２５参照）。したがって、分離壁
規制部３８３および第１テープ下規制部３８１Ｂと、アーム指標部８００とを、人が下ケ
ース３１２の前方から同時に目視可能である。
【０１２３】
　図２０に示すように、インクリボン６０の搬送経路に関しては、分離壁３３の右端部の
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下端に、第１リボン下規制部３８７Ｂが設けられている。第１リボン下規制部３８７Ｂは
、インクリボン６０の下方向への移動を規制する。第１リボン下規制部３８７Ｂは、底板
３０６の上面から上方へ僅かに突出し、且つ、分離壁３３の右端部から後方に向かって下
アーム背面壁３７Ｂまで延びている。
【０１２４】
　第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂ、分離壁規制部３８３、および第１リボン下規
制部３８７Ｂは、それぞれ、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂを基準面として、
下ケース３１２における高さ位置が設定されている。
【０１２５】
　詳細には、第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂの突出端（上端）と、第１、第２下
側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂとの上下方向の距離は、テープの幅に応じて設定されている
。分離壁規制部３８３の下端と、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂとの上下方向
の距離は、テープの幅に応じて設定されている。第１リボン下規制部３８７Ｂの突出端（
上端）と、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂとの上下方向の距離は、インクリボ
ン６０の幅に応じて設定されている。先述のように、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３
９２Ｂは、それぞれ、ヘッド挿入部３９の上流側端部および下流側端部の近傍に設けられ
ている。したがって、アーム部３４内に設けられた各規制部は、基準面である第１、第２
下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂと近接している。
【０１２６】
　従来では、規制部の寸法設定や、製造後の寸法測定を行う際に使用されていた基準位置
（例えば、ピン孔６２、６３の底部）は、規制部とは離れた位置にあったため、両者を成
形する金型の駒が異なる場合があった。この場合、基準位置の駒が遠くなるほど、製造さ
れたテープカセット３０の規制部の寸法誤差が大きくなるおそれがあった。また、同一の
駒で形成できたとしても、基準位置と規制部とが離れた位置にある場合には、測定誤差が
発生して寸法精度が低くなるおそれがあった。そのため、従来のテープカセットの製造工
程では、規制部の寸法設定や製造後の寸法測定などを、作業者が厳密に行っていた。
【０１２７】
　本実施形態のように、規制部と基準面の距離をより近くすれば、測定誤差が少なくなる
とともに、両者を同じ駒で成形できる可能性が高くなる。その結果、各規制部の高さ位置
を正確に規定でき、ひいてはテープおよびインクリボン６０の搬送精度を向上させること
ができる。アーム部３４は、サーマルヘッド１０（図５参照）によって印字が行われる位
置（具体的には、露出部７７）の上流側近傍にある。そのため、アーム部３４内のテープ
およびインクリボン６０の搬送精度の向上に伴って、サーマルヘッド１０の印字精度も向
上させることができる。さらに、上記のように規制部の寸法設定などを作業者が厳密に行
う負担が軽減される。
【０１２８】
　下ケース３１２の製造後には、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂを基準として
、各規制部の寸法管理を容易に行うことができる。例えば、下ケース３１２の検品時には
、基準面である第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂを治具の載置面に載置して、各
規制部の寸法測定が行われる。この際、各規制部と基準面との距離が近いので、検査員は
正確に寸法を測定できる。
【０１２９】
　第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂは、カセットケース３１に収納されたテープ
およびインクリボン６０の幅方向中心位置から上下方向に一定の距離をおいて設けられて
いる。したがって、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂの上下方向位置に対するテ
ープおよびインクリボン６０の上下方向位置がより明確になる。その結果、テープおよび
インクリボン６０の搬送精度をさらに向上させることができる。
【０１３０】
　本実施形態では、テープおよびインクリボン６０の幅方向中心位置と、第１、第２下側
平面部３９１Ｂ、３９２Ｂと上下方向の距離は、テープおよびインクリボン６０の幅によ
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らず一定である。したがって、収納されるテープおよびインクリボン６０の幅が異なる複
数種類のテープカセット３０について、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂの高さ
位置を統一的な基準で定めることができる。その結果、カセットケース３１の寸法測定や
部品管理を容易にすることができる。
【０１３１】
　アーム部３４内の各規制部は、下ケース３１２の左右方向において第１、第２下側平面
部３９１Ｂ、３９２Ｂの間にあり、いずれの基準面にも近接している。つまり、いずれか
の基準面を用いて寸法設定や寸法測定を行うこともできるし、両方の基準面を用いて行う
こともできる。両方の基準面を用いることにより、各規制部を製造する際の寸法精度をさ
らに高めることができる。したがって、テープおよびインクリボン６０の搬送精度をさら
に向上させることができる。加えて、下ケース３１２の製造後には、各規制部の寸法管理
をさらに正確且つ容易に行うことができる。
【０１３２】
　さらに、アーム部３４内では、テープが幅方向に規制されるのみならず、第１印字面側
規制部３８９によって印字面側への移動が規制される。第１印字面側規制部３８９は左右
方向の中心部が前方に突出しているので、アーム部３４内で搬送されるテープはヘッド挿
入部３９側に屈曲される。第１印字面側規制部３８９は上下方向の中心部が前方に突出し
ているので、テープの張力が幅方向の中心部に集中する。その結果、アーム部３４内で搬
送されるテープにバックテンションが付与されるため、テープの走行を安定させることが
できる。
【０１３３】
　図２０に示すように、テープ搬送方向においてアーム部３４よりもさらに上流側の第３
角部３２３近傍には、屈曲部５３３が設けられている。屈曲部５３３の下端には、規制部
３８４Ｂが設けられている。規制部３８４Ｂは、第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂ
と同様にテープの下方向への移動を規制する。よって、第１テープ下規制部３８１Ｂ、３
８２Ｂと同様に、隣接する第１下側平面部３９１Ｂを基準面として、規制部３８４Ｂの寸
法設定や寸法管理を行ってもよい。
【０１３４】
　下ケース３１２における分離部６１近傍を構成する部分の詳細について、説明する。図
１８～図２０および図２８に示すように、下ヘッド周壁３６Ｂのうち、ヘッド挿入部３９
の左側で前後方向に延びる壁部が、リボン案内壁３８である。言い換えると、リボン案内
壁３８は、ヘッド挿入部３９におけるテープ搬送方向の下流側端部を規定する壁部である
。リボン案内壁３８は、平面視で第２受け部３９２の左側に隣接している。
【０１３５】
　リボン案内壁３８の左側、且つ、後述の開口部６４Ｂの右側には、隔離壁４３が立設さ
れている。隔離壁４３は、平面視で開口部６４Ｂの一部に沿って、カセットケース３１の
前後方向に緩やかな弧を描くように設けられている。隔離壁４３の開口部６４Ｂ側の面は
、両面粘着テープ５８が接着するのを防ぐために、平面視でのこぎりの歯状に形成されて
いる。リボン案内壁３８の左前方、且つ、隔離壁４３の前方には、底板３０６から上方に
延びる規制部材３６２が設けられている。
【０１３６】
　先述のように、アーム部３４から排出されたテープおよびインクリボン６０は、露出部
７７を経由して分離部６１内に案内される。リボン案内壁３８と規制部材３６２との間に
形成される縦長の隙間が、導入口６１Ａの下側部分として機能する。導入口６１Ａは、露
出部７７と連通する、テープおよびインクリボン６０の搬送経路の一部である。導入口６
１Ａは、印字済みのテープおよび使用済みのインクリボン６０を分離部６１内に案内する
。
【０１３７】
　隔離壁４３と規制部材３６２との間に形成される縦長の隙間は、テープ案内口６１Ｂの
下側部分として機能する。テープ案内口６１Ｂは、導入口６１Ａの下流側に連続して設け
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られた、テープ搬送経路の一部である。テープ案内口６１Ｂは、印字済みのテープをテー
プ駆動ローラ４６（図５参照）の前方に向けて案内する。
【０１３８】
　リボン案内壁３８および隔離壁４３の間に形成される縦長の隙間は、リボン案内口６１
Ｃとして機能する。リボン案内口６１Ｃは、導入口６１Ａの下流側に連続して設けられた
、インクリボン６０の搬送経路の一部である。リボン案内口６１Ｃは、使用済みのインク
リボン６０を第２リボン領域４４０（図５参照）に向けて案内する。
【０１３９】
　導入口６１Ａおよびリボン案内口６１Ｃの下端部では、底板３０６の上面が凹凸のない
連続した平面を形成している。一方、隔離壁４３の基部と規制部材３６２の基部とに亘っ
て、底板３０６の上面から上方へ僅かに突出した第２テープ下規制部３６３Ｂが設けられ
ている。そのため、テープ案内口６１Ｂの下端部（つまり、第２テープ下規制部３６３Ｂ
の突出端）は、導入口６１Ａの下端部（つまり、底板３０６の上面）よりも上方に位置し
ている。言い換えると、第２テープ下規制部３６３Ｂは、テープ案内口６１Ｂの下端部が
導入口６１Ａの下端部よりも高くなるような段差を形成している。
【０１４０】
　第２テープ下規制部３６３Ｂは、テープ案内口６１Ｂを経由するテープの下方向への移
動を規制する。さらに、第２テープ下規制部３６３Ｂは、分離部６１内で印字済みのテー
プから使用済みのインクリボン６０を剥がすための分離リブとして機能する。
【０１４１】
　隔離壁４３の前端部の上端には、前方へ突出する突出片である隔離壁規制部３６４が設
けられている。隔離壁規制部３６４は、テープ案内口６１Ｂを経由するテープの上方向へ
の移動を規制する。隔離壁規制部３６４の上部には、上方に突出するピンである突起部３
９８が設けられている。第２テープ下規制部３６３Ｂと隔離壁規制部３６４との上下方向
の距離は、テープの幅と同一である。
【０１４２】
　隔離壁４３の前端面には、第２印字面側規制部４３Ａ、４３Ｂが設けられている。第２
印字面側規制部４３Ａは、隔離壁規制部３６４の下部に設けられた、隔離壁４３の前端面
から若干前方に突出した段差部である。第２印字面側規制部４３Ｂは、隔離壁４３の基部
に設けられた、隔離壁４３の前端面から若干前方に突出した段差部である。
【０１４３】
　第２テープ下規制部３６３Ｂおよび隔離壁規制部３６４は、それぞれ隣接する第２下側
平面部３９２Ｂを基準面として、下ケース３１２における高さ位置が設定されている。詳
細には、第２テープ下規制部３６３Ｂの突出端（上端）と第２下側平面部３９２Ｂとの上
下方向の距離、および隔離壁規制部３６４の下端と第２下側平面部３９２Ｂとの上下方向
の距離は、テープの幅に応じて設定されている。したがって、第２下側平面部３９２Ｂを
基準面として、第２テープ下規制部３６３Ｂおよび隔離壁規制部３６４を製造する際の寸
法精度を高めることができる。下ケース３１２の製造後には、第２テープ下規制部３６３
Ｂおよび隔離壁規制部３６４の寸法管理を容易に行うことができる。
【０１４４】
　本実施形態では、第２テープ下規制部３６３Ｂおよび隔離壁規制部３６４は、テープ駆
動ローラ４６の近傍に設けられる。分離部６１内では、これらの規制部によって、テープ
が幅方向に位置決めされる。したがって、分離部６１からテープ駆動ローラ４６に対して
、テープの幅方向中心線に対して平行に精度よくテープを搬送できる。
【０１４５】
　さらに、分離部６１内では、テープが幅方向に規制されるのみならず、第２印字面側規
制部４３Ａ、４３Ｂによって印字面側への移動が規制される。第２印字面側規制部４３Ａ
、４３Ｂは前方に突出しているので、テープ案内口６１Ｂを経由するテープはテープ駆動
ローラ４６側に屈曲される。その結果、テープ案内口６１Ｂを経由するテープにバックテ
ンションが付与されるため、テープの走行を安定させることができる。
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【０１４６】
　下ケース３１２における第１角部３２１、第２角部３２２、およびテープおよびインク
リボン６０の収納領域を構成する部分の詳細について説明する。図１６、図１８～図２０
に示すように、下ケース３１２は、第１角部３２１の下面である第３下側平面部３２１Ｂ
、および第２角部３２２の下面である第４下側平面部３２２Ｂを含む。第３下側平面部３
２１Ｂおよび第４下側平面部３２２Ｂは、いずれも底面３０２よりも上方に位置する平面
部である。
【０１４７】
　下ケース３１２における第３、第４下側平面部３２１Ｂ、３２２Ｂの高さ位置と、テー
プおよびインクリボン６０の幅方向中心位置とは、テープカセット３０のテープ種類にか
かわらず一定である。よって、テープカセット３０に収納されるテープおよびインクリボ
ン６０の幅がより大きいほど、底面３０２から第３、第４下側平面部３２１Ｂ、３２２Ｂ
までの距離は大きくなる。
【０１４８】
　本実施形態では、第３、第４下側平面部３２１Ｂ、３２２Ｂは、第１、第２下側平面部
３９１Ｂ、３９２Ｂと同様に、テープおよびインクリボン６０の幅方向中心位置から上下
方向に同一の距離だけ離れた位置にある。つまり、第１～第４下側平面部３９１Ｂ、３９
２Ｂ、３２１Ｂ、３２２Ｂは、下ケース３１２において全て同一の高さ位置にある。第３
、第４下側平面部３２１Ｂ、３２２Ｂは、テープおよびインクリボン６０の下方向への移
動を規制する規制部に対する基準面として用いられる。
【０１４９】
　図１８～図２０に示すように、下ケース３１２は、第１下テープ領域４００Ｂ、第２下
テープ領域４１０Ｂ、第１下リボン領域４２０Ｂ、および第２下リボン領域４４０Ｂを含
む。第１下テープ領域４００Ｂは、第１テープ領域４００の下側部分を構成する。第２下
テープ領域４１０Ｂは、第２テープ領域４１０の下側部分を構成する。第１下リボン領域
４２０Ｂは、第１リボン領域４２０の下側部分を構成する。第２下リボン領域４４０Ｂは
、第２リボン領域４４０の下側部分を構成する。
【０１５０】
　図２０に示すように、第１下テープ領域４００Ｂには、底板３０６の上面から僅かに上
方に突出する突出部が設けられている。詳細には、第１テープスプール４０（図５参照）
が配置される第１下テープ領域４００Ｂの中心位置に、環状の突出部が設けられている。
この環状の突出部から放射状に、３本の線状の突出部が第１下テープ領域４００Ｂの周縁
まで延びている。これらの突出部が、第３テープ下規制部４０１Ｂである。第３テープ下
規制部４０１Ｂは、第１テープ領域４００に収納されているテープ（図５～図８参照）の
下方向への移動を規制する。
【０１５１】
　第３テープ下規制部４０１Ｂは、隣接する第３下側平面部３２１Ｂを基準面として、下
ケース３１２における高さ位置が設定されている。詳細には、第３テープ下規制部４０１
Ｂの突出端（上端）と、第３下側平面部３２１Ｂとの上下方向の距離は、テープ幅に応じ
て設定されている。したがって、第３下側平面部３２１Ｂを基準面として、第３テープ下
規制部４０１Ｂを製造する際の寸法精度を高めることができる。下ケース３１２の製造後
には、第３テープ下規制部４０１Ｂの寸法管理を容易に行うことができる。
【０１５２】
　リボン案内壁３８の後端部には、第２リボン下規制部３８８Ｂが設けられている。第２
リボン下規制部３８８Ｂは、分離部６１から第２リボン領域４４０へ搬送されるインクリ
ボン６０の下方向への移動を規制する。第２リボン下規制部３８８Ｂは、底板３０６の上
面から上方へ僅かに突出しており、且つ、後方に向かって第１下テープ領域４００Ｂの手
前まで延びている。
【０１５３】
　第２リボン下規制部３８８Ｂは、隣接する第２下側平面部３９２Ｂを基準面として、下
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ケース３１２における高さ位置が設定されている。詳細には、第２リボン下規制部３８８
Ｂの突出端（上端）と、第２下側平面部３９２Ｂとの上下方向の距離は、インクリボン６
０の幅に応じて設定されている。したがって、第２下側平面部３９２Ｂを基準面として、
第２リボン下規制部３８８Ｂを製造する際の寸法精度を高めることができる。下ケース３
１２の製造後には、第２リボン下規制部３８８Ｂの寸法管理を容易に行うことができる。
【０１５４】
　第２下テープ領域４１０Ｂには、第１下テープ領域４００Ｂと同様、底板３０６の上面
から僅かに上方に突出する突出部が設けられている。詳細には、第２テープスプール４１
（図５参照）が配置される第２下テープ領域４１０Ｂの中心位置に環状の突出部が設けら
れている。この環状の突出部から放射状に、８本の線状の突出部が第２下テープ領域４１
０Ｂの周縁まで延びている。これらの突出部が、第４テープ下規制部４１１Ｂである。第
４テープ下規制部４１１Ｂは、第２テープ領域４１０に収納されているテープ（図５およ
び図６参照）の下方向への移動を規制する。
【０１５５】
　第４テープ下規制部４１１Ｂは、隣接する第４下側平面部３２２Ｂを基準面として、下
ケース３１２における高さ位置が設定されている。詳細には、第４テープ下規制部４１１
Ｂの突出端（上端）と、第４下側平面部３２２Ｂとの上下方向の距離は、テープ幅に応じ
て設定されている。したがって、第４下側平面部３２２Ｂを基準面として、第４テープ下
規制部４１１Ｂを製造する際の寸法精度を高めることができる。下ケース３１２の製造後
には、第４テープ下規制部４１１Ｂの寸法管理を容易に行うことができる。
【０１５６】
　第１下リボン領域４２０Ｂには、底板３０６の上面から僅かに上方に突出する突出部が
設けられている。詳細には、リボンスプール４２（図５参照）が配置される第１下リボン
領域４２０Ｂの中心位置に環状に設けられた突出部が、第３リボン下規制部４２１Ｂであ
る。第３リボン下規制部４２１Ｂは、第１リボン領域４２０に収納されている未使用のイ
ンクリボン６０（図５～図７参照）の下方向への移動を規制する。
【０１５７】
　第３リボン下規制部４２１Ｂは、隣接する第１下側平面部３９１Ｂを基準面として、下
ケース３１２における高さ位置が設定されている。詳細には、第３リボン下規制部４２１
Ｂの突出端（上端）と、第１下側平面部３９１Ｂとの上下方向の距離は、インクリボン６
０の幅に応じて設定されている。したがって、第１下側平面部３９１Ｂを基準面として、
第３リボン下規制部４２１Ｂを製造する際の寸法精度を高めることができる。下ケース３
１２の製造後には、第３リボン下規制部４２１Ｂの寸法管理を容易に行うことができる。
【０１５８】
　本実施形態では、第１～第４テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂ、３６３Ｂ、４０１Ｂ
、４１１Ｂの突出端は、各々の配設位置にかかわらず全て同じ高さ位置に設定されている
。したがって、第１テープ領域４００に収納されたテープ、および第２テープ領域４１０
に収納されたテープは、アーム部３４および分離部６１に存在するテープと同じ高さ位置
で、それぞれ下方向への移動が規制される。
【０１５９】
　さらに、第１～第３リボン下規制部３８７Ｂ、３８８Ｂ、４２１Ｂの突出端は、各々の
配設位置にかかわらず全て同じ高さ位置に設定されている。したがって、第１リボン領域
４２０に収納されたインクリボン６０は、アーム部３４および分離部６１に存在するイン
クリボン６０と同じ高さ位置で、下方向への移動が規制される。
【０１６０】
　下ケース３１２には、上ケース３１１と下ケース３１２とを接合するための円筒部材お
よび連結孔が設けられている。
【０１６１】
　図１８～図２０に示すように、第１受け部３９１の上側には、円筒状の第１円筒部材８
８１Ｂが立設されている。言い換えると、第１円筒部材８８１Ｂは、第１下側平面部３９
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１Ｂの鉛直方向上方に設けられている。第１円筒部材８８１Ｂは、下ヘッド周壁３６Ｂに
接触しているが、下周壁３０４から離間している。
【０１６２】
　図２１に示すように、第１円筒部材８８１Ｂは、円筒孔部８９１を有する。円筒孔部８
９１は、第１円筒部材８８１Ｂの軸線に沿って形成された、平面視円形の凹部である。円
筒孔部８９１の径は、円筒孔部８９１の上端部で最大となるように、上方に向かって徐々
に大きくなっている。後述の第２～第７円筒部材８８２Ｂ、８８３Ｂ、８８４Ｂ、８８５
Ｂ、８８６Ｂ、８８７Ｂの構成は、第１円筒部材８８１Ｂの構成と同様である。
【０１６３】
　図１８～図２０に示すように、テープ駆動ローラ４６（詳細には、後述の開口部６４Ｂ
）の後側、且つ、第１下テープ領域４００Ｂの左前側には、第２円筒部材８８２Ｂが設け
られている。第２円筒部材８８２Ｂに対して第１下テープ領域４００Ｂの平面中心（詳細
には、後述の開口部６５Ｂ）を挟んだ反対側、すなわち第１下テープ領域４００Ｂの右後
側には、第４円筒部材８８４Ｂが設けられている。第３下側平面部３２１Ｂの裏面、すな
わち第１下テープ領域４００Ｂの左後側には、第３円筒部材８８３Ｂが設けられている。
【０１６４】
　つまり、第２～第４円筒部材８８２Ｂ、８８３Ｂ、８８４Ｂは、下ケース３１２におけ
る第１下テープ領域４００Ｂの外周に沿って設けられている。第３、第４円筒部材８８３
Ｂ、８８４Ｂは、第１下テープ領域４００Ｂの外周縁の一部に沿って立設された第１周辺
壁７０に接触している。第２～第４円筒部材８８２Ｂ、８８３Ｂ、８８４Ｂは、下ケース
３１２の下周壁３０４から離間して設けられている。
【０１６５】
　第４下側平面部３２２Ｂの裏面、すなわち第２下テープ領域４１０Ｂの右後側には、第
５円筒部材８８５Ｂが設けられている。第５円筒部材８８５Ｂに対して第２下テープ領域
４１０Ｂの平面中心（詳細には、後述の下テープ支持部６６Ｂ）を挟んだ反対側、すなわ
ち第２下テープ領域４１０Ｂの左前側には、第６円筒部材８８６Ｂが設けられている。第
３角部３２３の下面の裏面、すなわち第１下リボン領域４２０Ｂの右前側には、第７円筒
部材８８７Ｂが設けられている。
【０１６６】
　つまり、第５、第６円筒部材８８５Ｂ、８８６Ｂは、下ケース３１２における第２下テ
ープ領域４１０Ｂの外周に沿って設けられている。第５、第６円筒部材８８５Ｂ、８８６
Ｂは、第２下テープ領域４１０Ｂの外周縁の一部に沿って立設された第２周辺壁７１に接
触している。第５～第７円筒部材８８５Ｂ、８８６Ｂ、８８７Ｂは、下ケース３１２の下
周壁３０４から離間して設けられている。
【０１６７】
　下ケース３１２の下半円溝８４Ｂにおける左部の上端よりやや下側には、第１連結孔８
７１Ｂが設けられている。下ヘッド周壁３６Ｂにおける係止部３９７の左右両側には、第
２連結孔８７２Ｂ（図２８参照）および第３連結孔８７３Ｂ（図３０参照）がそれぞれ設
けられている。第２連結孔８７２Ｂは、第２下側平面部３９２Ｂの上方に設けられている
。
【０１６８】
　下ケース３１２の下周壁３０４に含まれる背面側の壁部は、カセットケース３１の背面
の下側部分を構成する後壁３７０である。後壁３７０には、第４連結孔８７４Ｂおよび第
５連結孔８７５Ｂが設けられている。第４連結孔８７４Ｂは、第１下テープ領域４００Ｂ
の左後側に設けられている。第５連結孔８７５Ｂは、第２下テープ領域４１０Ｂの後側に
設けられている。第１～第５連結孔８７１Ｂ、８７２Ｂ、８７３Ｂ、８７４Ｂ、８７５Ｂ
は、正面視または背面視で左右方向に長い矩形状の貫通孔である。
【０１６９】
　第２円筒部材８８２Ｂの後側、且つ、第１下テープ領域４００Ｂの左前側には、左側内
壁８６１が設けられている。第２下テープ領域４１０Ｂの右前側、且つ、第１下リボン領
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域４２０Ｂの右後側には、右側内壁８６２が設けられている。左側内壁８６１および右側
内壁８６２は、下周壁３０４よりも若干内側に設けられた、平面視で矩形枠状の壁部であ
る。左側内壁８６１には、側面視で前後方向に長い矩形状の貫通孔である第６連結孔８７
６Ｂが設けられている。右側内壁８６２には、側面視で前後方向に長い矩形状の貫通孔で
ある第７連結孔８７７Ｂが設けられている。
【０１７０】
　図１５、図１７～図１９、図２２、図２３、図２７および図２８を参照して、上ケース
３１１の構造について説明する。図１８および図１９に示すように、上ケース３１１の外
形は、上板３０５（図２２参照）と上周壁３０３とで形成されている。上周壁３０３は、
上面３０１の外縁に沿って、上板３０５から所定の高さで下方へ延びる側壁である。上周
壁３０３のうち、アーム前面壁３５の上側部分を構成する壁部は、上アーム前面壁３５Ａ
である。上アーム前面壁３５Ａから後方へ離間して上板３０５から下方へ延びる壁部は、
アーム背面壁３７の上側部分を構成する上アーム背面壁３７Ａである。上アーム背面壁３
７Ａに連続して延びる周壁は、ヘッド周壁３６の上側部分を構成する上ヘッド周壁３６Ａ
である。
【０１７１】
　上ケース３１１におけるヘッド挿入部３９周辺の詳細な構成について、説明する。図１
５および図２２に示すように、上ケース３１１のヘッド挿入部３９のテープ搬送方向にお
ける上流側端部に連接して、押え受け部３９３が設けられている。押え受け部３９３は、
上ケース３１１が下ケース３１２に組み付けられた場合に、第１受け部３９１と上下に重
なる。押え受け部３９３は、上板３０５の一部を上面３０１よりも下方に向かって凹ませ
た凹部である。押え受け部３９３は、第１受け部３９１と同様、アーム前面壁３５に沿っ
た方向にヘッド挿入部３９から凹んでいる。
【０１７２】
　押え受け部３９３は、第１上側平面部３９３Ａを有する。第１上側平面部３９３Ａは、
上面３０１より下方に位置する平面視略長方形状の平面部（凹部の底部分）の上側の面で
ある。上ケース３１１における第１上側平面部３９３Ａの高さ位置（つまり、上下方向位
置）と、カセットケース３１に収納されるテープおよびインクリボン６０の幅方向中心位
置との間の距離は、テープカセット３０のテープ種類にかかわらず一定である。よって、
テープカセット３０に収納されるテープおよびインクリボン６０の幅がより広いほど、第
１上側平面部３９３Ａの高さ位置を基準とした押え受け部３９３の深さは大きくなる。
【０１７３】
　第１上側平面部３９３Ａは、上ケース３１１における基準面である。本実施形態では、
第１上側平面部３９３Ａは、テープおよびインクリボン６０の上方向への移動を規制する
各種規制部に対する基準面として設けられている。また、第１上側平面部３９３Ａは、テ
ープカセット３０がカセット装着部８に装着され、カセットカバー６が閉じられた場合に
、ヘッド押え部材７（図２参照）によって上方から押圧される部位としても機能する。
【０１７４】
　第１上側平面部３９３Ａの直下には、下ケース３１２の第１下側平面部３９１Ｂ（図１
６参照）が位置する。つまり、第１上側平面部３９３Ａと第１下側平面部３９１Ｂとは、
テープカセット３０の上下方向で少なくとも一部が対向する。第１上側平面部３９３Ａの
後方には、傾斜部３９４が設けられている。傾斜部３９４は、第１上側平面部３９３Ａの
後端から上後方に向かって傾斜した、第１上側平面部３９３Ａ後端から上面３０１に亘る
押え受け部３９３の側面である。
【０１７５】
　上ケース３１１におけるアーム部３４近傍を構成する部分の詳細について、説明する。
図１７～図１９および図２２に示すように、上ケース３１１におけるアーム部３４の構成
部分は、上アーム前面壁３５Ａおよび上アーム背面壁３７Ａを含む。上アーム前面壁３５
Ａおよび上アーム背面壁３７Ａは、それぞれ、下ケース３１２の下アーム前面壁３５Ｂお
よび下アーム背面壁３７Ｂに対応する。よって、上アーム前面壁３５Ａの方が、上アーム
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背面壁３７Ａよりも高さが大きい。
【０１７６】
　上板３０５には、下ケース３１２の分離壁３３に対応する位置に、固定溝３３１が設け
られている。固定溝３３１は、平面視で分離壁３３と同一形状の溝部である。上ケース３
１１と下ケース３１２とが組み付けられると、分離壁３３の上端部３３０が固定溝３３１
に嵌め込まれて、上ケース３１１と下ケース３１２とが固定される（図２７参照）。
【０１７７】
　図１７および図１８に示すように、上アーム前面壁３５Ａの左端部は、アーム先端部８
５の上側部分を構成する上先端部８５Ａである。上先端部８５Ａの下端が、接離部８６の
上側部分を構成する上接離部８６Ａである。上ケース３１１において上アーム前面壁３５
Ａの右側に形成された溝部が、半円溝８４の上側部分を構成する上半円溝８４Ａである。
上半円溝８４Ａの左側部分には、平面視で凹状に形成された窪み部６８４が設けられてい
る。窪み部６８４の凹み部分の深さは、下ケース３１２の下半円溝８４Ｂを形成する壁の
厚みと略同一である。
【０１７８】
　上接離部８６Ａには、下方に向けて突出する凸部６８９が設けられている。凸部６８９
は、先端孔部６８７の径より小さく形成された略円柱体である。凸部６８９は、上下方向
における中央よりやや上側から下端に向かって徐々に細くなっている。つまり、凸部６８
９の軸径は、先端（下端）に向けて徐々に小さくなっている。
【０１７９】
　図２２に示すように、上ケース３１１におけるアーム部３４の構成部分では、上アーム
前面壁３５Ａと固定溝３３１との間にテープの搬送経路が形成される。固定溝３３１と上
アーム背面壁３７Ａとの間に、インクリボン６０の搬送経路が形成される。これらの搬送
経路上に、下ケース３１２と同様、テープやインクリボン６０の上方向への移動を規制す
る規制片が設けられている。
【０１８０】
　テープの搬送経路に関しては、固定溝３３１の左端部に接して、第１テープ上規制部３
８１Ａが設けられている。固定溝３３１の右端部に接して、第１テープ上規制部３８２Ａ
が設けられている。第１テープ上規制部３８１Ａ、３８２Ａは、それぞれ、上板３０５の
下面から下方へ僅かに突出し、且つ、前方に向かって上アーム前面壁３５Ａまで延びてい
る。第１テープ上規制部３８１Ａ、３８２Ａは、それぞれ、テープの上方向への移動を規
制する。
【０１８１】
　インクリボン６０の搬送経路に関しては、固定溝３３１の右端部に接して、インクリボ
ン６０の上方向への移動を規制する第１リボン上規制部３８７Ａが設けられている。第１
リボン上規制部３８７Ａは、上板３０５の下面から下方へ僅かに突出し、且つ、後方に向
かって上アーム背面壁３７Ａまで延びている。
【０１８２】
　第１テープ上規制部３８１Ａ、３８２Ａおよび第１リボン上規制部３８７Ａは、それぞ
れ、第１上側平面部３９３Ａを基準面として、上ケース３１１における高さ位置が設定さ
れている。
【０１８３】
　詳細には、第１テープ上規制部３８１Ａ、３８２Ａの突出端（下端）と、第１上側平面
部３９３Ａとの上下方向の距離は、テープの幅に応じて設定されている。第１リボン上規
制部３８７Ａの突出端と、第１上側平面部３９３Ａとの上下方向の距離は、インクリボン
６０の幅に応じて設定されている。先述のように、第１上側平面部３９３Ａは、ヘッド挿
入部３９の上流側端部近傍にある。つまり、アーム部３４内に設けられた各規制部は、基
準面である第１上側平面部３９３Ａと近接している。
【０１８４】
　したがって、第１上側平面部３９３Ａを基準面として、各規制部の製造時の寸法精度を
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高めることができ、ひいてはテープおよびインクリボン６０の搬送精度を向上させること
ができる。アーム部３４は、サーマルヘッド１０（図５参照）によって印字が行われる位
置（具体的には、露出部７７）の上流側近傍にある。そのため、アーム部３４内のテープ
およびインクリボン６０の搬送精度の向上に伴って、サーマルヘッド１０の印字精度も向
上させることができる。
【０１８５】
　本実施形態では、下ケース３１２に加えて上ケース３１１にも、アーム部３４内の規制
部を設けた。これにより、アーム部３４内において、テープおよびインクリボン６０は幅
方向の移動がさらに規制される。したがって、テープおよびインクリボン６０の搬送精度
、ひいてはサーマルヘッド１０の印字精度をさらに向上させることができる。加えて、上
ケース３１１の製造後には、第１上側平面部３９３Ａを基準として、各規制部の寸法管理
を容易に行うことができる。
【０１８６】
　第１上側平面部３９３Ａは、カセットケース３１に収納されたテープおよびインクリボ
ン６０の幅方向中心位置から上下方向に一定の距離をおいて設けられている。したがって
、第１上側平面部３９３Ａの上下方向位置に対するテープおよびインクリボン６０の幅方
向位置がより明確になり、テープおよびインクリボン６０の搬送精度をさらに向上させる
ことができる。
【０１８７】
　上ケース３１１における分離部６１近傍を構成する部分の詳細について、説明する。図
１８～図１９、図２２および図２８に示すように、上板３０５には、下ケース３１２の隔
離壁４３に対応する位置に、固定溝３３２が設けられている。固定溝３３２は、平面視で
隔離壁４３と同一形状の溝部である。隔離壁４３に設けられた突起部３９８に対応する位
置に、突起部３９８と同径の固定穴３９９が設けられている。上ケース３１１が下ケース
３１２に組み付けられると、隔離壁４３の上端部が固定溝３３２に嵌まり、且つ、突起部
３９８が固定穴３９９に嵌まって、上ケース３１１と下ケース３１２とが固定される。
【０１８８】
　固定溝３３２の前方には、上板３０５から下方に延びる規制部材３６１が設けられてい
る。上ケース３１１が下ケース３１２に組み付けられた場合、リボン案内壁３８と規制部
材３６１と間に形成される縦長の隙間が、導入口６１Ａの上側部分として機能する。隔離
壁４３と規制部材３６１と間に形成される縦長の隙間は、テープ案内口６１Ｂの上側部分
として機能する。なお、上板３０５において固定溝３３２から右側に延びる部分は、リボ
ン案内口６１Ｃの上端部を形成する壁部である。
【０１８９】
　導入口６１Ａの上端部およびリボン案内口６１Ｃの上端部では、上板３０５の下面が凹
凸のない連続した平面を形成している。一方、固定溝３３２と規制部材３６１の基部とに
亘って、上板３０５から下方へ僅かに突出する第２テープ上規制部３６３Ａが設けられて
いる。言い換えると、第２テープ上規制部３６３Ａは、下ケース３１２の第２テープ下規
制部３６３Ｂと上下方向に対応する位置に設けられ、テープ案内口６１Ｂの上端部として
機能する。テープ案内口６１Ｂの上端部（つまり、第２テープ上規制部３６３Ａの突出端
）は、導入口６１Ａの上端部（つまり、上板３０５の下面）よりも下方に位置している。
言い換えると、第２テープ上規制部３６３Ａは、テープ案内口６１Ｂの上端部が導入口６
１Ａの上端部よりも低くなるような段差を形成している。
【０１９０】
　上ケース３１１が下ケース３１２に組み付けられた状態で、第２テープ上規制部３６３
Ａは下ケース３１２の隔離壁規制部３６４と左右に並ぶ。このとき、第２テープ上規制部
３６３Ａの突出端（下端）と、隔離壁規制部３６４の下端とが、同じ高さ位置で並ぶ。し
たがって、第２テープ上規制部３６３Ａは、隔離壁規制部３６４とともに、テープ案内口
６１Ｂを経由するテープの上方向への移動を規制する。
【０１９１】
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　本実施形態では、下ケース３１２に加えて上ケース３１１にも、分離部６１内の規制部
を設けた。これにより、分離部６１内において、テープは幅方向の移動がさらに規制され
る。したがって、分離部６１からテープ駆動ローラ４６に対して、さらに精度よく、テー
プの幅方向中心線に対して平行にテープを搬送できる。
【０１９２】
　上ケース３１１における第１角部３２１、第２角部３２２、およびテープおよびインク
リボン６０の収納領域を構成する部分の詳細について説明する。図１８、図１９および図
２２に示すように、上ケース３１１は、第１角部３２１の上面である第２上側平面部３２
１Ａ、および第２角部３２２の上面である第３上側平面部３２２Ａを含む。第２上側平面
部３２１Ａおよび第３上側平面部３２２Ａは、いずれも上面３０１よりも下方に位置する
平面部である。第２上側平面部３２１Ａおよび第３上側平面部３２２Ａは、上ケース３１
１が下ケース３１２に組み付けられた場合に、それぞれ、第３下側平面部３２１Ｂおよび
第４下側平面部３２２Ｂ（図１６参照）と上下に対向する。
【０１９３】
　上ケース３１１における第２、第３上側平面部３２１Ａ、３２２Ａの高さ位置と、テー
プおよびインクリボン６０の幅方向中心位置との間の距離は、テープカセット３０のテー
プ種類にかかわらず一定である。よって、テープカセット３０に収納されるテープおよび
インクリボン６０の幅がより広いほど、上面３０１から第２、第３上側平面部３２１Ａ、
３２２Ａまでの距離は大きくなる。
【０１９４】
　本実施形態では、第２、第３上側平面部３２１Ａ、３２２Ａは、第１上側平面部３９３
Ａと同様に、テープおよびインクリボン６０の幅方向中心位置（本実施形態では、カセッ
トケース３１の上下方向中心位置）から上下方向に同一の距離だけ離れた位置にある。つ
まり、第１～第３上側平面部３９３Ａ、３２１Ａ、３２２Ａは、上ケース３１１において
すべて同一の高さ位置にある。第２、第３上側平面部３２１Ａ、３２２Ａは、テープおよ
びインクリボン６０の上方向の移動を規制する規制部に対する基準面として用いられる。
【０１９５】
　上ケース３１１は、第１上テープ領域４００Ａ、第２上テープ領域４１０Ａ、第１上リ
ボン領域４２０Ａ、および第２上リボン領域４４０Ａを含む。第１上テープ領域４００Ａ
は、第１テープ領域４００の上側部分を構成する。第２上テープ領域４１０Ａは、第２テ
ープ領域４１０の上側部分を構成する。第１上リボン領域４２０Ａは、第１リボン領域４
２０の上側部分を構成する。第２上リボン領域４４０Ａは、第２リボン領域４４０の上側
部分を構成する。
【０１９６】
　図２２に示すように、第１上テープ領域４００Ａには、上板３０５の下面から僅かに下
方に突出する突出部が設けられている。詳細には、第１テープスプール４０（図５参照）
が配置される第１上テープ領域４００Ａの中心位置に、環状の突出部が設けられている。
この環状の突出部から放射状に、３本の線状の突出部が第１上テープ領域４００Ａの周縁
まで延びている。これらの突出部が、第３テープ上規制部４０１Ａである。
【０１９７】
　第３テープ上規制部４０１Ａは、第１テープ領域４００に収納されているテープ（図５
～図８参照）の上方向への移動を規制する。つまり、第１テープ領域４００に収納されて
いるテープは、第３テープ上規制部４０１Ａおよび第３テープ下規制部４０１Ｂ（図２０
参照）によって幅方向に位置決めされる。
【０１９８】
　第３テープ上規制部４０１Ａは、隣接する第２上側平面部３２１Ａを基準面として、上
ケース３１１における高さ位置が設定されている。詳細には、第３テープ上規制部４０１
Ａの突出端（下端）と、第２上側平面部３２１Ａとの上下方向の距離は、テープの幅に応
じて設定されている。したがって、第２上側平面部３２１Ａを基準面として、第３テープ
上規制部４０１Ａを製造する際の寸法精度を高めることができる。上ケース３１１の製造
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後には、第３テープ上規制部４０１Ａの寸法管理を容易に行うことができる。
【０１９９】
　固定溝３３２の後端部のやや右側には、上板３０５の下面から下方へ僅かに突出する第
２リボン上規制部３８８Ａが設けられている。第２リボン上規制部３８８Ａは、下ケース
３１２の第２リボン下規制部３８８Ｂと上下方向に対応する位置に設けられている。第２
リボン上規制部３８８Ａは、分離部６１から第２リボン領域４４０へ搬送されるインクリ
ボン６０の上方向への移動を規制する。つまり、分離部６１から第２リボン領域４４０へ
搬送されるインクリボン６０は、第２リボン上規制部３８８Ａおよび第２リボン下規制部
３８８Ｂ（図２０参照）によって、カセットケース３１内で幅方向に位置決めされる。
【０２００】
　第２上テープ領域４１０Ａには、第１上テープ領域４００Ａと同様、上板３０５の下面
から僅かに下方に突出する突出部が設けられている。詳細には、第２テープスプール４１
（図５参照）が配置される第２上テープ領域４１０Ａの中心位置に環状の突出部が設けら
れている。この環状の突出部から放射状に、８本の線状の突出部が第２上テープ領域４１
０Ａの周縁まで延びている。これらの突出部が、第４テープ上規制部４１１Ａである。
【０２０１】
　第４テープ上規制部４１１Ａは、第２テープ領域４１０に収納されているテープ（図５
および図６参照）の上方向への移動を規制する。つまり、第２テープ領域４１０に収納さ
れているテープは、第４テープ上規制部４１１Ａおよび第４テープ下規制部４１１Ｂ（図
２０参照）によって幅方向に位置決めされる。
【０２０２】
　第４テープ上規制部４１１Ａは、隣接する第３上側平面部３２２Ａを基準面として、上
ケース３１１における高さ位置が設定されている。詳細には、第４テープ上規制部４１１
Ａの突出端（下端）と、第３上側平面部３２２Ａとの上下方向の距離は、テープ幅に応じ
て設定されている。したがって、第３上側平面部３２２Ａを基準面として、第４テープ上
規制部４１１Ａを製造する際の寸法精度を高めることができる。上ケース３１１の製造後
には、第４テープ上規制部４１１Ａの寸法管理を容易に行うことができる。
【０２０３】
　第１上リボン領域４２０Ａには、上板３０５の下面から僅かに下方に突出する突出部が
設けられている。詳細には、リボンスプール４２（図５参照）が配置される第１上リボン
領域４２０Ａの中心位置に環状に設けられた突出部が、第３リボン上規制部４２１Ａであ
る。第３リボン上規制部４２１Ａは、第１リボン領域４２０に収納されている未使用のイ
ンクリボン６０（図５～図７参照）の上方向への移動を規制する。つまり、第１リボン領
域４２０に収納されているインクリボン６０は、第３リボン上規制部４２１Ａおよび第３
リボン下規制部４２１Ｂ（図２０参照）によって幅方向に位置決めされる。
【０２０４】
　第３リボン上規制部４２１Ａは、隣接する第１上側平面部３９３Ａを基準面として、上
ケース３１１における高さ位置が設定されている。詳細には、第３リボン上規制部４２１
Ａの突出端（下端）と、第１上側平面部３９３Ａとの上下方向の距離は、インクリボン６
０の幅に応じて設定されている。したがって、第１上側平面部３９３Ａを基準面として、
第３リボン上規制部４２１Ａを製造する際の寸法精度を高めることができる。上ケース３
１１の製造後には、第３リボン上規制部４２１Ａの寸法管理を容易に行うことができる。
【０２０５】
　本実施形態では、第１～第４テープ上規制部３８１Ａ、３８２Ａ、３６３Ａ、４０１Ａ
、４１１Ａの突出端と、隔離壁規制部３６４および分離壁規制部３８３の下端とは、各々
の配設位置にかかわらず全て同じ高さ位置に設定されている。したがって、第１テープ領
域４００に収納されたテープ、および第２テープ領域４１０に収納されたテープは、アー
ム部３４および分離部６１に存在するテープと同じ高さ位置で、それぞれ上方向への移動
が規制される。
【０２０６】
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　さらに、第１～第３リボン上規制部３８７Ａ、３８８Ａ、４２１Ａの突出端は、各々の
配設位置にかかわらず全て同じ高さ位置に設定されている。したがって、第１リボン領域
４２０に収納されたインクリボン６０、および分離部６１から第２リボン領域４４０へ向
かうインクリボン６０は、アーム部３４に存在するインクリボン６０と同じ高さ位置で、
それぞれ上方向への移動が規制される。
【０２０７】
　これにより、図７に示すレセプタタイプのテープカセット３０では、第１テープ領域４
００、アーム部３４、分離部６１にわたって、印字テープ５７を幅方向中心線に対して平
行に精度よく搬送できる。図８に示すサーマルタイプのテープカセット３０では、第１テ
ープ領域４００、アーム部３４、分離部６１にわたって、感熱紙テープ５５を幅方向中心
線に対して平行に精度よく搬送できる。
【０２０８】
　図５および図６に示すラミネートタイプのテープカセット３０では、第２テープ領域４
１０、アーム部３４、分離部６１にわたって、フィルムテープ５９を幅方向中心線に対し
て平行に精度よく搬送できる。同時に、第１テープ領域４００に収納された両面粘着テー
プ５８を、テープ駆動ローラ４６に向けて幅方向中心線に対して平行に精度よく搬送でき
る。ひいては、両面粘着テープ５８とフィルムテープ５９との幅方向位置を精度よく一致
させることができる。
【０２０９】
　レセプタタイプおよびラミネートタイプのテープカセット３０では、第１リボン領域４
２０、アーム部３４、第２リボン領域４４０にわたって、インクリボン６０を幅方向中心
線に対して平行に精度よく搬送できる。したがって、いずれのタイプのテープカセット３
０であっても、テープ及びインクリボン６０の搬送精度、ひいてはサーマルヘッド１０の
印字精度を向上させることができる。
【０２１０】
　本実施形態では、第１～第４テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂ、３６３Ｂ、４０１Ｂ
、４１１Ｂの突出端、隔離壁規制部３６４および分離壁規制部３８３の下端、および第１
～第３リボン下規制部３８７Ｂ、３８８Ｂ、４２１Ｂの突出端は、全て同じ高さ位置に設
定されている。すなわち、下ケース３１２に設けられた各規制部によって、テープおよび
インクリボン６０は同じ高さ位置で下方向への移動が規制される。
【０２１１】
　さらに、第１～第４テープ上規制部３８１Ａ、３８２Ａ、３６３Ａ、４０１Ａ、４１１
Ａの突出端、および第１～第３リボン上規制部３８７Ａ、３８８Ａ、４２１Ａの突出端は
、全て同じ高さ位置に設定されている。すなわち、上ケース３１１に設けられた各規制部
によって、テープおよびインクリボン６０は同じ高さ位置で上方向への移動が規制される
。
【０２１２】
　したがって、レセプタタイプのテープカセット３０では、印字テープ５７およびインク
リボン６０を、互いの幅方向位置が一致した状態で精度よく搬送できる。ラミネートタイ
プのテープカセット３０では、フィルムテープ５９およびインクリボン６０を、互いの幅
方向位置が一致した状態で精度よく搬送できる。よって、テープ及びインクリボン６０の
搬送精度、ひいてはサーマルヘッド１０の印字精度をさらに向上させることができる。
【０２１３】
　上ケース３１１には、上ケース３１１と下ケース３１２とを接合するための圧入ピンお
よび連結アームが設けられている。
【０２１４】
　図１８、図１９および図２２に示すように、押え受け部３９３には、下方へ突出する第
１圧入ピン８８１Ａが設けられている。言い換えると、第１圧入ピン８８１Ａは、第１上
側平面部３９３Ａの鉛直方向下方に設けられている。第１圧入ピン８８１Ａは、第１上側
平面部３９３Ａにおいて、下ケース３１２の第１円筒部材８８１Ｂ（図２０参照）に対応
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する位置に設けられている。
【０２１５】
　図２３に示すように、押え受け部３９３の下側には、円柱部３９３Ｂが設けられている
。円柱部３９３Ｂは、押え受け部３９３の下面（第１上側平面部３９３Ａの裏面）から下
方に突出する円柱体である。第１圧入ピン８８１Ａは、円柱部３９３Ｂの底面中央から下
方に延びている。円柱部３９３Ｂは、第１円筒部材８８１Ｂの上端部と当接することによ
って、テープカセット３０の高さを決定する。
【０２１６】
　第１圧入ピン８８１Ａは、支柱部８９６と突起部材８９７とを含む。支柱部８９６は、
円柱部３９３Ｂの底面中央から下方に延びる略円柱状の軸体である。支柱部８９６のうち
、上下方向における中央よりやや下側部分は、支柱先端部８９８である。支柱先端部８９
８の軸径は、支柱先端部８９８の下端部で最小となるように、下方に向かって徐々に小さ
くなっている。支柱先端部８９８の下端部の軸径は、第１円筒部材８８１Ｂの円筒孔部８
９１（図２１参照）の径より小さい。
【０２１７】
　支柱部８９６の周囲には、複数の突起部材８９７が放射状に設けられている。突起部材
８９７は、支柱部８９６の外周面に沿って、円柱部３９３Ｂの底面から支柱部８９６の上
下方向略中央まで延びている。突起部材８９７は、平面視で円弧状に支柱部８９６から突
出している。突起部材８９７を含んだ第１圧入ピン８８１Ａの直径は、円筒孔部８９１（
図２１参照）の径より大きい。
【０２１８】
　突起部材８９７の下部では、支柱部８９６からの突出幅が下方に向かって徐々に小さく
なっている。これにより、第１圧入ピン８８１Ａが円筒孔部８９１（図２１参照）に挿入
される場合に、突起部材８９７の下部が第１円筒部材８８１Ｂ（図２１参照）の上面に引
っかかることが抑制される。後述の第２～第７圧入ピン８８２Ａ、８８３Ａ、８８４Ａ、
８８５Ａ、８８６Ａ、８８７Ａの構成は、第１圧入ピン８８１Ａの構成と同様である。
【０２１９】
　図１８、図１９および図２２に示すように、テープ駆動ローラ４６（詳細には、後述の
開口部６４Ａ）の後側、且つ、第１上テープ領域４００Ａの左前側には、第２圧入ピン８
８２Ａが設けられている。第２圧入ピン８８２Ａに対して第１上テープ領域４００Ａの平
面中心（詳細には、後述の開口部６５Ａ）を挟んだ反対側、すなわち第１上テープ領域４
００Ａの右後側には、第４圧入ピン８８４Ａが設けられている。第２上側平面部３２１Ａ
の裏面、すなわち第１上テープ領域４００Ａの左後側には、第３圧入ピン８８３Ａが設け
られている。
【０２２０】
　つまり、第２～第４圧入ピン８８２Ａ、８８３Ａ、８８４Ａは、上ケース３１１におけ
る第１上テープ領域４００Ａの外縁の一部に沿って、それぞれ下ケース３１２の第２～第
４円筒部材８８２Ｂ、８８３Ｂ、８８４Ｂ（図２０参照）に対応する位置に設けられてい
る。第２～第４圧入ピン８８２Ａ、８８３Ａ、８８４Ａは、上ケース３１１の上周壁３０
３から離間して設けられている。
【０２２１】
　第３上側平面部３２２Ａの裏面、すなわち第２上テープ領域４１０Ａの右後側には、第
５圧入ピン８８５Ａが設けられている。第２上テープ領域４１０Ａの平面中心（詳細には
、後述の上テープ支持部６６Ａ）を挟んだ反対側、すなわち第２上テープ領域４１０Ａの
左前側には、第６圧入ピン８８６Ａが設けられている。第３角部３２３の上面の裏面、す
なわち第１上リボン領域４２０Ａの右前側には、第７圧入ピン８８７Ａが設けられている
。
【０２２２】
　つまり、第５、第６圧入ピン８８５Ａ、８８６Ａは、上ケース３１１における第２上テ
ープ領域４１０Ａの外縁の一部に沿って、それぞれ下ケース３１２の第５、第６円筒部材
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８８５Ｂ、８８６Ｂ（図２０参照）に対応する位置に設けられている。第７圧入ピン８８
７Ａは、下ケース３１２の第７円筒部材８８７Ｂ（図２０参照）に対応する位置に設けら
れている。第５～第７圧入ピン８８５Ａ、８８６Ａ、８８７Ａは、上ケース３１１の上周
壁３０３から離間して設けられている。
【０２２３】
　窪み部６８４から下方に延びる板状体は、第１連結アーム８７１Ａである。第１連結ア
ーム８７１Ａは、下ケース３１２の第１連結孔８７１Ｂ（図２０参照）に対応する位置に
設けられている。第１連結アーム８７１Ａは、平面視で上アーム前面壁３５Ａの右端部か
ら右上方向に延びている。第１連結アーム８７１Ａは、斜め前後方向からの外圧に対する
可撓性を有する。第１連結アーム８７１Ａの下端部には、右斜め前方に向かって突出する
爪部が設けられている。後述の第２～第７連結アーム８７２Ａ、８７３Ａ、８７４Ａ、８
７５Ａ、８７６Ａ、８７７Ａの構成は、第１連結アーム８７１Ａの構成と同様であるが、
爪部の突出方向が異なっている。
【０２２４】
　上ヘッド周壁３６Ａにおける左右両側には、第２連結アーム８７２Ａおよび第３連結ア
ーム８７３Ａが設けられている。第２、第３連結アーム８７２Ａ、８７３Ａは、それぞれ
、下ケース３１２の第２、第３連結孔８７２Ｂ、８７３Ｂ（図２０参照）に対応する位置
で下方に突出している。第２、第３連結アーム８７２Ａ、８７３Ａの爪部は、前方に突出
している。
【０２２５】
　上ケース３１１の上周壁３０３に含まれる背面壁には、第４連結アーム８７４Ａおよび
第５連結アーム８７５Ａが設けられている。第４連結アーム８７４Ａは、第１上テープ領
域４００Ａの左後側に設けられている。第５連結アーム８７５Ａは、第２上テープ領域４
１０Ａの後側に設けられている。第４、第５連結アーム８７４Ａ、８７５Ａは、それぞれ
、下ケース３１２の第４、第５連結孔８７４Ｂ、８７５Ｂ（図２０参照）に対応する位置
で下方に突出している。第４、第５連結アーム８７４Ａ、８７５Ａの爪部は、後方に突出
している。
【０２２６】
　第２圧入ピン８８２Ａの後側、且つ、第１上テープ領域４００Ａの左前側には、第６連
結アーム８７６Ａが設けられている。第６連結アーム８７６Ａは、上周壁３０３よりも若
干内側に設けられ、下ケース３１２の第６連結孔８７６Ｂ（図２０参照）に対応する位置
で下方に突出している。第２上テープ領域４１０Ａの右前側、且つ、第１上リボン領域４
２０Ａの右後側には、第７連結アーム８７７Ａが設けられている。第７連結アーム８７７
Ａは、上周壁３０３よりも若干内側に設けられ、下ケース３１２の第７連結孔８７７Ｂ（
図２０参照）に対応する位置で下方に突出している。第６連結アーム８７６Ａの爪部は右
方向に突出し、第７連結アーム８７７Ａの爪部は左方向に突出している。
【０２２７】
　本実施形態のテープカセット３０における上ケース３１１と下ケース３１２との接合構
造について説明する。
【０２２８】
　図２１、図２３および図２４を参照して、第１～第７圧着部８８１～８８７の接合構造
について説明する。図２４は、第１円筒部材８８１Ｂと第１圧入ピン８８１Ａとの接合態
様を例示しているが、第２～第７円筒部材８８２Ｂ～８８７Ｂと、第２～第７圧入ピン８
８２Ａ～８８７Ａとの接合態様も、これと同じである。
【０２２９】
　図２１および図２３に示すように、作業者が上ケース３１１を下ケース３１２に組み付
けると、まず第１圧入ピン８８１Ａの支柱先端部８９８が、第１円筒部材８８１Ｂの円筒
孔部８９１に挿入される。前述したように、支柱先端部８９８の先端部（下端部）の軸径
は円筒孔部８９１の径より小さく、且つ、円筒孔部８９１の径は上端部で最も大きい。こ
のため、支柱部８９６を円筒孔部８９１内へスムーズに案内できる。



(35) JP 2015-157484 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

【０２３０】
　第１圧入ピン８８１Ａが円筒孔部８９１の所定深さまで挿入されると、突起部材８９７
が円筒孔部８９１の内周壁に接触する。前述したように、突起部材８９７の下端部は、支
柱部８９６からの突出幅が最も小さい。このため、突起部材８９７を、第１円筒部材８８
１Ｂの上面に引っかかることなく、円筒孔部８９１内へスムーズに案内できる。
【０２３１】
　突起部材８９７を含んだ第１圧入ピン８８１Ａの直径は、円筒孔部８９１の径より大き
い。このため、突起部材８９７が第１円筒部材８８１Ｂによって加圧されつつ、第１圧入
ピン８８１Ａは円筒孔部８９１内に挿入される。第１圧入ピン８８１Ａが円筒孔部８９１
内に挿入されるにつれて、第１円筒部材８８１Ｂが突起部材８９７の反発力によって若干
外側に広がる。
【０２３２】
　第１圧入ピン８８１Ａが円筒孔部８９１にさらに挿入されると、図２４に示すように、
第１円筒部材８８１Ｂの上端面と、押え受け部３９３の円柱部３９３Ｂとが接触する。こ
れにより、第１円筒部材８８１Ｂと第１圧入ピン８８１Ａとが強固に連結して、第１圧着
部８８１が形成される（図５～図８参照）。
【０２３３】
　同様にして、作業者が上ケース３１１を下ケース３１２に組み付けると、第２圧入ピン
８８２Ａ（図２２参照）が第２円筒部材８８２Ｂ（図２０参照）に挿入され、第２圧着部
８８２が形成される。第３圧入ピン８８３Ａ（図２２参照）が第３円筒部材８８３Ｂ（図
２０参照）に挿入され、第３圧着部８８３が形成される。第４圧入ピン８８４Ａ（図２２
参照）が第４円筒部材８８４Ｂ（図２０参照）に挿入され、第４圧着部８８４が形成され
る。
【０２３４】
　第５圧入ピン８８５Ａ（図２２参照）が第５円筒部材８８５Ｂ（図２０参照）に挿入さ
れ、第５圧着部８８５が形成される。第６圧入ピン８８６Ａ（図２２参照）が第６円筒部
材８８６Ｂ（図２０参照）に挿入され、第６圧着部８８６が形成される。第７圧入ピン８
８７Ａ（図２２参照）が第７円筒部材８８７Ｂ（図２０参照）に挿入され、第７圧着部８
８７が形成される。これらの第１～第７圧着部８８１～８８７により、下ケース３１２と
上ケース３１１とが接合される。
【０２３５】
　図５～図８に示すように、最も重量の大きいテープを収納する第１テープ領域４００の
周囲には、４つの圧着部（つまり、第２圧着部８８２、第３圧着部８８３、第４圧着部８
８４、第６圧着部８８６）が設けられている。第２、第４圧着部８８２、８８４は、第１
テープ領域４００の略平面中心を挟んで対向している。第３、第６圧着部８８３、８８６
は、第１テープ領域４００の略平面中心を挟んで対向している。２番目に重量の大きいテ
ープを収納する第２テープ領域４１０の周囲には、２つの圧着部（つまり、第５圧着部８
８５、第６圧着部８８６）が設けられている。第５、第６圧着部８８５、８８６は、第２
テープ領域４１０の略平面中心を挟んで対向している。
【０２３６】
　第２リボン領域４４０の周囲には、２つの圧着部（つまり、第１圧着部８８１、第６圧
着部８８６）が設けられている。第１、第６圧着部８８１、８８６は、第２リボン領域４
４０の略平面中心を挟んで対向している。さらに、テープカセット３０の平面視における
４つの角部３２１～３２４の近傍には、４つの圧着部（つまり、第２圧着部８８２、第３
圧着部８８３、第５圧着部８８５、第７圧着部８８７）が設けられている。
【０２３７】
　このように、カセットケース３１の内部に収納されるテープおよびインクリボン６０の
周囲、および、カセットケース３１の四隅で、下ケース３１２と上ケース３１１とが強固
に接合される。このため、例えばテープカセット３０が落下した場合のように、カセット
ケース３１に大きな物理的衝撃が加えられても、下ケース３１２と上ケース３１１との接
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合状態が保持されやすい。つまり、下ケース３１２と上ケース３１１との間における浮き
や隙間の発生を抑制できる。
【０２３８】
　さらに、第６圧着部８８６は、第１テープ領域４００、第２テープ領域４１０、第２リ
ボン領域４４０の周囲およびテープカセット３０の中央位置で、下ケース３１２および上
ケース３１１を固定する。テープカセット３０の四隅を固定する圧着部のうち、第５圧着
部８８５は第２テープ領域４１０の周囲で下ケース３１２および上ケース３１１を固定す
る。第２圧着部８８２および第３圧着部８８３は、第１テープ領域４００の周囲で下ケー
ス３１２および上ケース３１１を固定する。第７圧着部８８７は、第１リボン領域４２０
の周囲で下ケース３１２および上ケース３１１を固定する。このように、第１～第７圧着
部８８１～８８７は、それぞれ二以上の固定機能を兼ねているため、下ケース３１２と上
ケース３１１とを効率的に固定できる。
【０２３９】
　従来では、第１円筒部材８８１Ｂと第１圧入ピン８８１Ａとの寸法関係が適正な範囲を
超えている場合、第１圧入ピン８８１Ａが第１円筒部材８８１Ｂに挿入されると、突起部
材８９７によって拡径された第１円筒部材８８１Ｂに、外観上の変形や白化を生じるおそ
れがあった（第２～第７円筒部材８８２Ｂ～８８７Ｂも同様）。そのため、従来のテープ
カセットの製造工程では、第１～第７円筒部材８８１Ｂ～８８７Ｂと第１～第７圧入ピン
８８１Ａ～８８７Ａとの寸法関係を、作業者が厳密に管理していた。
【０２４０】
　本実施形態のテープカセット３０では、第１～第７円筒部材８８１Ｂ～８８７Ｂの全て
が下周壁３０４から離間している。よって、第１～第７円筒部材８８１Ｂ～８８７Ｂに変
形や白化が発生しても、その影響がテープカセット３０の外観に及びにくい。さらに、第
１～第７圧入ピン８８１Ａ～８８７Ａを挿入する圧力を高めることで（例えば、第１～第
７圧入ピン８８１Ａ～８８７Ａを太くする等）、テープカセット３０の外観の悪化を抑制
しつつ、下ケース３１２と上ケース３１１とをさらに確実に固定できる。ひいては、上記
のような寸法管理を行う作業者の負担を軽減できる。
【０２４１】
　従来では、カセットケース３１に設けられた円筒部材が下周壁３０４に接触しているた
め、ケース内側における円筒部材と下周壁３０４との接触部分は、合成樹脂の厚みが大き
くなりやすくかった。このため、ケース成型時に、下周壁３０４の外面にいわゆるヒケが
発生しやすかった。そのため、従来のテープカセットの製造工程では、ケース成型時にヒ
ケが発生しないように高度な作業精度が要求されていた。
【０２４２】
　本実施形態のテープカセット３０では、第１～第７円筒部材８８１Ｂ～８８７Ｂのすべ
てが下周壁３０４から離間している。よって、下ケース３１２の成型時に下周壁３０４の
厚みが大きくなることが抑制される。つまり、下ケース３１２の成型時におけるヒケの発
生が抑制されるため、テープカセット３０の外観の悪化を抑制できる。ひいては、上記の
ように高度な作業精度でケース成型を行う作業者の負担が軽減される。
【０２４３】
　図１７、図１８、図２５～図２７を参照して、アーム部３４近傍の接合構造について説
明する。図１８に示すように、作業者が上ケース３１１を下ケース３１２に組み付けると
、まず凸部６８９の下部が先端孔部６８７に挿入される。前述したように、凸部６８９は
先端側（下端側）に向けて細くなっており、且つ、先端孔部６８７の径は上端部で最も大
きい。このため、凸部６８９を、先端孔部６８７内へスムーズに案内できる。
【０２４４】
　凸部６８９が先端孔部６８７内の所定深さまで挿入されると、第１連結アーム８７１Ａ
の爪部が下半円溝８４Ｂの背面に接触して、第１連結アーム８７１Ａが若干後方に撓む。
さらに凸部６８９が先端孔部６８７内に挿入されるのに伴って、第１連結アーム８７１Ａ
の爪部が下半円溝８４Ｂの背面に沿って下方向に移動する。第１連結アーム８７１Ａの爪
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部は、第１連結孔８７１Ｂの位置に到達すると、第１連結アーム８７１Ａの弾性力によっ
て第１連結孔８７１Ｂに嵌め込まれる。
【０２４５】
　これにより、図１７および図２５に示すように、第１連結部８７１が形成される。第１
連結部８７１によって、アーム部３４におけるテープの搬送方向上流側の端部の近傍で、
下ケース３１２と上ケース３１１とが固定される。同時に、上接離部８６Ａと下接離部８
６Ｂとが接触して接離部８６が形成される。凸部６８９の軸径は先端孔部６８７の径より
小さいので、アーム先端部８５では上ケース３１１と下ケース３１２とが固定されない。
そのため、図２６に示すように、先端孔部６８７内に挿入された凸部６８９は、外圧に応
じて先端孔部６８７内から離脱する方向（つまり、上方向）に移動可能である。つまり、
接離部８６では、上接離部８６Ａと下接離部８６Ｂとが接離可能である。
【０２４６】
　図２７に示すように、分離壁３３の上端部３３０が上ケース３１１の固定溝３３１に嵌
め込まれて、アーム部３４の内部で分離壁３３が固定される。アーム部３４の内部では、
各規制部（つまり、第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂ、分離壁規制部３８３、第１
リボン下規制部３８７Ｂ、第１テープ上規制部３８１Ａ、３８２Ａ、および第１リボン上
規制部３８７Ａ）によって、テープとインクリボン６０との幅方向位置が規制される。第
１印字面側規制部３８９によって、テープの印字面側への移動が規制される。
【０２４７】
　アーム部３４の各規制部のうち、排出口３４１の近傍でテープを規制する規制部（第１
テープ下規制部３８１Ｂ、分離壁規制部３８３および第１印字面側規制部３８９）は、い
ずれも下ケース３１２に設けられている。そのため、上ケース３１１と下ケース３１２と
の接合状態にかかわらず、テープの幅方向および印字面側への移動を、印字直前の段階で
適切に規制できる。さらに、サーマルヘッド１０の印字範囲の上下方向中心位置と、テー
プの幅方向中心位置とを精度よく一致させることができる。
【０２４８】
　図２０および図２２に示すように、アーム部３４内におけるテープの搬送経路には、第
１テープ上規制部３８１Ａ、３８２Ａおよび第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂが設
けられている。そのため、アーム部３４内を搬送するテープは、その搬送方向の上流側お
よび下流側（つまり、２ヵ所の平面位置）で幅方向位置が規制される。
【０２４９】
　一方、アーム部３４内におけるインクリボン６０の搬送経路には、第１リボン上規制部
３８７Ａおよび第１リボン下規制部３８７Ｂが設けられている。そのため、アーム部３４
内を搬送するインクリボン６０は、その搬送方向の上流側のみ（つまり、１ヵ所の平面位
置）で幅方向位置が規制される。つまり、アーム部３４の排出口３４１の近傍では、テー
プの幅方向位置が規制される一方、インクリボン６０の幅方向位置は規制されない。
【０２５０】
　インクリボン６０は、テープと比べて薄手であるため、幅方向の規制が過剰に行われる
と皺が発生しやすい。本実施形態では、インクリボン６０は、アーム部３４内の上流側で
は幅方向に規制される一方、アーム部３４内の下流側では幅方向に規制されない。つまり
、インクリボン６０は、アーム部３４内で幅方向の規制を受けつつ、排出口３４１の近傍
では幅方向に振れることが許容される。したがって、インクリボン６０の幅方向位置を適
正な範囲に確保し、且つ、インクリボン６０に皺が発生することを抑制できる。
【０２５１】
　例えばテープカセット３０が落下した場合等には、カセットケース３１に物理的衝撃が
加えられるのに伴って、アーム部３４に対して上下方向に外力が加えられることがある。
この場合、図２６に示すように、接離部８６を構成する上接離部８６Ａと下接離部８６Ｂ
とが離間する。その後、第１連結部８７１で接合されている上ケース３１１および下ケー
ス３１２の弾性力によって、上接離部８６Ａと下接離部８６Ｂとが再び接触する（図２５
参照）。つまり、アーム部３４に対して上下方向の外力が加えられた場合でも、アーム先
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端部８５は正常な状態に復帰する。
【０２５２】
　アーム先端部８５が正常な状態に復帰すると、アーム部３４内におけるテープとインク
リボン６０との幅方向位置が、各規制部によって再び適切に規制される。このため、カセ
ットケース３１に物理的衝撃が加えられた場合でも、テープおよびインクリボン６０が適
切に搬送され、印字品質が良好に保たれる。このように、上接離部８６Ａが外圧に応じて
下接離部８６Ｂから瞬間的に離間することで、外圧を緩衝することができる。ひいては、
アーム部３４の物理的な耐久性能を向上させることができる。
【０２５３】
　図１７に示すように、第１連結部８７１は、半円溝８４に設けられている。半円溝８４
は、平面視で略半円形の曲面部であるため、平板状のアーム前面壁３５よりも撓みに対す
る強度が高い。このため、カセットケース３１に物理的衝撃が加えられた場合でも、第１
連結アーム８７１Ａと第１連結孔８７１Ｂとの連結は解除されにくい。よって、例えばテ
ープカセット３０が落下した場合等でも、第１連結部８７１によって上ケース３１１と下
ケース３１２とを確実に固定できる。
【０２５４】
　図１８に示すように、上ケース３１１が下ケース３１２に組み付けられる際には、凸部
６８９が先端孔部６８７内に挿入されながら、上先端部８５Ａが下先端部８５Ｂに向けて
案内される。このため、上先端部８５Ａまたは下先端部８５Ｂが、アーム部３４内のテー
プやインクリボン６０に接触することが防止される。よって、テープ等の傷に起因する印
字品質の悪化を抑制できる。
【０２５５】
　図１９、図２０、図２２および図３２に示すように、下ケース３１２の下アーム背面壁
３７Ｂには、下方に向けてＶ字型に切り欠かれた切欠部３７２が設けられている。分離壁
３３の一部は、切欠部３７２を介して下アーム背面壁３７Ｂの後方に露出する。上ケース
３１１の上アーム背面壁３７Ａには、切欠部３７２に対応して、下方に向けてＶ字型に突
出する突起部３７１Ａが設けられている。
【０２５６】
　下ケース３１２に上ケース３１１が組み付けられると、突起部３７１Ａが切欠部３７２
に隙間なく嵌め込まれる。これにより、上アーム背面壁３７Ａと下アーム背面壁３７Ｂと
が接合して、アーム背面壁３７が形成される（図１７参照）。したがって、例えば下アー
ム背面壁３７Ｂの上端および上アーム背面壁３７Ａの下端がそれぞれ直線状である場合と
比較して、アーム背面壁３７の接合状態を強固にできる。
【０２５７】
　従来では、下ケース３１２における分離壁３３と下アーム背面壁３７Ｂとの間隔が狭く
、且つ、下アーム背面壁３７Ｂが分離壁３３と同程度の高さを有する壁部である場合には
、金型成型上の問題を生じるおそれがあった。すなわち、狭い間隔で並ぶ同程度の高さの
２つの壁部を成型するためには、両壁部の間に嵌まる金型が必要となるが、このような金
型は薄型であるため強度が弱かった。そのため、従来のテープカセットの製造工程では、
例えば金型のメンテナンスのような対応処置が必要であった。
【０２５８】
　本実施形態では、下アーム背面壁３７Ｂには、背面視で分離壁３３を露出させる切欠部
３７２が設けられている。そのため、ヘッド挿入部３９（図１７参照）に嵌まる金型と、
下アーム背面壁３７Ｂと分離壁３３との間に嵌まる金型とを、切欠部３７２に嵌まる金型
部分を介して一体に製造でき、金型強度を向上させることができる。ひいては、上記のよ
うな金型のメンテナンスなどの対応処置を行う作業者の負担を軽減できる。
【０２５９】
　図１５および図１６に示すように、アーム背面壁３７は、全体として左右方向に延びる
壁部である。アーム背面壁３７の左端部よりやや右側には、屈折部３７３が設けられてい
る。アーム背面壁３７は、屈折部３７３で若干後方に屈折している。言い換えると、アー
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ム背面壁３７は、アーム部３４内におけるテープ搬送方向の下流側で、ヘッド挿入部３９
側に若干膨らんでいる。
【０２６０】
　屈折部３７３の近傍では、アーム背面壁３７と分離壁３３との間隔（つまり、前後方向
長さ）が若干大きくなる（図２０参照）。これにより、アーム部３４におけるインクリボ
ン６０の搬送経路を広めに確保できるため、インクリボン６０の走行性能が向上する。さ
らに、例えばアーム背面壁３７が平面視で直線状である場合と比べて、アーム部３４の物
理的強度を向上させることができる。
【０２６１】
　アーム背面壁３７における屈折部３７３から左前方に延びる壁部は、先端側背面壁３７
４である。言い換えると、先端側背面壁３７４は、アーム背面壁３７のうちで排出口３４
１に隣接する部分である。先端側背面壁３７４は平面視で左前方に傾斜しているため、排
出口３４１の近傍でヘッド挿入部３９の前後方向長さが大きくなる。よって、ヘッド挿入
部３９内にヘッドホルダ７４を着脱する際に、アーム部３４の先端側がサーマルヘッド１
０に接触するおそれを低減できる。
【０２６２】
　図１５を参照して、第２～第７連結部８７２～８７７の接合構造について説明する。作
業者が上ケース３１１を下ケース３１２に組み付けると、第１連結部８７１と同様に、第
２連結アーム８７２Ａ（図２２参照）の爪部が第２連結孔８７２Ｂ（図２０参照）に嵌め
込まれ、第２連結部８７２が形成される。第３連結アーム８７３Ａ（図２２参照）の爪部
が第３連結孔８７３Ｂ（図２０参照）に嵌め込まれ、第３連結部８７３が形成される。第
４連結アーム８７４Ａ（図２２参照）の爪部が第４連結孔８７４Ｂ（図２０参照）に嵌め
込まれ、第４連結部８７４が形成される。
【０２６３】
　第５連結アーム８７５Ａ（図２２参照）の爪部が第５連結孔８７５Ｂ（図２０参照）に
嵌め込まれ、第５連結部８７５が形成される。第６連結アーム８７６Ａ（図２２参照）の
爪部が第６連結孔８７６Ｂ（図２０参照）に嵌め込まれ、第６連結部８７６が形成される
。第７連結アーム８７７Ａ（図２２参照）の爪部が第７連結孔８７７Ｂ（図２０参照）に
嵌め込まれ、第７連結部８７７が形成される。これらの第１～第７連結部８７１～８７７
により、下ケース３１２と上ケース３１１とが接合される。
【０２６４】
　詳細には、第１連結部８７１は、テープカセット３０の前面において、下ケース３１２
と上ケース３１１とを固定する。第２連結部８７２および第３連結部８７３は、テープカ
セット３０の前面近傍において、下ケース３１２と上ケース３１１とを固定する。第４連
結部８７４および第５連結部８７５は、テープカセット３０の背面において、下ケース３
１２と上ケース３１１とを固定する。第６連結部８７６は、テープカセット３０の左面近
傍において、下ケース３１２と上ケース３１１とを固定する。第７連結部８７７は、テー
プカセット３０の右面近傍において、下ケース３１２と上ケース３１１とを固定する。つ
まり、第１～第７連結部８７１～８７７によって、テープカセット３０の各側面（図１８
に示す上周壁３０３および下周壁３０４が形成する外面）で、下ケース３１２と上ケース
３１１とを確実に固定できる。
【０２６５】
　第２連結部８７２および第３連結部８７３は、ヘッド周壁３６の近傍で、下ケース３１
２と上ケース３１１とを固定する（図３０参照）。第２連結部８７２は、テープ駆動ロー
ラ４６（図５参照）の近傍に設けられている。第３連結部８７３は、リボン巻取スプール
４４（図５参照）の近傍に設けられている。したがって、第２、第３連結部８７２、８７
３によって、テープ駆動ローラ４６およびリボン巻取スプール４４の回転駆動時に発生す
る振動が抑制される。したがって、テープおよびインクリボン６０の走行を安定させるこ
とができ、ひいては印字品質を向上させることができる。
【０２６６】
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　第１テープ領域４００には、最も重いテープが巻回された第１テープスプール４０が収
納される。例えばテープカセット３０の落下時等には、第１テープスプール４０に巻回さ
れたテープの重みによって、第１テープ領域４００の近傍で下ケース３１２と上ケース３
１１とが分離しやすい。本実施形態では、第２、第４、第６連結部８７２、８７４、８７
６は、第１テープ領域４００の近傍に設けられている。よって、カセットケース３１に物
理的衝撃が加えられた場合でも、第１テープ領域４００の近傍でカセットケース３１が開
くことが抑制され、ひいてはカセットケース３１の物理的強度を向上させることができる
。
【０２６７】
　先述のように、下ケース３１２に上ケース３１１が組み付けられる場合、第１連結アー
ム８７１Ａの爪部が下半円溝８４Ｂに接触するよりも先に、凸部６８９の下部が先端孔部
６８７内に挿入される。そのため、凸部６８９が先端孔部６８７内で案内された状態のも
と、第１連結アーム８７１Ａの爪部を第１連結孔８７１Ｂに正確に嵌め込むことができる
。
【０２６８】
　さらに、本実施形態の上ケース３１１では、第１～第７圧入ピン８８１Ａ～８８７Ａが
、いずれも第１～第７連結アーム８７１Ａ～８７７Ａよりも下方まで延びている（図１８
、図１９参照）。そのため、上ケース３１１が下ケース３１２に組み付けられると、第１
～第７連結アーム８７１Ａ～８７７Ａの爪部がそれぞれ下ケース３１２の下周壁３０４等
に接触するよりも先に、第１～第７圧入ピン８８１Ａ～８８７Ａがそれぞれ第１～第７円
筒部材８８１Ｂ～８８７Ｂに挿入される。
【０２６９】
　そのため、第１～第７圧入ピン８８１Ａ～８８７Ａがそれぞれ第１～第７円筒部材８８
１Ｂ～８８７Ｂ内で案内された状態のもと、第１～第７連結アーム８７１Ａ～８７７Ａの
爪部を、それぞれ第１～第７連結孔８７１Ｂ～８７７Ｂに正確に嵌め込むことができる。
つまり、作業者が上ケース３１１を下ケース３１２に組み付ける場合に、上ケース３１１
を傾かせることなく正確に組み付けることができる。
【０２７０】
　図２０に示すように、第２～第５連結孔８７２Ｂ～８７５Ｂの左右両縁には、それぞれ
、下周壁３０４の上端まで上方向に延びる案内リブ８０９が設けられている。上ケース３
１１が下ケース３１２に組み付けられる場合には、第２～第５連結アーム８７２Ａ～８７
５Ａは、それぞれ、案内リブ８０９によって左右方向の移動が規制されつつ、第２～第５
連結孔８７２Ｂ～８７５Ｂに向けて案内される。
【０２７１】
　同様に、第６、第７連結孔８７６Ｂ、８７７Ｂの前後両縁にも、それぞれ、左側内壁８
６１および右側内壁８６２の上端まで上方向に延びる案内リブ８０９が設けられている。
第６、第７連結アーム８７６Ａ、８７７Ａも、それぞれ、案内リブ８０９によって前後方
向の移動が規制されつつ、第６、第７連結孔８７６Ｂ、８７７Ｂに向けて案内される。よ
って、作業者は下ケース３１２および上ケース３１１をより正確に組み付けることができ
る。
【０２７２】
　図１５に示すように、第３連結部８７３は、ヘッド周壁３６の右部に設けられているた
め、正面視でアーム背面壁３７の背後に位置する。ヘッド挿入部３９内への指や異物の進
入は、アーム背面壁３７によって阻害される。そのため、第３連結孔８７３Ｂに嵌め込ま
れた第３連結アーム８７３Ａの爪部が、外部から直接押圧されにくい。
【０２７３】
　さらに、下ケース３１２および上ケース３１１が接合された状態では、第６連結部８７
６および第７連結部８７７はカセットケース３１の内部に設けられている。そのため、第
６、第７連結孔８７６Ｂ、８７７Ｂに嵌め込まれた第６、第７連結アーム８７６Ａ、８７
７Ａの爪部は、外部から直接押圧されにくい。よって、第３、第６、第７連結部８７３、
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８７６、８７７の連結状態が、例えば爪部が外部から押圧されることで解除されるおそれ
を低減できる。
【０２７４】
　図５～図８、図１５、図１６、図２０および図２２を参照して、テープカセット３０の
接合構造と基準面との関係について説明する。第１圧着部８８１は、ヘッド挿入部３９の
上流側端部で上下方向に対向する２つの基準面（第１上側平面部３９３Ａおよび第１下側
平面部３９１Ｂ）の間に設けられている。第１上側平面部３９３Ａおよび第１下側平面部
３９１Ｂは、第１圧着部８８１によって適切な高さ位置に保持される。
【０２７５】
　つまり、第１上側平面部３９３Ａおよび第１下側平面部３９１Ｂのいずれかの近傍に設
けられた各規制部（具体的には、第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂ、分離壁規制部
３８３、第１リボン下規制部３８７Ｂ、第３リボン下規制部４２１Ｂ、第１テープ上規制
部３８１Ａ、３８２Ａ、第１リボン上規制部３８７Ａ）の高さ位置が適切に保持される。
このため、テープ及びインクリボン６０の搬送精度、ひいてはサーマルヘッド１０の印字
精度を向上させることができる。
【０２７６】
　第２連結部８７２は、第２受け部３９２に設けられた第２下側平面部３９２Ｂの鉛直方
向上方に設けられている。第２下側平面部３９２Ｂは、第２連結部８７２によって適切な
高さ位置に保持される。つまり、第２下側平面部３９２Ｂの近傍に設けられた各規制部（
具体的には、第２テープ下規制部３６３Ｂ、第２テープ上規制部３６３Ａ、隔離壁規制部
３６４、第２リボン下規制部３８８Ｂ、第２リボン上規制部３８８Ａ）の高さ位置が適切
に保持される。このため、テープ及びインクリボン６０の搬送精度、ひいてはサーマルヘ
ッド１０の印字精度を向上させることができる。
【０２７７】
　第３圧着部８８３は、第１角部３２１で上下方向に対向する２つの基準面（第２上側平
面部３２１Ａおよび第３下側平面部３２１Ｂ）の間に設けられている。第２上側平面部３
２１Ａおよび第３下側平面部３２１Ｂは、第３圧着部８８３によって適切な高さ位置に保
持される。つまり、第３下側平面部３２１Ｂおよび第２上側平面部３２１Ａのいずれかの
近傍に設けられた各規制部（具体的には、第３テープ下規制部４０１Ｂおよび第３テープ
上規制部４０１Ａ）の高さ位置が適切に保持される。このため、テープの搬送精度、ひい
てはサーマルヘッド１０の印字精度を向上させることができる。
【０２７８】
　第５圧着部８８５は、第２角部３２２で上下方向に対向する２つの基準面（第３上側平
面部３２２Ａおよび第４下側平面部３２２Ｂ）の間に設けられている。第３上側平面部３
２２Ａおよび第４下側平面部３２２Ｂは、第５圧着部８８５によって適切な高さ位置に保
持される。つまり、第３上側平面部３２２Ａおよび第４下側平面部３２２Ｂのいずれかの
近傍に設けられた各規制部（具体的には、第４テープ下規制部４１１Ｂおよび第４テープ
上規制部４１１Ａ）の高さ位置が適切に保持される。このため、テープの搬送精度、ひい
てはサーマルヘッド１０の印字精度を向上させることができる。
【０２７９】
　ここで、上ケース３１１と下ケース３１２とを組み付ける場合には、まず作業者は下ケ
ース３１２を治具で支持する。このとき、作業者は、基準面である第１～第４下側平面部
３９１Ｂ、３９２Ｂ、３２１Ｂ、３２２Ｂを、治具の載置面に載置する。作業者は、治具
に支持された下ケース３１２に対して、上ケース３１１を上側から組み付ける。これによ
り、先述のように第１～第７圧着部８８１～８８７および第１～第７連結部８７１～８７
７が形成されて、上ケース３１１と下ケース３１２とが接合される。治具の載置面の高さ
位置は、第１～第４下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂ、３２１Ｂ、３２２Ｂの高さ位置に正
確に対応することが好ましい。
【０２８０】
　本実施形態では、第１～第４下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂ、３２１Ｂ、３２２Ｂが、
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下ケース３１２における同じ高さ位置に設定されている。これに対応して、治具の載置面
も、同一の高さ位置に設定される。治具の載置面を作成する際には、同一の高さ位置で作
成したほうが、異なった高さ位置で作成する場合よりも正確かつ容易に作成できる。従っ
て、治具の載置面の高さ位置を、第１～第４下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂ、３２１Ｂ、
３２２Ｂの高さ位置に正確に対応させることができる。
【０２８１】
　図１５、図１８、図１９および図２８～図３０を参照して、分離部６１近傍の接合構造
について説明する。図１８、図１９および図２８に示すように、上ケース３１１が下ケー
ス３１２に組み付けられると、隔離壁４３の上端部が固定溝３３２に嵌まり、且つ、突起
部３９８が固定穴３９９に嵌まって、上ケース３１１と下ケース３１２とが固定される。
これにより、テープ駆動ローラ４６の上流側に、露出部７７で印字に使用されたテープお
よびインクリボン６０を分離する分離部６１が形成される。
【０２８２】
　図１５および図２８～図３０に示すように、印字済みのテープおよびインクリボン６０
は、重ね合わされた状態で分離部６１内に進入し、共通の搬送経路である導入口６１Ａを
経由して分岐口７９０に搬送される。分岐口７９０は、導入口６１Ａとテープ案内口６１
Ｂおよびリボン案内口６１Ｃとが接続される部位である。分岐口７９０では、分離部６１
内に進入した印字済みのテープから、使用済みのインクリボン６０が分離される。分離後
のインクリボン６０は、リボン案内口６１Ｃに進入して、第２リボン領域４４０に向かっ
て案内される。インクリボン６０が分離されたテープは、テープ案内口６１Ｂに進入して
、テープ駆動ローラ４６の前方に向かって案内される。
【０２８３】
　本実施形態の分岐口７９０は、テープ案内口６１Ｂの入口およびリボン案内口６１Ｃの
入口が左右方向に並ぶ一つの搬送経路である。ただし、先述のように、テープ案内口６１
Ｂの上下側には、それぞれ第２テープ上規制部３６３Ａおよび第２テープ下規制部３６３
Ｂが設けられている。よって、分岐口７９０では、テープ案内口６１Ｂの上下方向長さが
、リボン案内口６１Ｃの上下方向長さよりも若干小さい。
【０２８４】
　先述したように、アーム部３４の排出口３４１の近傍では、テープの幅方向位置が規制
される一方、インクリボン６０の幅方向位置は規制されない。したがって、アーム部３４
から排出されたテープは、サーマルヘッド１０によって印字されたのち、適正な幅方向位
置を維持しながら分離部６１内に進入しやすい。この場合、分岐口７９０まで搬送された
テープの幅方向位置は、第２テープ上規制部３６３Ａおよび第２テープ下規制部３６３Ｂ
によって規定される上下方向位置とほぼ一致している。よって、印字済みのテープは、導
入口６１Ａとテープ案内口６１Ｂとの間に形成された段差（つまり、第２テープ上規制部
３６３Ａおよび第２テープ下規制部３６３Ｂ）によって干渉を受けることなく、テープ駆
動ローラ４６の引き出し方向に沿ってテープ案内口６１Ｂに進入する。
【０２８５】
　一方、アーム部３４から排出されたインクリボン６０は、サーマルヘッド１０の印字に
使用されたのち、適正な幅方向位置から若干ずれた状態で分離部６１内に進入しやすい。
この場合、分岐口７９０まで搬送されたインクリボン６０の幅方向位置は、第２テープ上
規制部３６３Ａおよび第２テープ下規制部３６３Ｂによって規定される上下方向位置から
外れている。そのため、使用済みのインクリボン６０は、導入口６１Ａとテープ案内口６
１Ｂとの間に形成された段差によって干渉を受けやすい。
【０２８６】
　特に、インクリボン６０は、排出口３４１から分離部６１に至る過程で、自重によって
適正な幅方向位置から若干下側にずれやすい。そのため、分岐口７９０に搬送されたイン
クリボン６０は、導入口６１Ａとテープ案内口６１Ｂとの間に形成された下側の段差（つ
まり、第２テープ下規制部３６３Ｂ）に接触しやすい。よって、インクリボン６０はテー
プ案内口６１Ｂに進入することなく、リボン巻取スプール４４の巻き取り方向に沿って、
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テープ案内口６１Ｂよりも上下方向長さが大きいリボン案内口６１Ｃに進入する。
【０２８７】
　インクリボン６０は、排出口３４１から分離部６１に至る過程で、例えば印字動作に起
因する振動などによって、適正な幅方向位置から若干上側にずれることがある。この場合
、分岐口７９０に搬送されたインクリボン６０は、導入口６１Ａとテープ案内口６１Ｂと
の間に形成された上側の段差（つまり、第２テープ上規制部３６３Ａ）に接触するため、
上記と同様にリボン案内口６１Ｃに進入する。
【０２８８】
　このように、分岐口７９０では、アーム部３４から排出されるインクリボン６０の幅方
向への移動が許容されていることを利用して、インクリボン６０が導入口６１Ａからリボ
ン案内口６１Ｃに案内される。したがって、テープとインクリボン６０との上下方向長さ
（幅）が同じである場合でも、インクリボン６０と重ね合っているテープに引きずられて
、インクリボン６０がテープ案内口６１Ｂに誤って進入することを抑制できる。なお、テ
ープの幅がインクリボン６０の幅よりも小さい場合も、上記と同様に、インクリボン６０
がテープ案内口６１Ｂに誤って進入することを抑制できる。
【０２８９】
　導入口６１Ａとテープ案内口６１Ｂとの間には、上下方向に対向する２つの段差（つま
り、第２テープ上規制部３６３Ａおよび第２テープ下規制部３６３Ｂ）が設けられている
。導入口６１Ａの上下方向中心位置およびテープ案内口６１Ｂの上下方向中心位置は、テ
ープの幅方向中心位置と略同一である。そのため、インクリボン６０が適正な幅方向位置
から上方向および下方向のいずれにずれている場合であっても、インクリボン６０をテー
プから適切に分離でき、且つ、リボン案内口６１Ｃに案内できる。
【０２９０】
　さらに、導入口６１Ａを経由したテープは、テープ案内口６１Ｂで幅方向の移動が規制
されつつ下流側に搬送される。一方、導入口６１Ａを経由したインクリボン６０は、リボ
ン案内口６１Ｃで幅方向の移動が許容されつつ下流側に搬送される。インクリボン６０が
リボン案内口６１Ｃ内で幅方向に移動すると、それに伴って導入口６１Ａで搬送されてい
るインクリボン６０も幅方向に移動しやすい。その結果、導入口６１Ａで幅方向に移動し
たインクリボン６０は、導入口６１Ａの終端部に設けられた段差（つまり、第２テープ上
規制部３６３Ａおよび第２テープ下規制部３６３Ｂ）に接触することで、テープからの分
離が促進される。
【０２９１】
　以上のように、インクリボン６０は段差によってテープ案内口６１Ｂに進入することが
阻害され、且つ、テープ案内口６１Ｂに進入するテープとの分離が促される。段差に接触
したインクリボン６０は、テープ案内口６１Ｂよりも上下方向長さが大きいリボン案内口
６１Ｃに進入する。したがって、分離部６１では、テープおよびインクリボン６０を確実
に分離でき、且つ、インクリボン６０がテープ案内口６１Ｂに進入することが抑制できる
。テープから分離されたインクリボン６０はリボン案内口６１Ｃに進入するため、インク
リボン６０を適正な経路に沿って搬送できる。
【０２９２】
　先述のように、テープ案内口６１Ｂを経由するテープは、第２テープ下規制部３６３Ｂ
、第２テープ上規制部３６３Ａおよび隔離壁規制部３６４によって、幅方向への移動が規
制される。テープ案内口６１Ｂを経由するテープは、第２印字面側規制部４３Ａ、４３Ｂ
によって、印字面側への移動が規制され、且つ、僅かに後方に屈曲されてバックテンショ
ンが付与される。しかしながら、排出口３４１から分離部６１を経由してテープ駆動ロー
ラ４６の前方まで至るテープの搬送経路は、全体として平面視でほぼ左方向へ延びる直線
状である。よって、排出口３４１から排出されたテープを、テープ駆動ローラ４６の前方
までスムーズに搬送できる。
【０２９３】
　分離部６１の各規制部のうち、テープ駆動ローラ４６の近傍でテープを規制する規制部
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（具体的には、第２テープ下規制部３６３Ｂ、隔離壁規制部３６４、第２印字面側規制部
４３Ａ、４３Ｂ）は、いずれも下ケース３１２に設けられている。そのため、上ケース３
１１と下ケース３１２との接合状態にかかわらず、テープ案内口６１Ｂを経由するテープ
の幅方向および印字面側への移動を適切に規制できる。さらに、第２印字面側規制部４３
Ａ、４３Ｂは、隔離壁４３の前端面の上端および下端にのみ設けられているので、テープ
の印字部分に接触する面積を最小限に抑えることができ、印字品質を損なう可能性を低減
できる。
【０２９４】
　先述のように、リボン案内口６１Ｃを経由するインクリボン６０は、第２リボン領域４
４０に向けて案内され、リボン巻取スプール４４によって巻き取られる。リボン案内口６
１Ｃを経由するインクリボン６０は、テープ案内口６１Ｂを経由するテープから離間され
る右後方向へ搬送され、さらにテープの搬送方向とはほぼ反対方向である右方向へ搬送さ
れる。そのため、排出口３４１から分離部６１を経由してリボン巻取スプール４４に至る
インクリボン６０の搬送経路は、平面視、分離部６１で鋭角状に屈曲している。これによ
り、分離部６１では、テープおよびインクリボン６０を確実に分離できる。ひいては、テ
ープおよびインクリボン６０が互いの走行に引きずられることを抑制して、テープおよび
インクリボン６０の走行を安定させることができる。
【０２９５】
　図１７～図１９に示すように、分離壁３３および隔離壁４３の上下方向長さは、カセッ
トケース３１の上下方向長さとほぼ一致している。そのため、下ケース３１２に上ケース
３１１が組み付けられると、先述のように、分離壁３３および隔離壁４３はそれぞれ固定
溝３３１、３３２に嵌め込まれる。これにより、分離壁３３および隔離壁４３がそれぞれ
上ケース３１１に適正に連結されたか否かを、作業者は固定溝３３１、３３２を目視して
容易に確認できる。
【０２９６】
　例えばテープカセット３０が落下した場合等に、カセットケース３１に加えられた物理
的衝撃によって、分離壁３３および隔離壁４３がそれぞれ固定溝３３１、３３２から瞬間
的に外れたとしても、自動的に元の状態に復帰する。つまり、分離壁３３および隔離壁４
３は、それぞれ固定溝３３１、３３２に容易に嵌まるので、そのまま復帰する。また、分
離壁３３および隔離壁４３は、平面視で各々の形状に対する溝部である固定溝３３１、３
３２にそれぞれ嵌め込まれるため、例えばピンと孔部で連結する場合と比べて安定的に固
定できる。
【０２９７】
　図２０および図２２に示すように、上ケース３１１の第１～第３角部３２１～３２３に
は、各々の輪郭形状に沿って上板３０５から下方に突出する角部突起６３１がそれぞれ設
けられている。上ケース３１１が下ケース３１２に組み付けられると、上ケース３１１に
設けられた３つの角部突起６３１が、下ケース３１２の第１～第３角部３２１～３２３に
沿ってそれぞれ嵌まる。つまり、カセットケース３１の内部では、第１～第３角部３２１
～３２３の輪郭を形成する下周壁３０４の角部の内壁に、各角部突起６３１が隙間なく接
触する。
【０２９８】
　これにより、第１～第３角部３２１～３２３は、それぞれ、カセットケース３１の内部
で角部突起６３１によって補強された状態となる。つまり、上ケース３１１および下ケー
ス３１２が、第１～第３角部３２１～３２３で強固に接合される。第１～第３角部３２１
～３２３は、箱状のカセットケース３１において構造上剛性が高い部位である。よって、
カセットケース３１の物理的強度を高めることができる。
【０２９９】
　例えばテープカセット３０の落下時などには、箱状のカセットケース３１のうちで、第
１～第３角部３２１～３２３のいずれかに強い物理的衝撃が加えられやすい。本実施形態
では、第１～第３角部３２１～３２３が、それぞれ角部突起６３１によって補強されてい
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る。そのため、第１～第３角部３２１～３２３に強い物理的衝撃が加えられても、角部突
起６３１によって物理的衝撃が緩衝されるため、カセットケース３１の破損が抑制される
。
【０３００】
　第１角部３２１および第３角部３２３は、平面視でカセットケース３１の対角上に位置
し、且つ、それぞれ角部突起６３１によって補強されている。そのため、第１角部３２１
および第３角部３２３のいずれか一方の角部に物理的衝撃が加えられた場合、物理的衝撃
を他方の角部に分散して受けることができる。例えば第１角部３２１に物理的衝撃が加え
られた場合には、第１角部３２１を補強する角部突起６３１と、第３角部３２３を補強す
る角部突起６３１とによって、物理的衝撃が緩衝される。
【０３０１】
　先述したように、共通部３２の幅Ｔ（図３９参照）は、テープ幅に関係なく一定である
。つまり、上ケース３１１における角部３２１～３２４の上面の高さ位置と、カセットケ
ース３１に収納されるテープの幅方向中心位置とは、テープカセット３０のテープ種類に
かかわらず一定である。そのため、上ケース３１１および下ケース３１２の幅寸法が異な
っていても、角部突起６３１からテープの幅方向中心位置までの距離も常に一定である。
【０３０２】
　したがって、テープカセット３０のテープ種類、すなわち上ケース３１１および下ケー
ス３１２の幅寸法にかかわらず、角部突起６３１を共通の高さ位置および突出幅で設ける
ことができる。上ケース３１１および下ケース３１２の幅寸法が異なっていても、カセッ
トケース３１の強度設計を共通化できる。
【０３０３】
　図１５～図１７、図２９～図３６を参照して、テープカセット３０を構成する各部の詳
細について説明する。以下では、ラミネートタイプのテープカセット３０を例示して、カ
セットケース３１に設けられた孔部（ローラ支持孔６４～、第１テープ支持孔６５、第２
テープ支持孔６６、リボン支持孔６７、巻取スプール支持孔６８およびガイド孔４７）と
、および、これらの孔部に関連する部材とについて説明する。
【０３０４】
　図１５～図１７、図２９および図３０を参照して、ローラ支持孔６４およびテープ駆動
ローラ４６について説明する。図１５～図１７および図２９に示すように、テープ駆動ロ
ーラ４６は、ローラ支持孔６４を介して回転可能に支持されている。ローラ支持孔６４は
、上板３０５に設けられた開口部６４Ａと、底板３０６に設けられた開口部６４Ｂとを含
む。開口部６４Ａおよび開口部６４Ｂは、カセットケース３１の上下方向に対応する位置
に設けられた貫通孔である。
【０３０５】
　図３０に示すように、テープ駆動ローラ４６は、カセットケース３１の高さとほぼ等し
い高さを有する円筒体である。テープ駆動ローラ４６の本体部４６Ｅの外径は、開口部６
４Ａ，６４Ｂの径よりも大きい。本体部４６Ｅの外周面が、テープに当接するローラ面４
６Ｃである。ローラ面４６Ｃの上下方向長さ（つまり、テープ送り幅）は、テープ幅と同
一である。
【０３０６】
　テープ駆動ローラ４６の上端部４６Ａは、本体部４６Ｅの上端面中央から上方向に突出
する円筒部である。テープ駆動ローラ４６の下端部４６Ｂは、本体部４６Ｅの下端面中央
から下方向に突出する円筒部である。上端部４６Ａおよび下端部４６Ｂの外径は、それぞ
れ開口部６４Ａ，６４Ｂの径よりも若干小さい。テープ駆動ローラ４６の内部には、本体
部４６Ｅ、上端部４６Ａおよび下端部４６Ｂを上下方向に貫通する軸孔４６Ｄが設けられ
ている。
【０３０７】
　カセットケース３１の内部では、上端部４６Ａが上板３０５の開口部６４Ａに嵌め込ま
れ、且つ、下端部４６Ｂが底板３０６の開口部６４Ｂに嵌め込まれている。詳細には、本
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体部４６Ｅの上端部は、開口部６４Ａの開口縁に沿って上板３０５から下方に突出する支
持体に当接している。本体部４６Ｅの下端部は、開口部６４Ｂの開口縁に沿って底板３０
６から上方に突出する支持体に当接している。これにより、テープ駆動ローラ４６は、本
体部４６Ｅで上下方向への移動が規制されつつ、上端部４６Ａおよび下端部４６Ｂにて回
転可能に支持される。
【０３０８】
　テープ駆動ローラ４６の内周面（つまり、軸孔４６Ｄを形成する内壁）には、下端部か
ら上方に延びる複数のリブ４６Ｆが設けられている。テープカセット３０がカセット装着
部８に装着されると、テープ駆動軸１００（図４５参照）が開口部６４Ｂを介して軸孔４
６Ｄに挿入される。軸孔４６Ｄ内では、複数のカム部材１００Ａ（図４５参照）が、複数
のリブ４６Ｆに噛み合う。なお、軸孔４６Ｄの径は、テープ駆動軸１００の軸径よりも若
干大きい。そのため、軸孔４６Ｄの内部に挿入されたテープ駆動軸１００は、周方向の遊
びが若干大きい。
【０３０９】
　従来では、下ケース３１２の成型時に、開口部６４Ｂ近傍の厚みを小さくするための凹
部（所謂、肉盗部）を、下ケース３１２の内側（つまり、底板３０６の上面側）に形成す
ることがあった。この場合、作業者がテープ駆動ローラ４６を下ケース３１２の開口部６
４Ｂに取り付ける際に、テープ駆動ローラ４６の下端部４６Ｂが開口部６４Ｂ近傍の肉盗
部に引っ掛かり、テープ駆動ローラ４６の回転不良を生じるおそれがあった。そのため、
従来のテープカセットの製造工程では、作業者がテープ駆動ローラ４６を肉盗部に引っ掛
けないように注意を払う必要があった。
【０３１０】
　本実施形態では、下ケース３１２の成型時に、開口部６４Ｂ近傍の厚みを小さくする肉
盗部９９０が、下ケース３１２の外側（つまり、底板３０６の下面側）に形成される（図
１６参照）。これにより、下ケース３１２の内側における開口部６４Ｂ近傍を平坦にする
ことができ、肉盗部に起因するテープ駆動ローラ４６の回転不良を抑制できる。ひいては
、上記のような肉盗部に注意を払う作業者の負担を軽減できる。
【０３１１】
　図１５～図１７、図２９および図３１を参照して、第１テープ支持孔６５および第１テ
ープスプール４０について説明する。図１７および図２９に示すように、第１テープ領域
４００に収納された第１テープスプール４０は、第１テープ支持孔６５を介して回転可能
に支持されている。
【０３１２】
　図１５、図１６および図３１に示すように、第１テープ支持孔６５は、上板３０５に設
けられた開口部６５Ａと、底板３０６に設けられた開口部６５Ｂと、開口部６５Ａ，６５
Ｂ間を連通する軸孔６５Ｃとを含む。開口部６５Ａおよび開口部６５Ｂは、カセットケー
ス３１の上下方向に対応する位置に設けられた貫通孔である。
【０３１３】
　図３１に示すように、上ケース３１１は、開口部６５Ａから下方に向けて延設された複
数の係止リブ７８４を備える。各係止リブ７８４は、それぞれの先端側がカセットケース
３１の内部で互いに対向する方向に突起する鉤状体である。下ケース３１２は、開口部６
５Ｂから上方に向けて延設される円筒状の筒壁部７８５を備える。
【０３１４】
　筒壁部７８５には、上下方向に切り込まれた複数のスリット７８７が設けられている。
各スリット７８７の上側開口端は、それぞれ、頭部７８６によって閉じられている。カセ
ットケース３１の内部では、各スリット７８７に嵌め込まれた係止リブ７８４が、それぞ
れ頭部７８６に係止されている。筒壁部７８５の内部には、上下方向に貫通する軸孔６５
Ｃが設けられている。開口部６５Ａ，６５Ｂは、軸孔６５Ｃによって連通している。
【０３１５】
　第１テープスプール４０は、内壁４０Ａと外壁４０Ｂとの二重壁構造を有する。内壁４



(47) JP 2015-157484 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

０Ａは、筒壁部７８５の外径よりも若干内径が大きい円筒体であり、テープ幅よりも小さ
い高さを有する。内壁４０Ａの内部には、上下方向に貫通する軸孔４０Ｄが設けられてい
る。外壁４０Ｂは、内壁４０Ａを全周に亘って取り囲む円筒体であり、テープ幅とほぼ同
一の高さを有する。外壁４０Ｂの外周面には、両面粘着テープ５８が巻回されている。な
お、レセプタタイプのテープカセット３０では、印字テープ５７が外壁４０Ｂに巻回され
る（図７参照）。サーマルタイプのテープカセット３０では、感熱紙テープ５５が外壁４
０Ｂに巻回される（図８参照）。
【０３１６】
　第１テープスプール４０は、内壁４０Ａと外壁４０Ｂとの間に架設された複数の連結体
４０Ｃを有する。第１テープスプール４０は、複数の連結体４０Ｃによって、内壁４０Ａ
および外壁４０Ｂが同軸をなす二重筒状に構成される。第１テープスプール４０は、軸孔
４０Ｄに挿入された筒壁部７８５によって回転可能に軸支される。軸孔６５Ｃの径は、補
助軸１１０の軸径と比較して略等しいか若干大きい程度である。
【０３１７】
　図２９および図３１に示すように、第１テープスプール４０に巻回された両面粘着テー
プ５８の幅方向の両端面には、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム） 製
のスペーサ９８０が設けられている。スペーサ９８０は、第１テープスプール４０に巻回
された両面粘着テープ５８の巻回径が最も大きい状態で、その巻回径以上の径を有する円
盤体である。本実施形態のスペーサ９８０は、第１テープ領域４００とほぼ同径であり、
両面粘着テープ５８の最大巻回径よりも若干大きい径を有する。
【０３１８】
　スペーサ９８０は、第１テープスプール４０に巻回された両面粘着テープ５８から粘着
剤が滲み出すのを防止する。これにより、例えば第１テープスプール４０と上板３０５お
よび底板３０６とが、両面粘着テープ５８から滲み出た粘着剤によって接着されることを
抑制できる。ひいては、第１テープスプール４０の円滑な回転が妨げられることを抑制で
きる。
【０３１９】
　図１５～図１７、図２９、図３２～図３４を参照して、第２テープ支持孔６６および第
２テープスプール４１について説明する。図１７および図２９に示すように、第２テープ
領域４１０に収納された第２テープスプール４１は、第２テープ支持孔６６を介して回転
可能に支持されている。
【０３２０】
　図１５、図１６および図３２に示すように、第２テープスプール４１は、テープ幅とほ
ぼ同一の高さを有する円筒体である。第２テープスプール４１の外周面には、フィルムテ
ープ５９が巻回されている。第２テープ支持孔６６は、上板３０５の下面側に設けられた
上テープ支持部６６Ａと、底板３０６の上面側に設けられた下テープ支持部６６Ｂとを含
む。上テープ支持部６６Ａおよび下テープ支持部６６Ｂは、カセットケース３１の上下方
向に対応する位置に設けられ、互いに連結されている。
【０３２１】
　図３２に示すように、上テープ支持部６６Ａは、上基部５８１と円筒部５８２とを含む
。上基部５８１は、上板３０５から下方に突出して下端面を有する円筒体である。上基部
５８１は、第２テープスプール４１の軸孔４１Ａに上方から挿入される。円筒部５８２は
、上基部５８１の下端面中央から下方に突出する小径の円筒体であり、上下方向に貫通す
る軸孔を有する。
【０３２２】
　下テープ支持部６６Ｂは、下基部５８３と、支持軸５８４と、複数の係止突起５８５と
、複数の係止溝５８６と、拡径防止体５８７（図３４参照）とを含む。下基部５８３は、
底板３０６から上方に突出して上端面を有する円筒体である。下基部５８３は、第２テー
プスプール４１の軸孔４１Ａに下方から挿入される。支持軸５８４は、下基部５８３の上
端面中央に立設された小径の軸体であり、上端部が円筒部５８２の軸孔に嵌め込まれる。
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複数の係止突起５８５は、下基部５８３の上端面の周縁に沿って、平面視で支持軸５８４
を中心として放射状に配置される複数の角柱体である。複数の係止溝５８６は、隣り合う
係止突起５８５の間にそれぞれ形成される複数の溝部である。拡径防止体５８７について
は、別途後述する。
【０３２３】
　回転部材５７１は、円筒状突起５７１Ａ、一対の突条５７１Ｂ、および本体部５７１Ｃ
を含む。本体部５７１Ｃは、軸孔４１Ａと略同径を有する円筒体である。一対の突条５７
１Ｂは、本体部５７１Ｃの外周面に設けられ、且つ、互いに対向する位置に径外側に突出
している。円筒状突起５７１Ａは、本体部５７１Ｃの一端側から突出する、本体部５７１
Ｃよりも小径の円筒体である。円筒状突起５７１Ａの外周面には、クラッチバネ５７２が
装着される。
【０３２４】
　クラッチバネ５７２は、円環部５７２Ａと係止部５７２Ｂとを含むコイルバネである。
円環部５７２Ａは、円筒状突起５７１Ａの外周面に装着されるコイルである。係止部５７
２Ｂは、円環部５７２Ａの後端（図３２では下端）から径外側に延設された、コイルの先
端部である。円環部５７２Ａは、円環部５７２Ａの先端（図３２では上端）から後端（つ
まり、係止部５７２Ｂ）に向けて、時計回り方向に巻回されている。クラッチバネ５７２
は、円筒状突起５７１Ａの外径よりも僅かに小径となるように巻回されている。
【０３２５】
　円筒状突起５７１Ａは、円環部５７２Ａの先端側から後端側に向けて貫通するように、
僅かに拡径された円環部５７２Ａに挿入される。これにより、円環部５７２Ａがその弾性
力によって円筒状突起５７１Ａの外周面に密着し、且つ、係止部５７２Ｂが円筒状突起５
７１Ａの先端側に配置される。円環部５７２Ａの巻回方向（つまり、円環部５７２Ａの先
端から後端に向けて時計回り方向）は、平面視でのフィルムテープ５９の引き出し方向と
一致する。
【０３２６】
　クラッチバネ５７２が装着された回転部材５７１は、円筒状突起５７１Ａが下テープ支
持部６６Ｂと対向するように、第２テープスプール４１の軸孔４１Ａ内に装着される。軸
孔４１Ａの内周面における相互に対向する位置には、上下方向に延びる一対の摺動溝４１
Ｂが設けられている。軸孔４１Ａ内では、回転部材５７１の各突条５７１Ｂが、第２テー
プスプール４１の各摺動溝４１Ｂにそれぞれ嵌まる。
【０３２７】
　これにより、突条５７１Ｂと摺動溝４１Ｂとが協動して、回転部材５７１が第２テープ
スプール４１と一体に回転可能となる。さらに、第２テープスプール４１に装着された回
転部材５７１（詳細には、円筒状突起５７１Ａの軸孔）に、下テープ支持部６６Ｂの支持
軸５８４が挿入される。これにより、第２テープスプール４１が、回転部材５７１を介し
て、支持軸５８４を中心に回転可能となる。
【０３２８】
　図３３および図３４に示すように、回転部材５７１に支持軸５８４が挿入された状態で
は、円筒状突起５７１Ａが下基部５８３の上端面に対向する。クラッチバネ５７２は、円
環部５７２Ａが密着している円筒状突起５７１Ａと、複数の係止突起５８５との間に配設
される。係止部５７２Ｂは、複数の係止溝５８６の一つに係止される。先述のように、円
環部５７２Ａの巻回方向は、フィルムテープ５９の引き出し方向（時計回り方向）と一致
している。そのため、円環部５７２Ａは、平面視で時計回り方向の回転力が作用した場合
には拡径し、平面視で反時計回り方向の回転力が作用した場合には縮径する。
【０３２９】
　下基部５８３の上端面には、複数の拡径防止体５８７が設けられている。各拡径防止体
５８７は、支持軸５８４と対向する各係止突起５８５の面に沿って立設された、小径の略
円柱体である。言い換えると、複数の拡径防止体５８７は、平面視で支持軸５８４を中心
として放射状に設けられ、且つ、複数の係止突起５８５の若干内側に設けられている。円
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環部５７２Ａは、平面視で複数の拡径防止体５８７の内側に位置する。円環部５７２Ａは
、所定幅まで拡径すると複数の拡径防止体５８７に接触するため、所定幅以上に拡径する
ことが規制される。円環部５７２Ａが複数の拡径防止体５８７に接触する大きさまで拡径
すると、円環部５７２Ａと円筒状突起５７１Ａとの密接状態が解除される。
【０３３０】
　フィルムテープ５９の引き出しによって第２テープスプール４１が時計回り方向に回転
すると、第２テープスプール４１を介して回転部材５７１に時計回り方向の回転力が作用
する。このとき、係止部５７２Ｂが係止溝５８６に係止されていることによって、円筒状
突起５７１Ａと円環部５７２Ａとの間に摺動摩擦が生じ、円環部５７２Ａに時計回り方向
のトルクが加えられる。これにより、円環部５７２Ａは巻き戻されて拡径し、円筒状突起
５７１Ａと円環部５７２Ａとの間に生じる摺動摩擦が小さくなる。円環部５７２Ａが複数
の拡径防止体５８７に接触する所定幅まで拡径すると、クラッチバネ５７２と第２テープ
スプール４１との連結が解除される。このとき、クラッチバネ５７２が第２テープスプー
ル４１に付与する回転負荷は相対的に小さいため、第２テープスプール４１はスムーズに
回転可能となる。
【０３３１】
　これにより、第２テープスプール４１は、フィルムテープ５９の引き出し方向に回転し
ているときに、クラッチバネ５７２によって定量的で安定した回転負荷（つまり、負荷ト
ルク）が付与される。そのため、フィルムテープ５９へ安定したバックテンションが付与
されて、第２テープスプール４１から引き出される単位時間当たりのフィルムテープ５９
の量を安定させることができる。ひいては、印字動作時におけるフィルムテープ５９の走
行を安定させて、フィルムテープ５９の走行不良に起因する印字品質の劣化を抑制できる
。
【０３３２】
　一方、第２テープスプール４１をフィルムテープ５９の引き出し方向とは反対方向（つ
まり、反時計回り方向）に回転させる外力が加えられると、第２テープスプール４１を介
して回転部材５７１に反時計回り方向の回転力が作用する。このとき、円筒状突起５７１
Ａと円環部５７２Ａとの間に生じる摺動摩擦によって、円環部５７２Ａに反時計回り方向
のトルクが加えられる。これにより、円環部５７２Ａは巻き込まれて縮径し、円筒状突起
５７１Ａと円環部５７２Ａとの間に生じる摺動摩擦が大きくなる。つまり、クラッチバネ
５７２と第２テープスプール４１とが連結されて、第２テープスプール４１に相対的に大
きな回転負荷が付与される。これにより、フィルムテープ５９が引き出し方向とは反対方
向に回転することが規制される。
【０３３３】
　円環部５７２Ａは、複数の拡径防止体５８７に接触する所定幅（第２テープスプール４
１の回転がスムーズになるという条件を満たす拡径幅）まで拡径可能である。複数の拡径
防止体５８７によって、円環部５７２Ａの過剰な拡径が規制される。この場合、円環部５
７２Ａが拡径状態から縮径状態に戻ったときに、円環部５７２Ａが反転する程度が小さく
なるため、第２テープスプール４１が反転する作用も小さくなる。したがって、円環部５
７２Ａが拡径状態から縮径状態に戻ったときに、第２テープスプール４１から既に引き出
されたフィルムテープ５９がカセットケース３１内に引き戻されにくくなる。
【０３３４】
　図３３に示すように、上テープ支持部６６Ａの上基部５８１は、第１径部５８１Ａと、
第２径部５８１Ｂと、テーパ部５８１Ｃとを含む。第１径部５８１Ａは、上板３０５から
下方に突出した、第２テープスプール４１の軸孔よりも若干外径が小さい円筒部である。
テーパ部５８１Ｃは、第１径部５８１Ａから下方に延びる円錐状の筒部であって、下方に
向けて外径が漸減している。第２径部５８１Ｂは、テーパ部５８１Ｃから下方に延びる有
底の円筒部であって、第１径部５８１Ａの外径よりも小径である。第２径部５８１Ｂの下
端面に、先述の円筒部５８２が形成されている。
【０３３５】
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　下テープ支持部６６Ｂの下基部５８３は、第１径部５８３Ａと、第２径部５８３Ｂと、
テーパ部５８３Ｃとを含む。第１径部５８３Ａは、底板３０６から上方に突出した、第２
テープスプール４１の軸孔とほぼ同径の外径を有する円筒部である。テーパ部５８３Ｃは
、第１径部５８３Ａから上方に延びる円錐状の筒部であって、上方に向けて外径が漸減し
ている。第２径部５８３Ｂは、テーパ部５８３Ｃから上方に延びる有底の円筒部であって
、第１径部５８３Ａの外径よりも小径である。第２径部５８３Ｂの上端面に、先述の支持
軸５８４が形成されている。
【０３３６】
　先述したように、下基部５８３の第１径部５８３Ａは、第２テープスプール４１の軸孔
とほぼ同径である。そのため、第２テープスプール４１の軸孔内に挿入される下テープ支
持部６６Ｂのうち、第１径部５８３Ａのみが第２テープスプール４１の内壁に接触して下
端側を回転支持する。一方、上基部５８１の第１径部５８１Ａは、第２テープスプール４
１の軸孔よりも若干小径である。そのため、第２テープスプール４１の軸孔内に挿入され
る上テープ支持部６６Ａは、その全体が第２テープスプール４１の内壁に接触しない。た
だし、第２テープスプール４１が回転によって外周側に偏った場合には、上テープ支持部
６６Ａのうち第１径部５８１Ａのみが第２テープスプール４１の内壁に接触して、第２テ
ープスプール４１の上端側を回転支持する。
【０３３７】
　これにより、第２テープスプール４１と上テープ支持部６６Ａおよび下テープ支持部６
６Ｂとの接触面積を最小限に抑えることができ、第２テープスプール４１の回転負荷を小
さくできる。第２テープスプール４１の回転負荷を小さくするためのグリスの塗布が不要
となるため、第２テープスプール４１のリサイクル性を高めることができる。
【０３３８】
　ところで、上ケース３１１と下ケース３１２は別部品であるため、それぞれ別々の金型
で成型されたのち、作業者によって組み付けられる。このとき、上テープ支持部６６Ａお
よび下テープ支持部６６Ｂの製造精度や組み付け誤差などによって、第１径部５８１Ａの
軸線と第１径部５８３Ａの軸線とが正確に一致しないことがある。言い換えると、カセッ
トケース３１内で、第１径部５８１Ａと第１径部５８３Ａとが正確に上下方向に対向しな
いことがある。
【０３３９】
　この場合、第１径部５８１Ａが第２テープスプール４１の上端側に付与する回転負荷と
、第１径部５８３Ａが第２テープスプール４１の下端側に付与する回転負荷とに差が生じ
て、第２テープスプール４１の回転むらの原因となるおそれがある。その対策として、従
来のテープカセットの製造工程では、上テープ支持部６６Ａおよび下テープ支持部６６Ｂ
の製造精度や組み付け誤差を、作業者が厳密に管理していた。
【０３４０】
　本実施形態では、上テープ支持部６６Ａの第１径部５８１Ａが、下テープ支持部６６Ｂ
の第１径部５８３Ａよりも外径が若干小さい。言い換えると、第２テープスプール４１の
軸孔内で、第１径部５８１Ａは周方向の遊びを有する。第１径部５８１Ａの軸線と第１径
部５８３Ａの軸線とが正確に一致しない場合でも、第１径部５８１Ａが第２テープスプー
ル４１の上端側に付与する摺動負荷は小さい。
【０３４１】
　よって、上テープ支持部６６Ａおよび下テープ支持部６６Ｂの製造精度や組み付け誤差
などが生じた場合でも、第１径部５８３Ａが第２テープスプール４１の回転を適切に支持
できる。ひいては、第２テープスプール４１の回転むらの発生を抑制でき、且つ、上記の
ような製造精度や組み付け誤差を管理する作業者の負担を軽減できる。
【０３４２】
　下基部５８３の第１径部５８３Ａは第２テープスプール４１の軸孔とほぼ同径であるた
め、第２テープスプール４１の回転時に発生する下テープ支持部６６Ｂの振動が小さい。
一方、上基部５８１の第１径部５８１Ａは第２テープスプール４１の軸孔よりも小さいた
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め、第２テープスプール４１の回転時に発生する上テープ支持部６６Ａの振動が大きい。
よって、第２テープスプール４１に装着された回転部材５７１のクラッチバネ５７２は、
上テープ支持部６６Ａよりも下テープ支持部６６Ｂに連結されることが好適である。
【０３４３】
　下テープ支持部６６Ｂの下基部５８３には、支持軸５８４、係止突起５８５および係止
溝５８６が設けられている。第２テープスプール４１に装着された回転部材５７１のクラ
ッチバネ５７２は、下テープ支持部６６Ｂに連結される。これにより、第２テープスプー
ル４１の回転時に生じる回転部材５７１の振動も抑制できるため、クラッチバネ５７２が
付与する回転負荷にむらが発生することを抑制できる。ひいては、第２テープスプール４
１の回転を安定させることができる。
【０３４４】
　図１５～図１７、図２９、図３２～図３４を参照して、リボン支持孔６７およびリボン
スプール４２について説明する。図１７および図２９に示すように、第１リボン領域４２
０に収納されたリボンスプール４２は、リボン支持孔６７を介して回転可能に支持されて
いる。リボンスプール４２は、テープ幅とほぼ同一の高さを有する円筒体である。リボン
スプール４２の外周面には、未使用のインクリボン６０が巻回されている。
【０３４５】
　図１５、図１６および図３２に示すように、リボン支持孔６７は、上板３０５の下面側
に設けられた上リボン支持部６７Ａと、底板３０６の上面側に設けられた下リボン支持部
６７Ｂとを含む。上リボン支持部６７Ａおよび下リボン支持部６７Ｂは、カセットケース
３１の上下方向に対応する位置に設けられ、互いに連結されている。
【０３４６】
　図３２に示すように、上リボン支持部６７Ａは、上基部５９１と、円筒部５９２と、複
数の係止突起５９３と、複数の係止溝５９４とを含む。上基部５９１は、上板３０５から
下方に突出して下端面を有する円筒体である。上基部５９１は、リボンスプール４２の軸
孔４２Ａに上方から挿入される。円筒部５９２は、上基部５９１の下端面中央から下方に
突出する小径の円筒体であり、上下方向に貫通する軸孔を有する。複数の係止突起５９３
は、上基部５９１の下端面の周縁に沿って、平面視で円筒部５９２を中心として放射状に
配置される複数の角柱体である。複数の係止溝５９４は、隣り合う係止突起５９３の間に
それぞれ形成される複数の溝部である。
【０３４７】
　下リボン支持部６７Ｂは、下基部５９５と支持軸５９６とを含む。下基部５９５は、底
板３０６から上方に突出して上端面を有する円筒体である。下基部５９５は、リボンスプ
ール４２の軸孔４２Ａに下方から挿入される。支持軸５９６は、下基部５９５の上端面中
央に立設された小径の軸体であり、上端部が円筒部５９２の軸孔に嵌め込まれる。
【０３４８】
　本実施形態では、第２テープ支持孔６６とリボン支持孔６７とが、ほぼ同様の連結構造
を有する。そのため、支持軸５８４、５９６の軸径、円筒部５８２、５９２の孔径、複数
の係止突起５８５、５９３（つまり、係止溝５８６、５９４）の数量、形状、位置関係な
どが、互いに共通である。リボンスプール４２は、第２テープスプール４１とほぼ同一の
構成を有している。そのため、軸孔４１Ａ、４２Ａの形状及び孔径は互いに共通であり、
軸孔４２Ａの内周面にも摺動溝４１Ｂと同様の摺動溝４２Ｂが設けられている。ただし、
第２テープ支持孔６６では係止突起５８５および係止溝５８６が下ケース３１２に設けら
れているのに対し、リボン支持孔６７では係止突起５９３および係止溝５９４が上ケース
３１１に設けられている点で異なる。
【０３４９】
　リボンスプール４２に装着される回転部材５７１およびクラッチバネ５７２は、第２テ
ープスプール４１に装着される回転部材５７１およびクラッチバネ５７２と共通部品であ
る。第２テープスプール４１に装着される場合と同様に、クラッチバネ５７２が装着され
た回転部材５７１は、リボンスプール４２の軸孔４２Ａに装着される。軸孔４２Ａ内では
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、回転部材５７１の各突条５７１Ｂが、リボンスプール４２の各摺動溝４２Ｂにそれぞれ
嵌まる。リボンスプール４２に装着された回転部材５７１（詳細には、円筒状突起５７１
Ａの軸孔）に、下リボン支持部６７Ｂの支持軸５９６が挿入される。
【０３５０】
　ただし、クラッチバネ５７２が装着された回転部材５７１は、円筒状突起５７１Ａが上
リボン支持部６７Ａと対向するように、軸孔４２Ａ内に装着される。つまり、回転部材５
７１およびクラッチバネ５７２は、第２テープスプール４１に装着される場合とは上下方
向を逆にしてリボンスプール４２に装着される。これにより、円環部５７２Ａの巻回方向
（つまり、円環部５７２Ａの先端から後端に向けて時計回り方向）は、底面視でのインク
リボン６０の引き出し方向（時計回り方向）と一致する。すなわち、円環部５７２Ａの巻
回方向は、平面視でのインクリボン６０の引き出し方向（反時計回り方向）と一致する。
【０３５１】
　回転部材５７１に支持軸５９６が挿入された状態では、円筒状突起５７１Ａは上基部５
９１の下端面に対向する。クラッチバネ５７２は、円環部５７２Ａが密着している円筒状
突起５７１Ａと、複数の係止突起５９３との間に配設される。係止部５７２Ｂが、複数の
係止溝５９４の一つに係止される。先述のように、円環部５７２Ａの巻回方向は、インク
リボン６０の引き出し方向（反時計回り方向）と一致する。そのため、円環部５７２Ａは
、平面視で反時計回り方向の回転力が作用した場合には拡径し、平面視で時計回り方向の
回転力が作用した場合には縮径する。
【０３５２】
　インクリボン６０の引き出しによってリボンスプール４２が反時計回り方向に回転する
と、第２テープスプール４１が時計回り方向に回転されるときと同様に、円環部５７２Ａ
の拡径によってリボンスプール４２がスムーズに回転可能となる。一方、リボンスプール
４２をインクリボン６０の引き出し方向とは反対方向（つまり、時計回り方向）に回転さ
せる外力が加えられると、第２テープスプール４１が反時計回り方向に回転されるときと
同様に、円環部５７２Ａの縮径によってリボンスプール４２に大きな回転負荷が付与され
る。
【０３５３】
　本実施形態では、上リボン支持部６７Ａの上基部５９１は、先述の上基部５８１と同様
の構成であり、第１径部５９１Ａ、第２径部５９１Ｂおよびテーパ部５９１Ｃを有する（
図３３参照）。下リボン支持部６７Ｂの下基部５９５は、先述の下基部５８３と同様の構
成であり、第１径部５９５Ａ、第２径部５９５Ｂおよびテーパ部５９５Ｃを有する（図３
３参照）。ただし、上基部５９１の第１径部５９１Ａは、リボンスプール４２の軸孔とほ
ぼ同径の外径を有する円筒部である。下基部５９５の第１径部５９５Ａは、リボンスプー
ル４２の軸孔よりも若干外径が小さい円筒部である。
【０３５４】
　リボンスプール４２の軸孔内に挿入される上リボン支持部６７Ａのうち、第１径部５９
１Ａのみがリボンスプール４２の内壁に接触して上端側を回転支持する。一方、リボンス
プール４２の軸孔内に挿入される下リボン支持部６７Ｂは、その全体がリボンスプール４
２の内壁に接触しない。ただし、リボンスプール４２が回転によって外周側に偏った場合
には、下リボン支持部６７Ｂのうち第１径部５９５Ａのみがリボンスプール４２の内壁に
接触して、リボンスプール４２の下端側を回転支持する。
【０３５５】
　これにより、リボンスプール４２と上リボン支持部６７Ａおよび下リボン支持部６７Ｂ
との接触面積を最小限に抑えることができ、リボンスプール４２の回転負荷を小さくでき
る。リボンスプール４２の回転負荷を小さくするためのグリスの塗布が不要となるため、
リボンスプール４２のリサイクル性を高めることができる。
【０３５６】
　上基部５９１の第１径部５９１Ａはリボンスプール４２の軸孔とほぼ同径であるため、
リボンスプール４２の回転時に発生する上リボン支持部６７Ａの振動が小さい。一方、下
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基部５９５の第１径部５９５Ａはリボンスプール４２の軸孔よりも小さいため、リボンス
プール４２の回転時に発生する下リボン支持部６７Ｂの振動が大きい。よって、リボンス
プール４２に装着された回転部材５７１のクラッチバネ５７２は、下リボン支持部６７Ｂ
よりも上リボン支持部６７Ａに連結されることが好適である。
【０３５７】
　上リボン支持部６７Ａの上基部５９１には、円筒部５９２、係止突起５９３および係止
溝５９４が設けられている。リボンスプール４２に装着された回転部材５７１のクラッチ
バネ５７２は、上リボン支持部６７Ａに連結される。これにより、リボンスプール４２の
回転時に生じる回転部材５７１の振動も抑制できるため、クラッチバネ５７２が付与する
回転負荷にむらが発生することが抑制できる。ひいては、リボンスプール４２の回転を安
定させることができる。
【０３５８】
　図３２～図３４を参照して、テープカセット３０の製造時に、第２テープスプール４１
およびリボンスプール４２をカセットケース３１に組み付ける方法について説明する。ま
ず作業者は、フィルムテープ５９が巻回された第２テープスプール４１を、第２下テープ
領域４１０Ｂに収納する。このとき、作業者は下ケース３１２の支持軸５８４を、第２テ
ープスプール４１の軸孔４１Ａに挿入する。
【０３５９】
　次に、作業者はクラッチバネ５７２が装着された回転部材５７１を、第２テープスプー
ル４１の軸孔４１Ａ内に装着する。このとき、作業者は、各突条５７１Ｂを各摺動溝４１
Ｂに挿入し、且つ、支持軸５８４を円筒状突起５７１Ａの軸孔に挿入する。ただし、作業
者は、円筒状突起５７１Ａ（つまり、クラッチバネ５７２）が下向きとなるように、回転
部材５７１を軸孔４１Ａ内に装着する。すると、軸孔４１Ａ内では係止部５７２Ｂがいず
れかの係止溝５８６に係止されるため、フィルムテープ５９にバックテンションが付与さ
れる。よって、下ケース３１２に上ケース３１１が組み付けられる前であっても、第２テ
ープスプール４１に巻回されているフィルムテープ５９が外周側に膨らむことを抑制でき
る。
【０３６０】
　一方、作業者は、インクリボン６０が巻回されたリボンスプール４２を、第１下リボン
領域４２０Ｂに収納する。このとき、下ケース３１２の支持軸５９６を、リボンスプール
４２の軸孔４２Ａに挿入する。
【０３６１】
　次に、作業者は、クラッチバネ５７２が装着された回転部材５７１を、リボンスプール
４２の軸孔４２Ａ内に装着する。このとき、作業者は、各突条５７１Ｂを各摺動溝４２Ｂ
に挿入し、且つ、支持軸５９６を円筒状突起５７１Ａに挿入する。ただし、作業者は、円
筒状突起５７１Ａ（つまり、クラッチバネ５７２）が上向きとなるように、回転部材５７
１を軸孔４２Ａ内に装着する。言い換えると、作業者は、クラッチバネ５７２が装着され
た回転部材５７１を、第２テープスプール４１およびリボンスプール４２に対して、各々
の上下方向が反転するように装着する。
【０３６２】
　下ケース３１２に上ケース３１１が組み付けられる前の状態では、係止部５７２Ｂが係
止溝５９４に係止されていないため、インクリボン６０にバックテンションは付与されな
い。しかしながら、インクリボン６０は、フィルムテープ５９等よりも厚みが小さく、且
つ、材料成分として磁性体を含有している。そのため、インクリボン６０は、静電気の影
響等を受けて巻回状態が維持されやすい。つまり、リボンスプール４２に巻回されている
インクリボン６０は、バックテンションの付与がなくても外周側への膨らみが発生しにく
い。
【０３６３】
　最後に、作業者は上ケース３１１を下ケース３１２に組み付けて、下ケース３１２の支
持軸５８４、５９６の上端部を、上ケース３１１の円筒部５８２、５９２の軸孔にそれぞ
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れ嵌め込む。軸孔４２Ａ内では係止部５７２Ｂがいずれかの係止溝５９４に係止されるた
め、インクリボン６０にもバックテンションが付与される。このように、上ケース３１１
および下ケース３１２が組み付けられる際に、フィルムテープ５９およびインクリボン６
０がバラけにくいため、カセットケース３１の組付け性を向上させることができる。
【０３６４】
　フィルムテープ５９およびインクリボン６０にそれぞれバックテンションを付与するた
めのブレーキ部材（回転部材５７１およびクラッチバネ５７２）を共通の構成にすること
で、テープカセット３０の設計・製造を容易にすることができる。特に、ブレーキ部材を
同一部品とすることで、ブレーキ部材の部品管理を容易にすることができる。第２テープ
スプール４１およびリボンスプール４２に対するブレーキ部材の組付け誤りを抑制できる
。ブレーキ部材は回転部材５７１およびクラッチバネ５７２からなる簡易な構造であるた
め、ブレーキ部材の部品組立を容易にすることができる。
【０３６５】
　第２テープスプール４１がフィルムテープ５９の引き出し方向に回転される場合には、
フィルムテープ５９がスムーズに引き出される。このとき、フィルムテープ５９が過剰に
引き出されない程度に、フィルムテープ５９に小さなバックテンションが付与される。第
２テープスプール４１がフィルムテープ５９の引き出し方向とは反対方向に回転される場
合には、第２テープスプール４１の回転を規制するように、フィルムテープ５９に大きな
バックテンションが付与される。よって、フィルムテープ５９を安定的に搬送でき、且つ
、フィルムテープ５９における皺や弛みの発生を抑制できる。
【０３６６】
　リボンスプール４２がインクリボン６０の引き出し方向に回転される場合には、インク
リボン６０がスムーズに引き出される。このとき、インクリボン６０が過剰に引き出され
ない程度に、インクリボン６０に小さなバックテンションが付与される。リボンスプール
４２がインクリボン６０の引き出し方向とは反対方向に回転される場合には、リボンスプ
ール４２の回転を規制するように、インクリボン６０に大きなバックテンションが付与さ
れる。よって、インクリボン６０を安定的に搬送でき、且つ、インクリボン６０における
皺や弛みの発生を抑制できる。
【０３６７】
　本実施形態では、屈曲部５３３にコロ部材５３５が設けられているので（図５～図８、
図２９参照）、テープ搬送経路上でテープに加えられる負荷が低減されている。したがっ
て、ブレーキ部材に起因するバックテンションを、フィルムテープ５９に対して安定的に
付与できる。さらに、フィルムテープ５９およびインクリボン６０は互いの搬送方向が逆
方向であって、それぞれ印字位置まで分離した状態で搬送される。
【０３６８】
　したがって、第２テープ領域４１０と第１リボン領域４２０とが隣接している場合でも
、フィルムテープ５９およびインクリボン６０が互いの搬送に引きずられにくい。フィル
ムテープ５９およびインクリボン６０にそれぞれ付与されるバックテンションが相互に干
渉することを抑制でき、ひいてはフィルムテープ５９およびインクリボン６０を安定的に
搬送できる。
【０３６９】
　ところで、例えばユーザの不正な操作によって、アーム部３４の排出口３４１から排出
されたテープが、排出口３４１からアーム部３４内に誤って押し込まれることがある。こ
の場合、排出口３４１から押しこまれたテープが許容量を越えてしまうと、カセットケー
ス３１内で逆流するおそれがある。そうすると、逆流したテープが第１リボン領域４２０
の近傍や第２テープ領域４１０内で広がってしまい、ジャムを生じる可能性がある。
【０３７０】
　本実施形態では、第１リボン領域４２０の近傍には、先述の規制リブ５３２（図５～図
８、図２９参照）が設けられている。排出口３４１からテープが押し込まれた場合には、
逆流したテープが第１リボン領域４２０の近傍で広がることが、規制リブ５３２によって
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抑制される。これに伴って、逆流したテープが第２テープ領域４１０内に進入することも
抑制される。したがって、排出口３４１からテープが押し込まれたことに起因するジャム
の発生を抑制できる。
【０３７１】
　図１５～図１７、図２９および図３５を参照して、巻取スプール支持孔６８およびリボ
ン巻取スプール４４について説明する。図１７および図２９に示すように、リボン巻取ス
プール４４は、第２リボン領域４４０に収納された状態で、巻取スプール支持孔６８を介
して回転可能に支持されている。図１５、図１６および図３５に示すように、巻取スプー
ル支持孔６８は、上板３０５に形成された開口部６８Ａと、底板３０６に形成された開口
部６８Ｂとを含む。開口部６８Ａおよび開口部６８Ｂは、カセットケース３１の上下方向
に対応する位置に設けられた貫通孔である。
【０３７２】
　図３５に示すように、リボン巻取スプール４４は、カセットケース３１の高さとほぼ等
しい高さを有する円筒体である。リボン巻取スプール４４の上端縁および下端縁には、そ
れぞれ径外方向の全周に亘って突出するフランジ状の支持部４４Ｅが設けられている。上
側の支持部４４Ｅと下側の支持部４４Ｅとの上下方向長さは、インクリボン６０の幅とほ
ぼ等しい。リボン巻取スプール４４の外周面のうち、上側の支持部４４Ｅと下側の支持部
４４Ｅとの間に、使用済みのインクリボン６０が巻回される。
【０３７３】
　カセットケース３１の内部では、リボン巻取スプール４４の上端部４４Ａが開口部６８
Ａに嵌め込まれ、且つ、下端部４４Ｂが開口部６８Ｂに嵌め込まれている。リボン巻取ス
プール４４の上端縁では、支持部４４Ｅが上板３０５の下面に当接しているので、リボン
巻取スプール４４の上方向への移動が規制される。リボン巻取スプール４４の下端縁では
、底板３０６の上面に支持部４４Ｅが当接しているので、リボン巻取スプール４４の下方
向への移動が規制される。これにより、リボン巻取スプール４４は、上端部４４Ａおよび
下端部４４Ｂにて回転可能に支持される。
【０３７４】
　リボン巻取スプール４４の内部には、上下方向に貫通する軸孔４４Ｃが形成されている
。リボン巻取スプール４４の内周面（つまり、軸孔４４Ｃを形成する内壁）には、下端部
から上方に延びる複数のリブ４４Ｄが設けられている。テープカセット３０がカセット装
着部８に装着されると、リボン巻取軸９５（図４５参照）が開口部６８Ｂを介して軸孔４
４Ｃに挿入される。軸孔４４Ｃ内では、複数のカム部材９５Ａ（図４５参照）が、複数の
リブ４４Ｄに噛み合う。これにより、リボン巻取軸９５の回転がリボン巻取スプール４４
に伝達される。なお、軸孔４４Ｃの径は、リボン巻取軸９５の軸径よりも若干大きい。そ
のため、軸孔４４Ｃの内部に挿入されたリボン巻取軸９５は、周方向の遊びが若干大きい
。
【０３７５】
　図１６および図３５に示すように、リボン巻取スプール４４の下端部には、クラッチバ
ネ３４０が設けられている。クラッチバネ３４０は、下側の支持部４４Ｅの直下に巻回さ
れている。クラッチバネ３４０から径外側に突出するコイルの先端部は、バネ端部３４０
Ａである。バネ端部３４０Ａは、下ケース３１２のバネ装着溝３２８に嵌め込まれている
。バネ装着溝３２８は、底板３０６に形成された溝部であり、開口部６８Ｂから右側後方
（図３５では左上方向）に延びている。
【０３７６】
　図１８および図２０に示すように、下ケース３１２の内側には、バネ装着溝３２８をま
たいで底板３０６から上方に延びるバネ固定壁３２９が立設されている。バネ固定壁３２
９には、バネ装着溝３２８から上方に延びる溝部３２９Ａが形成されている。バネ固定壁
３２９と、バネ固定壁３２９の右端部から後方に延びる壁部と、バネ固定壁３２９の左端
部から右方向に延びる壁部とで囲まれた、平面視で三角形状の領域がバネ固定部３４５で
ある。
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【０３７７】
　リボン巻取スプール４４の取り付け時には、バネ端部３４０Ａは溝部３２９Ａを介して
上方からバネ装着溝３２８に装着される。バネ端部３４０Ａの先端部は上方に向けて屈曲
している。バネ端部３４０Ａの屈曲した先端部が、バネ固定部３４５内で固定される。ク
ラッチバネ３４０は、リボン巻取スプール４４をインクリボン６０の巻き取り方向とは反
対方向（時計回り方向）に回転させる外力が加えられると、リボン巻取スプール４４に大
きな回転負荷を付与する。
【０３７８】
　バネ固定部３４５は、第１下リボン領域４２０Ｂの後側、且つ、第２下リボン領域４４
０Ｂの右後側に設けられている。つまり、バネ固定部３４５は、リボンスプール４２から
引き出されたインクリボン６０の搬送経路（つまり、第１下リボン領域４２０Ｂの左方向
）、および、リボン巻取スプール４４に巻き取られるインクリボン６０の搬送経路（つま
り、第２下リボン領域４４０Ｂの左下方向）とは異なる位置に設けられている。したがっ
て、作業者が下ケース３１２にリボン巻取スプール４４を着脱する際に、バネ端部３４０
Ａがインクリボン６０に接触して傷つけるおそれを低減できる。
【０３７９】
　下ケース３１２にリボン巻取スプール４４が取り付けられると、バネ固定部３４５によ
ってバネ端部３４０Ａの先端部が固定される。これにより、上ケース３１１が組み付けら
れていない状態でも、下ケース３１２に装着されたリボン巻取スプール４４の立設状態を
安定させることができる。したがって、第２下リボン領域４４０Ｂに取り付けられたリボ
ン巻取スプール４４が、上ケース３１１が組み付けられる前に倒れてしまうことを抑制で
きる。
【０３８０】
　さらに、図１８～図２０および図２９に示すように、隔離壁４８の右端部に連続して、
装着案内壁３３５が立設されている。装着案内壁３３５は、第２下リボン領域４４０Ｂの
左側に隣接して、底板３０６から上方に延びている。装着案内壁３３５は、下ケース３１
２および上ケース３１１が接合された状態で上板３０５に接触する高さ位置まで延びてい
る。装着案内壁３３５は、リボン巻取スプール４４が第２リボン領域４４０に取り付けら
れた状態で、リボン巻取スプール４４の外周縁の一部（詳細には、支持部４４Ｅの一部）
に沿っている。
【０３８１】
　作業者がリボン巻取スプール４４を下ケース３１２に取り付ける場合には、リボン巻取
スプール４４が装着案内壁３３５に沿って第２下リボン領域４４０Ｂ内に案内される。第
２下リボン領域４４０Ｂに取り付けられたリボン巻取スプール４４は、上ケース３１１が
組み付けられていない状態でも、装着案内壁３３５によって立設状態が安定する。したが
って、第２下リボン領域４４０Ｂに取り付けられたリボン巻取スプール４４が、上ケース
３１１が組み付けられる前に倒れてしまうことをさらに抑制できる。
【０３８２】
　さらに、装着案内壁３３５は、第１下テープ領域４００Ｂの右前側に隣接して設けられ
ている。第１テープスプール４０に巻回されている両面粘着テープ５８の両端面には、先
述のスペーサ９８０が貼着されている。第１テープ領域４００内では、装着案内壁３３５
がスペーサ９８０の周縁に隣接している。第１テープスプール４０に巻回された両面粘着
テープ５８が、第１テープ領域４００内で前後左右方向に移動すると、装着案内壁３３５
がスペーサ９８０の周縁に接触する。
【０３８３】
　これにより、例えばテープカセット３０に振動や傾斜が生じた場合でも、両面粘着テー
プ５８に貼着されたスペーサ９８０の位置ずれが抑制される。スペーサ９８０が他の領域
（具体的には、第２リボン領域４４０や第２テープ領域４１０など）に進入することが抑
制される。つまり、スペーサ９８０が他のスプール（具体的には、リボン巻取スプール４
４や第２テープスプール４１など）に接触するのが抑制される。ひいては、リボン巻取ス
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プール４４などの回転不良を抑制できる。
【０３８４】
　装着案内壁３３５に対して第１下テープ領域４００Ｂの平面中心（詳細には、開口部６
５Ｂ）を挟んだ反対側、すなわち第１下テープ領域４００Ｂの左後側には、先述の第１周
辺壁７０が設けられている。第１周辺壁７０は、第１下テープ領域４００Ｂの外周縁の一
部に沿って設けられ、且つ、下ケース３１２および上ケース３１１が接合された状態で上
板３０５に接触する高さ位置まで延びている。第１テープスプール４０に巻回された両面
粘着テープ５８が、第１テープ領域４００内で前後左右方向に移動すると、第１周辺壁７
０もスペーサ９８０の周縁に接触する。
【０３８５】
　つまり、第１テープ領域４００では、装着案内壁３３５および第１周辺壁７０によって
、両面粘着テープ５８に貼着されたスペーサ９８０の位置ずれが抑制される。したがって
、リボン巻取スプール４４などの回転不良をより確実に抑制できる。さらに、作業者は、
装着案内壁３３５および第１周辺壁７０に沿って両面粘着テープ５８に貼着されたスペー
サ９８０を移動させるだけで、両面粘着テープ５８が巻回された第１テープスプール４０
を第１テープ領域４００の適正位置に配置できる。
【０３８６】
　図１５、図１６および図３６を参照して、ガイド孔４７について説明する。図１５、図
１６および図３６に示すように、ガイド孔４７は、カセットケース３１の第２角部３２２
に設けられた、カセットケース３１の上下方向に貫通する孔部である。ガイド孔４７は、
開口部４７Ａ、開口部４７Ｂ、および軸孔４７Ｃを含む。開口部４７Ａおよび開口部４７
Ｂは、カセットケース３１の上下方向に対応する位置に設けられた貫通孔である。
【０３８７】
　図３６に示すように、開口部４７Ａは、第２角部３２２の上面（つまり、第２角部３２
２における上板３０５）に形成されている。開口部４７Ｂは、第２角部３２２の下面（つ
まり、第２角部３２２における底板３０６）に形成されている。下ケース３１２には、開
口部４７Ｂから上方に延びる円筒状の筒壁部５８９が設けられている。カセットケース３
１の内部では、筒壁部５８９の上端が開口部４７Ａに接続されている。軸孔４７Ｃは、筒
壁部５８９の内部で上下方向に延び、開口部４７Ａ，４７Ｂを連通させる。
【０３８８】
　先述したように、本実施形態のガイド孔４７は、平面視で、分割線Ｋに沿った開口幅を
長径、かつ、仮想線Ｇに沿った開口幅を短径とする長孔である（図１５参照）。ただし、
ガイド孔４７は、丸孔、楕円形状孔、長孔などに例示される任意の開口形状で構成しても
よい。
【０３８９】
　図１５および図１７を参照して、テープカセット３０に設けられた各部の位置関係につ
いて説明する。図１５において斜めに引かれた二点鎖線は、後述する分割線Ｋを示してい
る。先述のローラ支持孔６４、ガイド孔４７、第１テープ支持孔６５、巻取スプール支持
孔６８、ヘッド挿入部３９は、カセット装着部８のテープ駆動軸１００、ガイド軸１２０
、補助軸１１０、リボン巻取軸９５、ヘッドホルダ７４と対向する位置にそれぞれ設けら
れている。
【０３９０】
　詳細には、ローラ支持孔６４は、テープカセット３０の第４角部３２４を含む領域Ｑ１
に形成されている。領域Ｑ１は、テープカセット３０の前部中央に設けられたヘッド挿入
部３９の左側に隣接している。言い換えると、領域Ｑ１はヘッド挿入部３９よりもテープ
搬送方向の下流側に位置している。テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置に
装着されると、第４角部３２４がカセット装着部８の領域Ｐ１（図４参照）に対向する。
【０３９１】
　ガイド孔４７は、テープカセット３０の第２角部３２２を含む領域Ｑ２に形成されてい
る。テープカセット３０を平面視した場合に、領域Ｑ２に含まれる第２角部３２２は、領
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域Ｑ１に含まれる第４角部３２４の対角に位置している。テープカセット３０がカセット
装着部８の適正位置に装着されると、第２角部３２２がカセット装着部８の領域Ｐ２（図
４参照）に対向する。
【０３９２】
　ローラ支持孔６４とガイド孔４７とを平面視で結ぶ分割線Ｋを基準としてテープカセッ
ト３０を平面視で分割した場合に、分割線Ｋよりも後側を占めるのが領域Ｑ３であり、分
割線Ｋよりも前側を占めるのが領域Ｑ４である。第１テープ支持孔６５は、平面視で三角
形状をなす領域Ｑ３の重心（つまり、領域Ｑ３を形成する３辺の中線を結ぶ交点）または
その近傍に形成される。巻取スプール支持孔６８は、平面視で三角形状をなす領域Ｑ４の
重心（つまり、領域Ｑ４を形成する３辺の中線を結ぶ交点）またはその近傍に形成される
。第１テープ支持孔６５および巻取スプール支持孔６８は、平面視で分割線Ｋを中心とし
てほぼ対称に位置している。
【０３９３】
　第２テープ支持孔６６は平面視で分割線Ｋ上に形成されており、詳細にはテープカセッ
ト３０の平面視中央とガイド孔４７との略中間に位置している。リボン支持孔６７は領域
Ｑ４に形成されており、詳細には巻取スプール支持孔６８よりもテープカセット３０の右
前側に位置している。
【０３９４】
　上記のような位置関係によって、ラミネートタイプのテープカセット３０（図５および
図６参照）の重量分布は次のようになる。第１テープ支持孔６５では、カセットケース３
１の内部で第１テープスプール４０が回転支持されている。これは、第１テープスプール
４０の回転中心（つまり、軸孔４０Ｄ）が、平面視で領域Ｑ３の範囲内に設けられている
ことを意味する。言い換えると、第１テープスプール４０に巻回されている両面粘着テー
プ５８の重心が、平面視で領域Ｑ３の範囲内に位置している。
【０３９５】
　リボン支持孔６７では、未使用のインクリボン６０が巻回されたリボンスプール４２が
回転支持されている。巻取スプール支持孔６８では、使用済みのインクリボン６０が巻回
されたリボン巻取スプール４４が回転支持されている。そのため、インクリボン６０の重
心が、平面視で領域Ｑ４の範囲内に位置している。第２テープ支持孔６６では、フィルム
テープ５９が巻回された第２テープスプール４１が回転支持されている。そのため、フィ
ルムテープ５９の重心が、平面視で分割線Ｋ上に位置している。
【０３９６】
　以上のことから、ラミネートタイプのテープカセット３０は、分割線Ｋを基準とした領
域Ｑ３の重量と領域Ｑ４の重量が近似する。さらに、テープカセット３０全体の重心が、
平面視で分割線Ｋ上またはその近傍に位置する。このような重量分布によって、テープカ
セット３０のハンドリング性を向上させることができるため、ユーザはテープカセット３
０の位置決めを正確に行うことができる。
【０３９７】
　例えば、上記のような重量分布を有するテープカセット３０を、ユーザがカセットケー
ス３１の左右両端を指で挟持しながら、上面３０１および底面３０２を略水平に維持しつ
つカセット装着部８に垂直に押し込む。このとき、テープカセット３０における重量の偏
りが少ないことと、テープカセット３０の重心が分割線Ｋ上またはその近傍に位置するこ
ととが相まって、分割線Ｋを回転中心としてテープカセット３０が傾斜することが抑制さ
れる。さらに、両面粘着テープ５８のほうがインクリボン６０よりも重量が大きい場合で
も、リボン巻取スプール４４の重みによって領域Ｑ３と領域Ｑ４との重量差がさらに小さ
くなる（つまり、テープカセット３０の重量の偏りが軽減される）。
【０３９８】
　また、レセプタタイプのテープカセット３０（図７参照）の重量分布は次のようになる
。第１テープ支持孔６５では、印字テープ５７が巻回された第１テープスプール４０が回
転支持されている。そのため、印字テープ５７の重心が、平面視で領域Ｑ３の範囲内に位
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置している。一方、インクリボン６０の重心は、ラミネートタイプのテープカセット３０
（図５および図６参照）と同様に、平面視で領域Ｑ４の範囲内に位置している。
【０３９９】
　したがって、レセプタタイプのテープカセット３０も、分割線Ｋを基準とした領域Ｑ３
と領域Ｑ４との重量が近似する。さらに、印字テープ５７のほうがインクリボン６０より
も重量が大きい場合でも、リボン巻取スプール４４の重みによって領域Ｑ３と領域Ｑ４と
の重量差がさらに小さくなる。よって、上記のラミネートタイプと同様に、テープカセッ
ト３０のハンドリング性を向上させることができる。
【０４００】
　さらに、テープカセット３０がカセット装着部８に装着される場合、テープ印字装置１
の案内軸がテープカセット３０のキャビティに挿入される。案内軸は、カセット装着部８
に設けられた軸部であって、テープカセット３０のキャビティに挿入された状態で、テー
プカセット３０を着脱方向（本実施形態では、上下方向）に案内する。キャビティは、カ
セットケース３１に設けられた開口部、孔部、凹部のいずれかであって、テープ印字装置
１の案内軸が挿入された状態で、テープカセット３０を着脱方向に案内する。
【０４０１】
　本実施形態では、テープ駆動軸１００、ガイド軸１２０および補助軸１１０を、案内軸
として例示する。ローラ支持孔６４、ガイド孔４７および第１テープ支持孔６５を、キャ
ビティとして例示する。複数の案内軸の少なくとも１つが対応するキャビティに挿入され
ることによって、テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置に案内されるが、詳
細は後述する。
【０４０２】
　図３７～図４０を参照して、アーム前面壁３５の詳細について説明する。以下の説明で
は、テープ幅が所定幅（例えば、１８ｍｍ）以上のテープカセット３０を、幅広カセット
３０という。テープ幅が所定幅未満のテープカセット３０を、幅狭カセット３０という。
図３７～図３９に示すように、本実施形態のテープカセット３０は幅広カセット３０であ
る。
【０４０３】
　図３７に示すように、アーム前面壁３５は、アーム指標部８００および係止孔８２０を
含む。アーム指標部８００は、少なくとも一の孔部を含んでテープカセット３０のテープ
種類を示す。人はアーム指標部８００を目視することでテープ種類を特定できる。テープ
カセット３０がカセット装着部８に装着された場合には、アーム検出部２００によってア
ーム指標部８００が示す情報を検出することで、テープ印字装置１がテープ種類を特定で
きる。
【０４０４】
　本実施形態では、アーム指標部８００および係止孔８２０は、アーム前面壁３５のうち
で下アーム前面壁３５Ｂに設けられている。アーム指標部８００が特定するテープ種類は
、テープ印字装置１にて適正な印字を実行するのに必要な情報（印字用情報）である。以
下、アーム前面壁３５が有する領域と、その領域内の構成とを説明する。
【０４０５】
　アーム前面壁３５は、排出口３４１に対してテープ搬送方向上流側に位置する特定領域
Ｒ０を含む。特定領域Ｒ０の左右方向長さは、排出口３４１と排出案内部４９との距離Ｌ
０以下である。排出口３４１と排出案内部４９との間では、排出口３４１から排出された
テープが印字面とは反対側の面を前方に露出しつつ排出案内部４９に向けて搬送される。
つまり、距離Ｌ０は、テープが露出される長さであるテープ露出長と同義である。本実施
形態では、排出口３４１から半円溝８４の左端までの間のアーム前面壁３５全体が、特定
領域Ｒ０である。
【０４０６】
　特定領域Ｒ０は、係止孔８２０が形成される第１領域Ｒ１と、第１領域Ｒ１以外の、ア
ーム指標部８００を含む第２領域Ｒ２とを有する。以下に、第２領域Ｒ２、第１領域Ｒ１
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の順で、各領域について説明する。
【０４０７】
　図３８に示すように、第２領域Ｒ２は、縦情報区域Ｘおよび横情報区域Ｙを含む。縦情
報区域Ｘは、テープの搬送方向と直交する方向（図３８では上下方向）に沿って延びる複
数の帯状区域である。横情報区域Ｙは、テープの搬送方向と平行（図３８では左右方向）
に延びる複数の帯状区域である。
【０４０８】
　本実施形態の縦情報区域Ｘは、５つの縦情報区域Ｘ１～Ｘ５を含む。縦情報区域Ｘ１～
Ｘ５は、排出口３４１から間隔をおいて配置され、且つ、正面視で左側から右側に向けて
等間隔で配置される。縦情報区域Ｘ１は、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５のうちでテープ搬送方向
の最下流側（つまり、最も左側）に位置している。縦情報区域Ｘ１からテープ搬送方向の
上流側（つまり、右側）に向けて、縦情報区域Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４、Ｘ５が順に設けられる
。縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の幅長（つまり、左右方向長さ）は略等しく、且つ、縦情報区域
Ｘ１～Ｘ５のうちで隣り合う縦情報区域同士は等間隔で隣接している。
【０４０９】
　本実施形態の横情報区域Ｙは、３つの横情報区域Ｙ１～Ｙ３を含む。横情報区域Ｙ１～
Ｙ３は、正面視で上側から下側に向かって並んで配置される。横情報区域Ｙ１～Ｙ３のう
ちで最も上方に位置する横情報区域Ｙ１は、その上下方向中心がアーム前面壁３５の高さ
の略中心となる位置に設けられている。横情報区域Ｙ１から下側に向かって、横情報区域
Ｙ２、Ｙ３が順に設けられる。横情報区域Ｙ１～Ｙ３の幅長（つまり、上下方向長さ）は
それぞれ略等しく、横情報区域Ｙ１～Ｙ３のうちで隣り合う横情報区域同士はほぼ等間隔
で隣接している。
【０４１０】
　図３９に示すように、本実施形態の横情報区域Ｙ１～Ｙ３のうち、上方の横情報区域Ｙ
１、Ｙ２は、アーム前面壁３５における所定の高さ寸法（以下、所定高さ）Ｔ１の範囲内
に設けられる。以下では、所定高さＴ１の範囲内の領域を、共通指標部８３１という。よ
り好適には、共通指標部８３１は、カセットケース３１の上下方向（つまり、高さ方向）
における中心線Ｎを中心とした上下方向に対称な領域である。所定高さＴ１は、テープ幅
が異なる複数のテープカセット３０の高さのうちで、最も小さい高さと等しい。一方、所
定高さＴ２（Ｔ２＞Ｔ１）の範囲内のうちで共通指標部８３１以外の領域を、拡張部８３
２という。
【０４１１】
　横情報区域Ｙ１～Ｙ３のうち最も下方に位置する横情報区域Ｙ３は、幅広カセット３０
および幅狭カセット３０によって配置が異なる。幅広カセット３０では、共通指標部８３
１と下側の拡張部８３２とにまたがって、横情報区域Ｙ３が配置される。幅狭カセット３
０では、テープカセット３０の高さは所定高さＴ１と等しいので、拡張部８３２が存在し
ない。よって、幅狭カセット３０では、共通指標部８３１の下端部、すなわちアーム前面
壁３５の下端部に沿って、横情報区域Ｙ３が配置される。
【０４１２】
　第２領域Ｒ２は、テープカセット３０がカセット装着部８に装着された場合に、アーム
検出スイッチ２１０に対向する領域である。第２領域Ｒ２には、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５を
含むアーム指標部８００が設けられる。縦情報区域Ｘ１～Ｘ５のうち少なくとも１つの区
域内には、孔部が形成される。各縦情報区域Ｘ１～Ｘ５に孔部が形成されるか否かは、印
字用情報に応じて予め定められている。アーム指標部８００は、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の
各々に孔部が形成されているか否かの組合せによって印字用情報を特定する。人は、縦情
報区域Ｘ１～Ｘ５に形成された孔部の組合せを目視することで、印字用情報を認識できる
。
【０４１３】
　本実施形態のように、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５が等間隔で配置されている場合、縦情報区
域Ｘ１～Ｘ５のなかに孔部が形成されていない区域があったとしても、人はその区域を容
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易に特定できる。つまり、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５のうちで、孔部が形成されている区域と
、孔部が形成されていない区域とを、人が目視で正確に特定できる。
【０４１４】
　縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の上下方向において孔部が形成される位置は、縦情報区域Ｘ１～
Ｘ５の各々について定められていてもよい。例えば、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５と横情報区域
Ｙ１～Ｙ３とが交差して重なり合う複数の領域（以下、重なり領域という）のうち、縦情
報区域Ｘ１～Ｘ５の各々に１つずつの重なり領域を指標部として定める。アーム指標部８
００は、この指標部に孔部が形成されているか否かの組合せによって、印字用情報を特定
してもよい。この場合、アーム検出スイッチ２１０（図１１参照）に対応する位置を指標
部として定めれば、テープ印字装置１も印字用情報を特定できる。
【０４１５】
　本実施形態では、テープカセット３０がカセット装着部８に装着された場合に、５つの
アーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅ（図１１参照）のそれぞれに対向する５つの重な
り領域が、指標部８００Ａ～８００Ｅとして機能する。詳細には、図３８に示すように、
縦情報区域Ｘ１と横情報区域Ｙ２とが交差して重なり合う領域が、アーム検出スイッチ２
１０Ａに対向する指標部８００Ａとして機能する。
【０４１６】
　縦情報区域Ｘ２と横情報区域Ｙ１とが交差して重なり合う領域が、アーム検出スイッチ
２１０Ｂに対向する指標部８００Ｂとして機能する。縦情報区域Ｘ３と横情報区域Ｙ２と
が交差して重なり合う領域が、アーム検出スイッチ２１０Ｃに対向する指標部８００Ｃと
して機能する。縦情報区域Ｘ４と横情報区域Ｙ１とが交差して重なり合う領域が、アーム
検出スイッチ２１０Ｄに対向する指標部８００Ｄとして機能する。縦情報区域Ｘ５と横情
報区域Ｙ３とが交差して重なり合う領域が、アーム検出スイッチ２１０Ｅに対向する指標
部８００Ｅとして機能する。
【０４１７】
　このように、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５には指標部が１つずつ配置される。さらに、隣り合
う縦情報区域の指標部同士は、左右方向に並ばない。つまり、指標部８００Ａ～８００Ｅ
は、ジグザグに配置されている。このような配置を採用した場合には、隣り合う縦情報区
域の指標部がいずれも孔部で構成される場合であっても、ある縦情報区域の指標部と隣り
合う縦情報区域の指標部との区別をより容易にすることができる。
【０４１８】
　図３８に示す例では、指標部８００Ａ、８００Ｃ、８００Ｄには、孔部が形成されてい
る。指標部８００Ｂ、８００Ｅは、孔部が形成されていない、アーム前面壁３５に含まれ
る面部の一部である。このように、指標部８００Ａ～８００Ｅは、各々が、人の目視によ
って識別可能な孔部または面部で構成される。さらに、これらの孔部および面部は、それ
ぞれ、後述の非押圧部８０１および押圧部８０２としてそれぞれ機能する。指標部８００
Ａ～８００Ｅとアーム検出スイッチ２１０との関係については、後で詳述する。
【０４１９】
　第１領域Ｒ１は、テープカセット３０がカセット装着部８に装着され、且つ、プラテン
ホルダ１２が印字位置に移動した場合（図６～図８参照）、係止片２２５（図１１参照）
に対向する領域である。図３９に示すように、第１領域Ｒ１は、共通指標部８３１内に設
けられる。第１領域Ｒ１には、係止片２２５が挿入される係止孔８２０が形成されている
。第１領域Ｒ１は、少なくとも係止片２２５の背面視形状に対応する領域よりも大きい。
【０４２０】
　第１領域Ｒ１は、アーム部３４の排出口３４１から間隔をおいて配置され、且つ、その
右端部が少なくとも縦情報区域Ｘ１よりもテープ搬送方向の上流側（つまり、右側）に位
置している。図３８の例では、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５のうちでテープ搬送方向の最上流側
に位置する縦情報区域Ｘ５の右端部は、第１領域Ｒ１の左右方向の略中心線上に位置する
。よって、係止孔８２０の右端部は、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の全てよりもテープ搬送方向
の上流側（つまり、右側）に位置している。第１領域Ｒ１の左右方向長さは、縦情報区域
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Ｘ１～Ｘ５の幅長のほぼ２倍である。
【０４２１】
　第１領域Ｒ１は、横情報区域Ｙ１～Ｙ３のうちで最も上方に位置する横情報区域Ｙ１に
隣接して上方に設けられている。つまり、係止孔８２０の上端部は、横情報区域Ｙ１～Ｙ
３の全てよりも上方に位置している。図３８の例では、第１領域Ｒ１の上下方向長さは、
横情報区域Ｙ１～Ｙ３の幅長の２／３程度である。
【０４２２】
　係止孔８２０は、左右方向に延びるスリット状の貫通孔である。テープカセット３０が
カセット装着部８に装着された状態で、プラテンホルダ１２が待機位置（図５参照）と印
字位置（図６～図８参照）との間で移動するのに伴って、係止片２２５が係止孔８２０に
挿脱される。係止孔８２０は、第１領域Ｒ１と同一形状の孔部であってもよいし、第１領
域Ｒ１を含む大きさの孔部であってもよい。係止孔８２０は、貫通孔ではなく、凹部とし
て形成されてもよい。係止孔８２０の下壁は、水平方向に対して傾斜する傾斜部８２１で
ある（図５０参照）。係止孔８２０の上下方向の開口幅は、傾斜部８２１によって後方に
向かって漸減している。
【０４２３】
　図３７を参照して、アーム前面壁３５における各種構成要素の位置関係について説明す
る。図３７において、中心線Ｃは、カセットケース３１の左右方向の中心線である。本実
施形態のアーム指標部８００は、カセットケース３１の左右方向の中心位置、つまり中心
線Ｃ上に設けられている。距離Ｌ０は、排出口３４１と排出案内部４９との距離（テープ
露出長）を示す。距離Ｌ１は、中心線Ｃから左右基準線Ｃ１までの距離を示す。
【０４２４】
　左右基準線Ｃ１は、係止孔８２０が設けられる左右方向の位置を特定する仮想的な線で
ある。左右基準線Ｃ１としては、その線上に必ず係止孔８２０が位置する線を用いればよ
く、例えば第１領域Ｒ１の左右方向の中心線を用いることができる。上下基準線Ｃ２は、
係止孔８２０が設けられる上下方向の位置を特定する仮想的な線である。上下基準線Ｃ２
としては、その線上に必ず係止孔８２０が位置する線を用いればよく、例えば第１領域Ｒ
１の上下方向の中心線を用いることができる。
【０４２５】
　範囲ＬＷ１は、中心線Ｃからテープ搬送方向下流側（図３７では左方向）に向かって、
テープ露出長Ｌ０の１４～２０％の範囲を示す。範囲ＬＷ２は、アーム部３４の排出口３
４１からテープ搬送方向上流側に向かってテープ露出長Ｌ０の３０～３６％の範囲を示す
。
【０４２６】
　図３７に示すように、特定領域Ｒ０の左右方向長さは、テープ露出長Ｌ０以下である。
距離Ｌ１は、テープ搬送方向上流側（図３７では右方向）に向かって、テープ露出長Ｌ０
の１８～２４％の範囲内にある。上下基準線Ｃ２は、共通指標部８３１内にある。縦情報
区域Ｘ１の少なくとも一部は、範囲ＬＷ１内にある。縦情報区域Ｘ１の少なくとも一部は
、範囲ＬＷ２内にある。隣り合う縦情報区域の左右方向の中心線同士の間隔は、テープ露
出長Ｌ０の７～１０％の範囲内にある。
【０４２７】
　上記のように、アーム前面壁３５における各種構成要素の位置関係が規定されているの
は、以下の理由による。
【０４２８】
　第一に、距離Ｌ１はテープ露出長Ｌ０の１８～２４％の範囲内にあることが好ましい。
距離Ｌ１がテープ露出長Ｌ０の１８～２４％の範囲よりも大きいと、係止孔８２０が特定
領域Ｒ０の範囲外に位置するおそれがあるためである。逆に、距離Ｌ１がテープ露出長Ｌ
０の１８～２４％の範囲よりも小さいと、特定領域Ｒ０の左右方向の範囲が短くなり、例
えば５列の縦情報区域を配置できないおそれがあるためである。
【０４２９】
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　例えば、人が下ケース３１２単体を目視して、カセットケース３１に収納させるべきテ
ープを特定する場合を想定する。この場合、下ケース３１２にテープが装着されていない
状態でも、人は目視でテープ露出長Ｌ０の長さおよび中心線Ｃの位置を特定できる。さら
に、人はテープ露出長Ｌ０および中心線Ｃを基準として、係止孔８２０の位置を特定でき
る。
【０４３０】
　第二に、縦情報区域Ｘ１の少なくとも一部が、範囲ＬＷ１内にあることが好ましい。第
三に、縦情報区域Ｘ１の少なくとも一部が、範囲ＬＷ２内にあることが好ましい。縦情報
区域Ｘ１が範囲ＬＷ１、ＬＷ２の範囲外にあると、縦情報区域Ｘ１が排出口３４１に近づ
きすぎてしまい、下ケース３１２の成形時にショートショットが生じるおそれがあるため
である。逆に、縦情報区域Ｘ１が排出口３４１から遠ざかりすぎてしまい、特定領域Ｒ０
の範囲内に例えば５列の縦情報区域を配置できないおそれがあるためである。
【０４３１】
　この場合、人は範囲ＬＷ１、ＬＷ２を基準として、縦情報区域Ｘ１の位置を特定できる
。特に、人の目視によって特定容易な部位である中心線Ｃおよび排出口３４１を基準とし
て、縦情報区域Ｘ１の位置をより容易に且つ正確に特定できる。さらに、縦情報区域Ｘ１
の位置を特定する場合には、一定の限られた範囲のみ目視すればよいため、ユーザの負担
を抑制できる。
【０４３２】
　第四に、隣り合う縦情報区域の左右方向の中心線同士の間隔がテープ露出長Ｌ０の７～
１０％の範囲内となるように、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５が左右方向に位置することが好まし
い。隣り合う縦情報区域の左右方向の中心線同士の間隔がこれ以上短いと、隣り合う縦情
報区域を区別するのが難しくなるためである。逆に、隣り合う縦情報区域の左右方向の中
心線同士の間隔がこれ以上長いと、特定領域Ｒ０の範囲内に例えば５列からなる縦情報区
域を配置できなくなるためである。これにより、人は縦情報区域Ｘ１を基準として、他の
縦情報区域Ｘ２～Ｘ５の位置を特定できる。
【０４３３】
　以上のようにアーム前面壁３５の各種位置関係を規定することによって、人が目視によ
って縦情報区域Ｘ１～Ｘ５や指標部８００Ａ～８００Ｅの位置を容易に認識することが可
能となる。以下にその理由を説明する。
【０４３４】
　人は縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の左右方向位置をすべて把握している場合、各縦情報区域Ｘ
１～Ｘ５に孔部が形成されているか否かを確認するだけで、印字用情報を特定できる。一
方、人が縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の左右方向位置を把握していない場合には、以下のように
目視で位置を特定可能である。
【０４３５】
　まず、人は係止孔８２０を指標として、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の配置位置を絞り込むこ
とができる。先述したように、係止孔８２０の右端部は、少なくとも縦情報区域Ｘ１より
もテープ搬送方向の上流側（つまり、右側）に位置している。人は、アーム前面壁３５の
うちで縦情報区域Ｘ１が配置される可能性がある範囲を、係止孔８２０の右端部よりもテ
ープ搬送方向の下流側（つまり、左側）に絞り込むことができる。さらに、係止孔８２０
の右端部は、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の全てよりもテープ搬送方向の上流側に位置している
。人は、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５が配置される可能性がある範囲を、係止孔８２０の右端部
よりも左側に絞り込むことができる。
【０４３６】
　人は縦情報区域Ｘ１の位置を、以下のように特定することができる。第一に、縦情報区
域Ｘ１～Ｘ５は、アーム部３４の排出口３４１から間隔をおいて配置される。人は、排出
口３４１から縦情報区域Ｘ１までの離間距離をあらかじめ把握していれば、排出口３４１
を基準として縦情報区域Ｘ１の左右方向位置を特定できる。第二に、縦情報区域Ｘ１の少
なくとも一部は、範囲ＬＷ１内にある。第三に、縦情報区域Ｘ１の少なくとも一部は、範
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囲ＬＷ２内にある。このように、排出口３４１または中心線Ｃという目視で容易に把握で
きる部位を基準として、縦情報区域Ｘ１の左右方向位置を特定できる。
【０４３７】
　縦情報区域Ｘ１～Ｘ５は、アーム前面壁３５において正面視で左側から右側に向けて等
間隔で配置される。人は、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５のうちで隣り合う縦情報区域の配置間隔
、または隣り合う縦情報区域の左右方向の中心線同士の間隔がテープ露出長Ｌ０の７～１
０％の範囲内にあることをあらかじめ把握していれば、縦情報区域Ｘ１を基準として他の
縦情報区域Ｘ２～Ｘ５の左右方向位置を特定できる。
【０４３８】
　さらに、図３８の例のように、指標部８００Ａ～８００Ｅに孔部が形成されているか否
かで印字用情報が特定される場合には、指標部８００Ａ～８００Ｅの位置特定も必要とな
る。人は、横情報区域Ｙ１～Ｙ３が配置される上下方向位置をすべて把握していれば、縦
情報区域Ｘ１～Ｘ５内の指標部８００Ａ～８００Ｅの上下方向位置を、横情報区域Ｙ１～
Ｙ３を基準として特定できる。つまり、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５と横情報区域Ｙ１～Ｙ３と
の重なり領域に設けられる指標部８００Ａ～８００Ｅの規定位置（左右方向位置および上
下方向位置）を、人が目視で特定できる。
【０４３９】
　係止孔８２０の上端部は、アーム前面壁３５の高さ寸法の範囲内で、横情報区域Ｙ１～
Ｙ３のいずれよりも上方に位置する。人は、横情報区域Ｙ１～Ｙ３の上下方向位置を把握
していない場合であっても、横情報区域Ｙ１～Ｙ３が配置される可能性がある範囲を、係
止孔８２０の上端部の下側に絞り込むことができる。
【０４４０】
　横情報区域Ｙ１、Ｙ２は、共通指標部８３１内に配置される。共通指標部８３１の所定
高さＴ１は、共通部３２の幅Ｔよりもわずかに大きい。人は、共通部３２を基準として、
共通指標部８３１の範囲を特定できる。幅広カセット３０では、共通指標部８３１と下側
の拡張部８３２とにまたがって、横情報区域Ｙ３が左右方向に延びる。幅狭カセット３０
では、アーム前面壁３５の下端部に沿って延びる。よって、人は横情報区域Ｙ３の位置を
容易に特定できる。
【０４４１】
　横情報区域Ｙ１～Ｙ３は、第２領域Ｒ２において上下方向にほぼ等間隔で並んでいる。
人は、横情報区域Ｙ１～Ｙ３のすべての上下方向位置を把握していない場合でも、カセッ
トケース３１の中心線Ｎや共通部３２という目視で容易に把握できる部位を基準として、
横情報区域Ｙ１、Ｙ２の位置を特定できる。
【０４４２】
　このように、本実施形態のテープカセット３０は、人がアーム前面壁３５を目視するこ
とによって、アーム指標部８００の縦情報区域Ｘ１～Ｘ５、および指標部８００Ａ～８０
０Ｅの規定位置を特定可能に構成されている。
【０４４３】
　次に、アーム指標部８００の縦情報区域Ｘ１～Ｘ５の各々、または指標部８００Ａ～８
００Ｅの各々に孔部が形成されているか否かの組合せによる印字用情報の特定について説
明する。印字用情報には様々な要素があるが、本実施形態では、これらの要素のうち、テ
ープ幅、印字態様、および色テーブルの３要素を特定する例を挙げて説明する。
【０４４４】
　縦情報区域Ｘ１～Ｘ５がそれぞれに特定する印字用情報の要素は、予め定められている
。本実施形態では、縦情報区域Ｘ１、Ｘ２、Ｘ５は、テープ幅を特定する情報を示す区域
として定められている。縦情報区域Ｘ３は、印字態様を特定する情報を示す区域として定
められている。縦情報区域Ｘ４は、色テーブルを特定する情報を示す区域として定められ
ている。
【０４４５】
　さらに、図３８に示すように、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５内における特定の重なり領域が指
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標部８００Ａ～８００Ｅとして機能する場合には、指標部８００Ａ～８００Ｅが設けられ
た縦情報区域Ｘ１～Ｘ５に応じて、指標部８００Ａ～８００Ｅがそれぞれに特定する印字
用情報の要素が決まる。本実施形態では、指標部８００Ａ、８００Ｂ、８００Ｅは、テー
プ幅を特定する指標部である。指標部８００Ｃは、印字態様を特定する指標部である。指
標部８００Ｄは、色テーブルを特定する指標部である。
【０４４６】
　縦情報区域Ｘ１、Ｘ２、Ｘ５および指標部８００Ａ、８００Ｂ、８００Ｅは、それぞれ
テープ幅特定部として機能する。縦情報区域Ｘ３および指標部８００Ｃは、それぞれ印字
態様特定部として機能する。縦情報区域Ｘ４および指標部８００Ｄは、それぞれ色テーブ
ル特定部として機能する。テープカセット３０は、他の特定部の構成にかかわらず、各特
定部のみで対応する印字用情報の要素を特定可能である。以下では、指標部８００Ａ～８
００Ｅによる印字用情報の特定方法を例にして説明する。
【０４４７】
　表１～表３を参照して、各特定部によって特定される印字用情報（テープ幅、印字態様
、および色テーブル）について説明する。便宜上、表中では、指標部８００Ａ～８００Ｅ
に孔部が形成されている場合が「０」で示されている。指標部８００Ａ～８００Ｅに孔部
は形成されていない場合（つまり、面部である場合）が「１」で示されている。なお、縦
情報区域Ｘ１～Ｘ５の各々に孔部が形成されているか否かで印字用情報が特定される場合
には、表１～表３の指標部８００Ａ～８００Ｅをそれぞれ縦情報区域Ｘ１～Ｘ５に置き換
えることによって、以下の説明と同様に印字用情報を特定できる。
【表１】

【表２】

【表３】

【０４４８】
　表１に示すように、テープ幅特定部を構成する指標部８００Ａ、８００Ｂ、８００Ｅが
それぞれ孔部であるか、または面部であるかの組合せに対応して、３．５ｍｍ～３６ｍｍ
までの７種類のテープ幅が定められている。人は、アーム指標部８００のうちで、縦情報
区域Ｘ１、Ｘ２、Ｘ５内にそれぞれ存在する指標部８００Ａ、８００Ｂ、８００Ｅを目視
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するだけで、テープカセット３０のテープ幅を認識できる。
【０４４９】
　表１に示すように、指標部８００Ｅは、テープ幅が所定幅（１８ｍｍ）以上の場合には
面部であると定められている。テープ幅が所定幅未満の場合には、孔部であると定められ
ている。人は、指標部８００Ｅの位置を目視で特定し、そこに孔部が設けられているか否
かを確認するだけで、テープ幅が所定幅（１８ｍｍ）以上であるか否を認識できる。
【０４５０】
　さらに、人は指標部８００Ａ、８００Ｂに基づいて、テープ幅の大小関係を、テープ幅
が所定幅（１８ｍｍ）以上または所定値未満の各範囲内で特定できる。詳細には、指標部
８００Ａ、８００Ｂがそれぞれ孔部、面部（表１では「０、１」の組合せ）の場合は、テ
ープ幅が所定幅以上の範囲内または所定値未満の範囲内で最大のテープ幅（表１では３６
ｍｍまたは１２ｍｍ）を示す。
【０４５１】
　指標部８００Ａ、８００Ｂがそれぞれ面部、孔部（表１では「１、０」の組合せ）の場
合は、テープ幅が所定幅以上または所定値未満の各範囲内で２番目に大きいテープ幅（表
１では２４ｍｍまたは９ｍｍ）を示す。指標部８００Ａ、８００Ｂの両方が孔部（表中で
は「０、０」の組合せ）の場合は、テープ幅が所定幅以上または所定値未満の各範囲内で
、３番目に大きいテープ幅（表１では６ｍｍまたは１８ｍｍ）を示す。なお、指標部８０
０Ａ、８００Ｂが共に面部（表中では「１、１」の組合せ）の場合は、最も小さなテープ
幅（表１では３．５ｍｍ）を示す。
【０４５２】
　人は、指標部８００Ａ、８００Ｂ、８００Ｅの位置を目視で特定し、指標部８００Ｅに
孔部が形成されているか否かを確認して、テープ幅が所定幅以上および所定幅未満のいず
れであるかを判別できる。さらに、人は、指標部８００Ａ、８００Ｂの各々に孔部が形成
されているか否かを確認して、より詳細なテープ幅を特定できる。例えば、図３７～図３
９に示す幅広カセット３０は、指標部８００Ｅが面部、指標部８００Ａが孔部、指標部８
００Ｂが面部である。この場合、人はアーム指標部８００を目視して、テープ幅が所定幅
の１８ｍｍ以上で最大幅、つまり「３６ｍｍ」であると特定できる。
【０４５３】
　所定幅の数値を認識していれば、人は、テープカセット３０全体を目視するだけでも、
テープカセット３０のテープ幅が所定幅未満であるか否かを判別できる。したがって、ア
ーム指標部８００に含まれるテープ幅特定部として、縦情報区域Ｘ１、Ｘ２が規定されて
もよいし、指標部８００Ａ、８００Ｂの２つが配置されてもよい。この場合、排出口３４
１から露出部７７に排出されるテープの幅と、排出口３４１に隣接する縦情報区域Ｘ１、
Ｘ２とを、人が同時に目視できる。人は、露出部７７で露出するテープの幅を、テープ幅
特定部が示すテープ幅と正確に照合できる。
【０４５４】
　一方、テープ幅特定部が縦情報区域Ｘ１、Ｘ２以外の縦情報区域を含む場合には、その
縦情報区域はテープ幅が所定幅未満であるか否かを示すことが好ましい。本実施形態では
、縦情報区域Ｘ５が、テープ幅が所定幅未満であるか否かに応じて、孔部および面部のい
ずれを含む。人は、縦情報区域Ｘ５が孔部および面部のいずれであるかを確認することで
、テープ幅が所定幅未満であるか否かを特定できる。さらに、縦情報区域Ｘ５は、縦情報
区域Ｘ１、Ｘ２から離間した位置に設けられている。人は、縦情報区域Ｘ５を縦情報区域
Ｘ１、Ｘ２と混同することなく、テープ幅が所定幅未満であるか、または所定幅以上であ
るかを正確に判別できる。
【０４５５】
　表２に示すように、印字態様特定部を構成する指標部８００Ｃが孔部であるか、または
面部であるかに対応して、印字態様が鏡像印字（ラミネート）および正像印字（レセプタ
）のいずれであるかが定められている。詳細には、指標部８００Ｃが孔部の場合（表中で
は「０」）には、印字態様がラミネートであると定められている。指標部８００Ｃが面部
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（表中では「１」）の場合には、印字態様がレセプタであることが定められている。
【０４５６】
　人は、アーム指標部８００のうちで、縦情報区域Ｘ３内に存在する指標部８００Ｃを目
視するだけで、テープカセット３０の印字態様を認識できる。詳細には、人は、指標部８
００Ｃの位置を目視で特定し、そこに孔部が形成されているか否かを確認するだけで、印
字態様がラミネートおよびレセプタのいずれであるかを判別できる。例えば、図３７～図
３９に示す幅広カセット３０は、指標部８００Ｃが孔部である。この場合、人はアーム指
標部８００を目視して、印字態様は「ラミネート」であると特定できる。
【０４５７】
　印字態様の「レセプタ」は、テープにインクリボンのインクを転写するレセプタタイプ
と、インクリボンを用いずに感熱テープで発色するサーマルタイプの他、鏡像印字を行わ
ないタイプの全ての印字タイプを含む。したがって、人は印字態様を特定することにより
、正像印字用のテープカセット３０（或いは製造工程において、正像印字用として用意さ
れたカセットケース３１）、および鏡像印字用のテープカセット３０（或いは製造工程に
おいて、鏡像印字用として用意されたカセットケース３１）のいずれであるかを特定でき
る。
【０４５８】
　表３に示すように、色テーブル特定部を構成する指標部８００Ｄが孔部であるか、また
は面部であるかに対応して、テープ印字装置１が色情報を特定するときに使用される色情
報テーブル５２０（図４４参照）が定められている。詳細には、指標部８００Ｄが面部（
表中では「１」）の場合には、第２色テーブルが使用されることが定められている。指標
部８００Ｄが孔部（表中では「０」）の場合には、第１色テーブルが使用されることが定
められている。
【０４５９】
　人は、アーム指標部８００のうちで、縦情報区域Ｘ４内に存在する指標部８００Ｄを目
視するだけで、色情報の特定時に使用される色テーブルを認識できる。詳細には、人は、
指標部８００Ｄの位置を目視で特定し、そこに孔部が形成されているか否かを確認するだ
けで、第１色テーブルおよび第２色テーブルのいずれが使用されるかを判別できる。例え
ば、図３７～図３９に示す幅広カセット３０は、指標部８００Ｄが孔部である。この場合
、人はアーム指標部８００を目視して、色情報の特定時に「第１色テーブル」が使用され
ると特定できる。色情報テーブル５２０の詳細は、後述する。
【０４６０】
　テープ幅および印字態様は、テープ印字装置１で適正な印字を実行するために重要な情
報である。よって、アーム指標部８００は、テープ幅特定部または印字態様特定部を単独
で備えてもよいし、テープ幅特定部および印字態様特定部の両方を備えてもよい。一方、
アーム指標部８００は、色テーブル特定部を備えなくてもよい。また、縦情報区域Ｘ４ま
たは指標部８００Ｄは、色テーブルではなく、テープ種類のその他の要素（例えば、文字
色が黒または黒以外のいずれであるか）を特定してもよい。
【０４６１】
　アーム指標部８００が特定するテープ幅、印字態様、および色テーブルの内容は、表１
～表３に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。表１～表３に規定されるテー
プ幅、印字態様および色テーブルの総組合せ数は２８個になるが、すべてが使用される必
要はない。例えば、後述するように、テープ印字装置１がテープカセット３０の不適正な
装着状態を検出する場合には、その不適正な装着状態に対応する組合せは使用されない。
【０４６２】
　ここまで、アーム指標部８００が印字用情報を特定するための構成と、人がアーム指標
部８００を目視して印字用情報を特定する方法について説明した。以下では、アーム検出
スイッチ２１０との関係で見たアーム指標部８００の構成と、テープ印字装置１による印
字用情報の特定態様とについて説明する。
【０４６３】
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　まず、アーム検出スイッチ２１０との関係で見たアーム指標部８００の構成について説
明する。本実施形態のテープ印字装置１は、先述したように、５つのアーム検出スイッチ
２１０Ａ～２１０Ｅを有する（図１１参照）。カセット装着部８に装着されているテープ
カセット３０において、アーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅのそれぞれに対向する重
なり領域が、指標部８００Ａ～８００Ｅである（図３８参照）。図３８に示す幅広カセッ
ト３０の例では、指標部８００Ａ、８００Ｃ、８００Ｄは孔部であり、指標部８００Ｂ、
８００Ｅは面部である。
【０４６４】
　孔部は、アーム検出スイッチ２１０と対向した場合に、スイッチ端子２２２（図１２参
照）を押圧しない非押圧部８０１として機能する。非押圧部８０１は、指標部（重なり領
域）の形状に対応して、正面視で縦長長方形形状の開口形状を有する。非押圧部８０１は
、例えばアーム前面壁３５に対して略垂直に（つまり、上面３０１および底面３０２と平
行に）、アーム前面壁３５を貫通する孔である。非押圧部８０１の形成方向は、アーム部
３４内のテープ走行経路とほぼ直交している。非押圧部８０１に対向するアーム検出スイ
ッチ２１０は、スイッチ端子２２２が非押圧部８０１に挿入されてオフ状態となる。
【０４６５】
　面部は、アーム検出スイッチ２１０と対向した場合に、スイッチ端子２２２を押圧する
押圧部８０２として機能する。押圧部８０２は、アーム前面壁３５の一部であって、指標
部（重なり領域）の形状に対応して、正面視で縦長長方形形状の面形状を有する。押圧部
８０２に対向するアーム検出スイッチ２１０は、スイッチ端子２２２が押圧部８０２に接
触してオン状態となる。図３８に示す幅広カセット３０の例では、指標部８００Ａ、８０
０Ｃ、８００Ｄは非押圧部８０１であり、指標部８００Ｂ、８００Ｅは押圧部８０２であ
る。
【０４６６】
　指標部８００Ｅは、横情報区域Ｙ３内に設けられる。先述したように、幅広カセット３
０では、共通指標部８３１と下側の拡張部８３２にまたがって、横情報区域Ｙ３が設けら
れる。幅狭カセット３０では、アーム前面壁３５の下端部に沿って、横情報区域Ｙ３が設
けられる。幅狭カセット３０における指標部８００Ｅの上下方向長さは、幅広カセット３
０における指標部８００Ｅの上下方向長さに比べて１／３程度である（図３９参照）。
【０４６７】
　本実施形態では、幅広カセット３０の場合には、指標部８００Ｅは面部、すなわち押圧
部８０２である。幅狭カセット３０の場合には、指標部８００Ｅは孔部、すなわち非押圧
部８０１である。これは、次の理由による。テープ印字装置１が幅狭カセット３０のみが
使用される専用機である場合、指標部８００Ｅに対向する位置にアーム検出スイッチ２１
０Ｅは不要である。一方、テープ印字装置１が幅狭カセット３０および幅広カセット３０
を共用可能な汎用機である場合、指標部８００Ｅと対向するアーム検出スイッチ２１０Ｅ
が必要である。したがって、幅狭カセット３０の指標部８００Ｅは、幅狭カセット３０が
汎用機に装着された場合に、アーム検出スイッチ２１０Ｅを押圧しないための逃がし孔と
して機能する。
【０４６８】
　先述したように、指標部８００Ａ～８００Ｅには、印字用情報に応じた規定のパターン
で孔部（非押圧部８０１）および面部（押圧部８０２）のいずれかが形成される（表１～
３参照）。テープ印字装置１は、アーム指標部８００によって選択的に押圧されるアーム
検出スイッチ２１０のオン・オフ状態の組合せに基づいて、印字用情報を特定できる。
【０４６９】
　詳細には、テープ印字装置１は、５つのアーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅのオン
・オフの組合せに対応する印字用情報を、テーブルを参照して特定する。このテーブルで
は、指標部８００Ａ～８００Ｅについて予め定められた規定のパターン（孔部および面部
の組合せ）が、それぞれ対応するアーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅの検出パターン
（オフ状態およびオン状態の組合せ）に置き換えられて、印字用情報と対応付けられてい
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る。
【０４７０】
　図４０に示す印字用情報テーブル５１０は、テープ印字装置１による印字用情報の特定
に用いられるテーブルの一例である。印字用情報テーブル５１０は、ＲＯＭ６０２（図１
４参照）に記憶されている。なお、図４０に示す例では、アーム検出スイッチ２１０Ａ～
２１０Ｅが、それぞれスイッチ「ＳＷ１」～「ＳＷ５」に対応している。各アーム検出ス
イッチ２１０のオフ状態（ＯＦＦ）およびオン状態（ＯＮ）が、それぞれ「０」および「
１」に対応している。
【０４７１】
　計５つのアーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅを使用する場合、オン・オフ状態の総
組合せ数である最大３２個の検出パターンに対応して、最大３２個の印字用情報を特定可
能である。図４０に示す例では、最大３２個の検出パターンのうち、２４個の検出パター
ンに対応する印字用情報が設定されている。残り８個の検出パターンのうち、「エラー」
を示す３つの検出パターンは、テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置に装着
されていない状態を検出するのに用いられる。その他の５つの検出パターンには、空欄を
示す「予備」が設定されている。エラーが検出される場合のテープカセット３０の装着状
態については後述する。
【０４７２】
　テープ印字装置１で使用される印字用情報テーブル５１０は、図４０に示す例に限らな
い。例えば、「予備」に対応する検出パターンに、他の任意のテープ種類を追加した印字
用情報テーブル５１０を使用できる。登録済みのテープ種類を削除したり、各検出パター
ンとテープ種類との対応を変更したり、各検出パターンに対応するテープ種類の内容を変
更した印字用情報テーブル５１０を使用してもよい。この場合、先述した目視によるテー
プ種類特定のために定められる規定のパターンも適宜変更される。
【０４７３】
　先述したように、例えば指標部８００Ｅ、８００Ｄを設けない場合には、対応するアー
ム検出スイッチ２１０Ｅ（ＳＷ５）および２１０Ｄ（ＳＷ４）は使用されない。この場合
、印字用情報テーブル５１０に、アーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｃ（ＳＷ１～ＳＷ
３）に対応する印字用情報のみが定義されればよい。
【０４７４】
　以上に説明したように、本実施形態のテープカセット３０は、人およびテープ印字装置
１が、アーム指標部８００に基づいてテープ種類（詳細には、印字用情報）を特定できる
ように構成されている。人がアーム指標部８００を目視してテープ種類を認識できるよう
にしたことで、次のような効果を奏する。
【０４７５】
　従来のテープカセットの製造方法では、テープ幅に対応した高さ（所謂、ケースサイズ
）のカセットケースに、作業者がテープを収納するのが一般的である。これに対し、テー
プ幅が異なる複数種類のテープを、それぞれケースサイズが共通化されたカセットケース
に収納させるテープカセットの製造方法が提案されている。このようにケースサイズを共
通化したテープカセットの製造方法によれば、以下の効果が期待できる。
【０４７６】
　１つ目には、従来では各種テープ幅に対応した異なるケースサイズのカセットケースを
部品製造工場から組立工場へ搬送する際に、ケースサイズごとに異なる輸送コンテナ等を
使用してカセットケースを搬送していた。ケースサイズを共通化することで、カセットケ
ースの搬送時に使用する輸送コンテナ等も共通化でき、カセットケースの輸送コストを削
減できる。
【０４７７】
　２つ目には、テープ幅ごとにケースサイズが異なると、組立工場から製品出荷する際に
もケースサイズごとに異なる梱包箱等を使用する必要がある。ケースサイズを共通化する
ことで、製品出荷用の梱包箱や製品出荷時の梱包形態等も共通化できるので、費用削減を
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図ることができる。
【０４７８】
　３つ目には、インクリボンはテープよりも物理的な耐久性が弱いため、テープ幅が小さ
いテープに対して同一幅のインクリボンを使用すると、印字動作中にインクリボンが切断
されるおそれがある。十分な強度を有する程度のリボン幅を確保できるケースサイズに共
通化することで、テープ幅が小さい場合でも強度的に十分なリボン幅を確保できる。した
がって、テープ幅が小さい場合でも、印字動作中におけるインクリボンの切断を抑制でき
る。
【０４７９】
　従来では、テープ幅が異なるテープを共通サイズのカセットケースに収納させる場合、
カセットケースに誤ったテープ幅のテープが収納されるおそれがあった。例えば、１２ｍ
ｍのテープに合わせてケースサイズが共通化されたカセットケースは、１２ｍｍのテープ
を収納できるようにリブ高さが設定されているため、１２ｍｍ未満のテープも収納可能で
ある。この場合、１２ｍｍのテープを収納させる予定であったカセットケースに、作業者
が６ｍｍ或いは９ｍｍのテープを誤って収納してしまうおそれがあった。
【０４８０】
　テープカセットの印字態様には、先述したように、レセプタタイプとラミネートタイプ
とが存在する。ケースサイズを共通化すると、カセットケースの外観形状が同様となって
しまう。そのため、従来では、予定されていた印字態様と対応しないテープがカセットケ
ースに収納されるおそれがあった。例えば、ラミネートタイプとする予定のカセットケー
スに、作業者が誤った感熱紙テープを収納する場合である。
【０４８１】
　そのため、従来のテープカセットの製造工程は、製造済みのテープカセットに収納され
ているテープやインクリボンが、予定されていたテープ幅や印字態様などと対応するか否
かを確認する検査工程を含んでいた。
【０４８２】
　本実施形態のテープカセット３０によれば、人がアーム指標部８００を目視するだけで
、テープカセット３０のテープ種類を認識できる。すなわち、カセットケース３１に収納
すべきテープのテープ幅や、カセットケース３１に意図された印字態様を把握できる。従
って、テープカセット３０の製造工程において、作業者はカセットケース３１に実装すべ
き内容を確認しながら作業できるため、テープカセット３０の製造ミスを低減できる。ひ
いては、上記のように検査工程を行う作業者の負担を軽減できる。
【０４８３】
　さらに、テープカセット３０の製造工程では、作業者が下ケース３１２にテープを収納
し、且つ、テープの一部をアーム部３４内に挿入する。作業者は、アーム部３４内に挿入
されたテープの一部を、アーム部３４内の規制部（分離壁規制部３８３、第１テープ下規
制部３８１Ｂなど）によって適正に規制される位置に取り付ける。
【０４８４】
　先述したように、分離壁規制部３８３および第１テープ下規制部３８１Ｂと、アーム指
標部８００とを、人が下ケース３１２の前方から同時に目視可能である。よって、作業者
は下アーム前面壁３５Ｂを前方から目視することで、アーム部３４内で幅方向に規制され
るテープが、アーム指標部８００が示すテープ種類に対応しているか否かを確認できる。
したがって、作業者はテープカセット３０に誤った種類のテープが収納されていることを
容易に発見できる。ひいては、テープカセット３０の製造ミスを抑制できる。
【０４８５】
　テープカセット３０の製品出荷時には、カセットケース３１に実装された内容が正しい
か否かを、検査員がアーム指標部８００を目視して確認できる。具体的には、製造済みの
テープカセット３０の露出部７７から露出するテープが、アーム指標部８００から読み取
れるテープ種類と一致しているか否かを検査できる。
【０４８６】
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　特に、本実施形態のアーム指標部８００は、テープが露出する露出部７７に隣接したア
ーム前面壁３５に設けられている。したがって、人は、アーム指標部８００およびテープ
を同一方向（具体的には、テープカセット３０の前方）から目視可能である。検査員は、
アーム指標部８００が示すテープ種類を、露出部７７で露出するテープと照合できる。し
たがって、テープカセット３０の製品検査の作業性を向上させることができる。
【０４８７】
　アーム指標部８００は、縦情報区域Ｘ１～Ｘ５（指標部８００Ａ～８００Ｅ）の各々に
設けられた孔部および面部の組み合わせ（つまり、非押圧部８０１と押圧部８０２との組
み合わせ）という簡易な構成である。テープカセット３０の製造時に、カセットケース３
１にアーム指標部８００を形成するのが容易である。したがって、カセットケース３１に
、実装内容を示す印刷を施したり、実装内容を示すラベルを貼着したりする必要がない。
したがって、テープカセット３０の製造ミスを低コストで抑制できる。
【０４８８】
　本実施形態では、第１領域Ｒ１に係止孔８２０として機能する孔部が設けられている。
第２領域Ｒ２のうちで指標部８００Ａ～８００Ｅとして機能する重なり領域に、それぞれ
、テープ種類に対応した孔部（つまり、非押圧部８０１）または面部（つまり、押圧部８
０２）が設けられている。しかしながら、特定領域Ｒ０には、係止孔８２０および指標部
８００Ａ～８００Ｅとしての機能が確保される範囲内で、孔部および面部を自由に形成で
きる。
【０４８９】
　具体的には、先述のテープカセット３０（図３７～図３９参照）では、特定領域Ｒ０の
うちで係止孔８２０および指標部８００Ａ～８００Ｅとして機能しない領域の全てが、押
圧部８０２と同一面である。そのため、特定領域Ｒ０に設けられた孔部（非押圧部８０１
および係止孔８２０）が全て独立しているが、孔部は全て独立している必要はない。
【０４９０】
　例えば、特定領域Ｒ０において、複数の非押圧部８０１の少なくとも２つを含むような
大きさおよび形状を有する１つの孔部（溝部）を形成してもよい。係止孔８２０と非押圧
部８０１と含む一の溝部を形成してもよい。複数の非押圧部８０１の少なくとも２つと、
係止孔８２０とを含む一の溝部を形成してもよい。一の溝部を形成する場合は、押圧部８
０２として機能する部位を含まないことが好ましい。
【０４９１】
　本実施形態では、アーム指標部８００および係止孔８２０は、アーム前面壁３５のうち
で下アーム前面壁３５Ｂに設けられている。これにより、アーム指標部８００および係止
孔８２０をそれぞれ別部材（例えば、上アーム前面壁３５Ａと下アーム前面壁３５Ｂ）に
設ける場合と比較して、アーム指標部８００と係止孔８２０との位置関係をより正確に規
定できる。ひいては、人が目視でテープ種類を特定する場合、および、テープ印字装置１
がアーム検出部２００でテープ種類を特定する場合のいずれであっても、テープ種類をよ
り正確に特定できる。
【０４９２】
　以下に、図４１～図４４を参照して、後方凹部３６０が有する後方段差壁３６０Ａの詳
細な構成および機能について説明する。
【０４９３】
　図４１および図４２に示すように、後方段差壁３６０Ａは、後方指標部９００を含む。
後方指標部９００は、少なくとも一の孔部を含んでテープカセット３０のテープ種類を示
す。人は後方指標部９００を目視することでテープ種類を特定できる。テープカセット３
０がカセット装着部８に装着された場合には、後方検出部３００によって後方指標部９０
０が示す情報を検出することで、テープ印字装置１がテープ種類を特定できる。
【０４９４】
　本実施形態では、後方指標部９００が特定するテープ種類は、テープカセット３０に収
納されたテープに関する色情報である。以下、後方段差壁３６０Ａが有する領域と、その
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領域内の構成を説明する。
【０４９５】
　後方段差壁３６０Ａは、後壁３７０から前方に延びる領域である特定領域Ｆ０を含む。
つまり、特定領域Ｆ０は、後方段差壁３６０Ａにおいて後壁３７０に隣接した領域である
。本実施形態では、後方段差壁３６０Ａの全体が特定領域Ｆ０である。特定領域Ｆ０は、
縦情報区域Ｖおよび横情報区域Ｗを含む。縦情報区域Ｖは、カセットケース３１の短手方
向である前後方向（図４１では上下方向）に沿って延びる複数の帯状区域である。横情報
区域Ｗは、カセットケース３１の長手方向である左右方向（図４１では左右方向）に沿っ
て延びる複数の帯状区域である。
【０４９６】
　本実施形態の縦情報区域Ｖは、４つの縦情報区域Ｖ１～Ｖ４を含む。縦情報区域Ｖ１～
Ｖ４は、カセットケース３１の左右方向に等間隔で並んで配置される。縦情報区域Ｖ１は
、縦情報区域Ｖ１～Ｖ４のうちで最も右側（図４１では左側）に位置している。縦情報区
域Ｖ１から左側（図４１では右側）に向けて、縦情報区域Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４が順に設けら
れる。縦情報区域Ｖ１～Ｖ４の幅長（つまり、左右方向長さ）は略等しく、縦情報区域Ｖ
１～Ｖ４のうちで隣り合う縦情報区域同士は等間隔で隣接している。
【０４９７】
　縦情報区域Ｖ３は、平面視で第１下テープ領域４００Ｂおよび第２下テープ領域４１０
Ｂの外縁が隣接する部位（図２０に示す接点Ｐ）を含んでいる。言い換えると、縦情報区
域Ｖ３は、接点Ｐ上を通る前後方向に沿った仮想線（以下、基準線Ｚとよぶ。）を含んで
いる。本実施形態では、縦情報区域Ｖ３の左右方向の略中心位置から若干左寄り（図４１
では右寄り）に、基準線Ｚが位置している。
【０４９８】
　本実施形態の横情報区域Ｗは、２つの横情報区域Ｗ１、Ｗ２を含む。横情報区域Ｗ１、
Ｗ２は、カセットケース３１の前後方向（図４１では上下方向）に並んで配置される。横
情報区域Ｗ１は、特定領域Ｆ０において後壁３７０に隣接して設けられる。横情報区域Ｗ
２は、特定領域Ｆ０において横情報区域Ｗ１よりも前方（図４１では下方）に設けられる
。横情報区域Ｗ１、Ｗ２の幅長（つまり、前後方向長さ）はそれぞれ略等しい。
【０４９９】
　特定領域Ｆ０は、テープカセット３０がカセット装着部８に装着された場合に、後方検
出スイッチ３１０に対向する領域である。特定領域Ｆ０には、横情報区域Ｗ１、Ｗ２を含
む後方指標部９００が設けられる。横情報区域Ｗ１、Ｗ２のうち少なくとも１つの区域内
には、孔部が形成される。各横情報区域Ｗ１、Ｗに孔部が形成されるかは、色情報に応じ
て予め定められている。後方指標部９００は、横情報区域Ｗ１、Ｗ２の各々に孔部が形成
されているか否かの組合せによって色情報を特定する。人は、横情報区域Ｗ１、Ｗ２に形
成された孔部の組合せを目視することで、色情報を認識できる。
【０５００】
　横情報区域Ｗ１、Ｗ２の左右方向において孔部が形成される位置は、横情報区域Ｗ１、
Ｗ２の各々について定められていてもよい。例えば、横情報区域Ｗ１、Ｗ２と縦情報区域
Ｖ１～Ｖ４とが交差して重なり合う複数の領域（以下、重なり領域という）のうち、横情
報区域Ｗ１、Ｗ２の各々について少なくとも１つの重なり領域を指標部として定める。後
方指標部９００は、この指標部に孔部が形成されているか否かの組合せによって、色情報
を特定してもよい。この場合、後方検出スイッチ３１０（図１３参照）に対応する位置を
指標部として定めれば、テープ印字装置１も色情報を特定できる。
【０５０１】
　本実施形態では、テープカセット３０がカセット装着部８に装着された場合に、５つの
後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅ（図１３参照）のそれぞれに対向する５つの重なり
領域が、指標部９００Ａ～９００Ｅとして機能する。詳細には、図４１に示すように、横
情報区域Ｗ１と縦情報区域Ｖ１とが交差して重なり合う領域が、後方検出スイッチ３１０
Ａに対向する指標部９００Ａとして機能する。
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【０５０２】
　横情報区域Ｗ１と縦情報区域Ｖ２とが交差して重なり合う領域が、後方検出スイッチ３
１０Ｂに対向する指標部９００Ｂとして機能する。横情報区域Ｗ１と縦情報区域Ｖ３とが
交差して重なり合う領域が、後方検出スイッチ３１０Ｃに対向する指標部９００Ｃとして
機能する。横情報区域Ｗ１と縦情報区域Ｖ４とが交差して重なり合う領域が、後方検出ス
イッチ３１０Ｄに対向する指標部９００Ｄとして機能する。横情報区域Ｗ２と縦情報区域
Ｖ３とが交差して重なり合う領域が、後方検出スイッチ３１０Ｅに対向する指標部９００
Ｅとして機能する。
【０５０３】
　図４１に示す例では、指標部９００Ａ、９００Ｅには、孔部が形成されている。指標部
９００Ｂ、９００Ｃ、９００Ｄは、孔部が形成されていない、後方段差壁３６０Ａに含ま
れる面部の一部である。このように、指標部９００Ａ～９００Ｅは、各々が、人の目視に
よる識別可能な孔部または面部で構成される。さらに、これらの孔部および面部は、それ
ぞれ、後述の非押圧部９０１および押圧部９０２として機能する。指標部９００Ａ～９０
０Ｅと後方検出スイッチ３１０との関係については、後で詳述する。
【０５０４】
　本実施形態では、特定領域Ｆ０（つまり、後方段差壁３６０Ａ）は、平面視で略三角形
状であり、且つ、基準線Ｚにおいて前後方向長さが最も大きい。つまり、縦情報区域Ｖ１
～Ｖ４のうちで基準線Ｚを含む縦情報区域Ｖ３が、特定領域Ｆ０における前後方向長さが
最も大きい。そのため、縦情報区域Ｖ１、Ｖ２、Ｖ４にそれぞれ１つの指標部が設けられ
、縦情報区域Ｖ３に複数の指標部が設けられている。このように、特定領域Ｆ０に複数の
指標部を前後方向に並べる場合には、特定領域Ｆ０における前後方向長さが大きい縦情報
区域に配置するのが好適である。
【０５０５】
　以上のような構成により、人は後方段差壁３６０Ａを目視することで、横情報区域Ｗ１
、Ｗ２または指標部９００Ａ～９００Ｅに形成されている識別要素（孔部または面部）を
容易に認識できる。以下、図４１～図４３を参照して、その理由を説明する。図４１およ
び図４２は、本実施形態の後方段差壁３６０Ａ（特定領域Ｆ０）を示す。図４３は、後方
段差壁３６０Ａ（特定領域Ｆ０）における孔部の形成パターンを変えた比較例を示す。
【０５０６】
　人が後方指標部９００を目視する態様としては、次の２パターンが想定される。第１に
、人が、下ケース３１２の内側から後方段差壁３６０Ａを目視する態様である。この態様
では、人は、上ケース３１１が組み付けられる前の下ケース３１２を上方から目視する。
これにより、人は、後方段差壁３６０Ａの上面側から後方指標部９００を目視可能である
。
【０５０７】
　第２に、人が、下ケース３１２の外側から後方指標部９００を目視する態様である。こ
の態様では、人は下ケース３１２を下方から目視する。このとき、下ケース３１２は、上
ケース３１１が組み付けられていてもよいし、上ケース３１１が組み付けられていなくて
もよい。これにより、人は、後方段差壁３６０Ａの下面側から後方指標部９００を目視可
能である。
【０５０８】
　人は横情報区域Ｗ１、Ｗ２の前後方向位置をすべて把握している場合、横情報区域Ｗ１
、Ｗ２の識別要素を目視で特定できる。一方、人が横情報区域Ｗ１、Ｗ２の前後方向位置
を把握していない場合には、後方指標部９００を目視する態様に応じて、以下のように横
情報区域Ｗ１、Ｗ２の識別要素を特定できる。
【０５０９】
　まず、横情報区域Ｗ１の要素特定について説明する。図４２に示すように、下ケース３
１２の内側から後方指標部９００を目視する場合、人は後壁３７０に隣接して左右方向に
延びる領域を横情報区域Ｗ１として特定できる。さらに、後壁３７０に隣接して形成され
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ている孔部を、横情報区域Ｗ１に設けられた孔部として特定できる。後壁３７０に隣接し
た領域のうちで孔部が形成されていない部位を、横情報区域Ｗ１に設けられた面部として
特定できる。
【０５１０】
　一方、図４１に示すように、下ケース３１２の外側から後方指標部９００を目視する場
合、人は後壁３７０を直接目視することはできない。しかしながら、後壁３７０の厚み（
前後方向長さ）は小さいため、人は底面視で下ケース３１２の後端縁部を後壁３７０とし
てみなすことができる。よって、人はテープカセット３０の背面側の輪郭線に隣接して左
右方向に延びる領域を、横情報区域Ｗ１として特定できる。また、上記と同様に、横情報
区域Ｗ１に設けられた孔部および面部を特定できる。
【０５１１】
　次に、横情報区域Ｗ２の要素特定について説明する。図４２に示すように、下ケース３
１２の内側から後方指標部９００を目視する場合、人は第１下テープ領域４００Ｂおよび
第２下テープ領域４１０Ｂを認識できる。第１下テープ領域４００Ｂおよび第２下テープ
領域４１０Ｂを基準として、人は接点Ｐ（図２０参照）を通る基準線Ｚを認識できる。基
準線Ｚを基準として、以下のように横情報区域Ｗ２の要素特定を行うことができる。
【０５１２】
　まず、人は、後壁３７０に隣接して形成されている孔部（つまり、横情報区域Ｗ１に設
けられた孔部）のうちで、基準線Ｚから最も近接した位置にある孔部を基準孔部として特
定する。ただし、平面視で基準線Ｚと重なる孔部（図４１に示す縦情報区域Ｖ３内に設け
られた孔部）が存在する場合は、基準線Ｚ上の孔部を除いて、基準線Ｚから最も近接した
位置にある孔部を基準孔部として特定する。人は、基準孔部において基準線Ｚから最も離
間した端部を基準端部として特定する。人は、基準線Ｚと基準端部との間の左右方向長さ
を、距離Ｄ１として特定する。
【０５１３】
　図４２に示す例では、横情報区域Ｗ１の指標部のうちで最も右端に位置する指標部９０
０Ａに形成されている孔部が、基準孔部に相当する。指標部９００Ａに形成されている孔
部の右端部が、基準端部に相当する。よって、指標部９００Ａに形成されている孔部の右
端部から基準線Ｚまでの左右方向長さが、距離Ｄ１として求められる。
【０５１４】
　距離Ｄ０（図４１参照）は、後壁３７０と横情報区域Ｗ２との間の前後方向長さを示す
。横情報区域Ｗ２の前後方向位置は、距離Ｄ０が距離Ｄ１の２倍未満となるように規定さ
れている（図４２参照）。つまり、後方段差壁３６０Ａにおいて、後壁３７０から距離Ｄ
１の２倍まで前方に至る範囲内（図４２では距離Ｄ２の範囲内。Ｄ２＝Ｄ１＊２）に、横
情報区域Ｗ２の少なくとも一部が含まれる。
【０５１５】
　以上のことから、人は、距離Ｄ２の範囲内に、横情報区域Ｗ１の前方に位置する横情報
区域Ｗ２の少なくとも一部があることを特定できる。距離Ｄ２の範囲内に、後壁３７０か
ら離間した孔部（つまり、横情報区域Ｗ１の範囲外に設けられた孔部）が形成されている
場合には、人はその孔部を横情報区域Ｗ２に設けられた孔部として特定できる。特に、横
情報区域Ｗ２に指標部が１つしか設けられない場合は、人はその指標部の位置を明確に把
握していなくても、横情報区域Ｗ２に孔部が設けられているか否かを特定できる。
【０５１６】
　上記の手法によれば、基準孔部の形成位置によって距離Ｄ１、ひいては距離Ｄ２が異な
ることになる。基準線Ｚから最も離間した位置にある指標部（図４２では指標部９００Ａ
）に孔部が設けられ、且つ、その孔部が基準孔部として特定された場合に、距離Ｄ１、Ｄ
２が最も大きくなる。基準線Ｚから最も近接した位置にある指標部（図４３では指標部９
００Ｄ）に孔部が設けられ、且つ、その孔部が基準孔部として特定された場合に、距離Ｄ
１、Ｄ２が最も小さくなる。
【０５１７】
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　図４３に示す例のように、横情報区域Ｗ１に複数の孔部が形成されている場合は、基準
線Ｚに近接しているほうの孔部（つまり、指標部９００Ｄの孔部）が基準孔部に相当する
。この場合、基準線Ｚから離間しているほうの孔部（つまり、指標部９００Ａの孔部）を
基準孔部とするよりも、距離Ｄ１、Ｄ２が小さくなる。このように、横情報区域Ｗ１に少
なくとも１つの孔部が設けられている場合には、横情報区域Ｗ１に設けられた孔部の数量
および位置に拘らず、人は距離Ｄ２の範囲を特定できる。
【０５１８】
　一方、下ケース３１２の外側から後方指標部９００を目視する場合（図４１参照）、人
は第１下テープ領域４００Ｂおよび第２下テープ領域４１０Ｂを直接目視できない。その
ため、人は、接点Ｐ（図２０参照）や基準線Ｚを認識するのが難しい場合がある。この場
合、次の方法で横情報区域Ｗ２の要素特定が可能である。
【０５１９】
　本実施形態の後方指標部９００は、テープカセット３０に収納される割合が大きい主要
なテープに関する色情報（例えば、テープ色：Ｃｌｅａｒ，文字色：Ｂｌａｃｋなど）に
対応している場合、横情報区域Ｗ１、Ｗ２にそれぞれ設けられて前後方向に並ぶ２つの指
標部のうち、前方の指標部に孔部が設けられ、後方の指標部に面部が設けられる。具体的
には、基準線Ｚが通る２つの指標部９００Ｃ、９００Ｅがそれぞれ面部および孔部の組合
せで構成されている。
【０５２０】
　これにより、多くのテープカセット３０では、後壁３７０に近接する面部で構成された
指標部と、後壁３７０から離間した孔部で構成された指標部とが、前後方向に並ぶ。人は
、後方指標部９００を下方から目視した場合に、後壁３７０から離間した孔部を横情報区
域Ｗ２に設けられた孔部として特定できる。この孔部の後側に設けられた面部を、横情報
区域Ｗ１に設けられた面部として特定できる。さらに、人は、特定した面部および孔部に
基づいて、横情報区域Ｗ１、Ｗ２の位置特定を行うことができる。
【０５２１】
　逆に、横情報区域Ｗ１、Ｗ２にそれぞれ設けられて前後方向に並ぶ２つの指標部のうち
、後方の指標部を孔部とし、前方の指標部を面部としてもよい。例えば、図示しないが、
基準線Ｚが通る２つの指標部（例えば、指標部９００Ｃ、９００Ｅ）をそれぞれ孔部、面
部で構成する。この場合、後壁３７０に近接する孔部で構成された指標部と、後壁３７０
から離間した面部で構成された指標部とが、前後方向に並ぶ。人は、後方指標部９００を
下方から目視した場合に、後壁３７０に近接した孔部を横情報区域Ｗ１に設けられた孔部
として特定できる。この孔部の前側に設けられた面部を、横情報区域Ｗ２に設けられた面
部として特定できる。さらに、人は、特定した孔部および面部に基づいて、横情報区域Ｗ
１、Ｗ２の位置特定を行うことができる。
【０５２２】
　本実施形態の後方指標部９００は、孔部および面部の形成パターンが上方からも認識可
能である。そのため、後方指標部９００を上方から目視する場合でも（図４２参照）、上
記と同様にして横情報区域Ｗ２の孔部または面部を特定可能である。
【０５２３】
　さらに、図４１および図４２の例のように、指標部９００Ａ～９００Ｅに孔部が形成さ
れているか否かで色情報が特定される場合には、指標部９００Ａ～９００Ｅの位置特定も
必要となる。人は、縦情報区域Ｖ１～Ｖ４が配置される左右方向位置をすべて把握してい
れば、横情報区域Ｗ１、Ｗ２内の指標部９００Ａ～９００Ｅの左右方向位置を、縦情報区
域Ｖ１～Ｖ４を基準として特定できる。つまり、横情報区域Ｗ１、Ｗ２と縦情報区域Ｖ１
～Ｖ４との重なり領域に設けられる指標部９００Ａ～９００Ｅの規定位置（左右方向位置
および前後方向位置）を、人が目視で特定できる。
【０５２４】
　縦情報区域Ｖ１～Ｖ４の左右方向位置は、人が後方指標部９００を目視することで、次
のように特定することができる。先述したように、基準線Ｚは縦情報区域Ｖ３に含まれて
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いる。よって、後方指標部９００を上方から目視する場合（図４２参照）、人は基準線Ｚ
を基準として、縦情報区域Ｖ３の左右方向位置を特定できる。縦情報区域Ｖ１～Ｖ４は、
特定領域Ｆ０において左右方向にほぼ等間隔で並んでいる。よって、人は縦情報区域Ｖ３
を基準として、右方向に等間隔で順に並ぶ縦情報区域Ｖ２、Ｖ１と、左方向に等間隔で並
ぶ縦情報区域Ｖ４とを特定できる。このように、縦情報区域Ｖ１～Ｖ４の左右方向位置を
把握していない場合でも、人は目視で容易に把握できる基準線Ｚを基準として、縦情報区
域Ｖ１～Ｖ４の位置を特定できる。
【０５２５】
　先述したように、指標部９００Ｃ、９００Ｅは、前後方向に並ぶ孔部および面部の組合
せで構成されている。よって、後方指標部９００を下方から目視する場合（図４１参照）
、前後方向に並ぶ孔部および面部の組合せに基づいて、指標部９００Ｃ、９００Ｅを含む
縦情報区域Ｖ３の左右方向位置を特定できる。そのため、上記と同様に、特定領域Ｆ０に
おいて左右方向にほぼ等間隔で並ぶ縦情報区域Ｖ１～Ｖ４を特定できる。このように、縦
情報区域Ｖ１～Ｖ４の左右方向位置を把握していない場合でも、人は前後方向に並ぶ指標
部（孔部および面部の組合せ）を基準として、縦情報区域Ｖ１～Ｖ４の位置を特定できる
。
【０５２６】
　これにより、横情報区域Ｗ１に設けられている孔部が、縦情報区域Ｖ１～Ｖ４のいずれ
に設けられているかで、その孔部が指標部９００Ａ～９００Ｄのいずれに設けられている
かを特定できる。横情報区域Ｗ２に設けられている孔部が、縦情報区域Ｖ３に設けられて
いるか否かで、その孔部が指標部９００Ｅに設けられているか否かを特定できる。このよ
うに、本実施形態の後方指標部９００は、人が目視で各指標部９００Ａ～９００Ｅに設け
られた孔部および面部の組合せを特定できる。
【０５２７】
　次に、横情報区域Ｗ１、Ｗ２の各々、または指標部９００Ａ～９００Ｅの各々に孔部が
形成されているか否かの組合せによる色情報の特定について説明する。色情報には様々な
要素があるが、本実施形態では、これらの要素のうち、テープ色および文字色の２要素を
特定する例を挙げて説明する。色情報に含まれるテープ色は、テープ（感熱紙テープ５５
、印字テープ５７、両面粘着テープ５８）の基材色を示す。色情報に含まれる文字色は、
インクリボン６０を用いた熱転写方式であればインクリボン６０のインク色を示す。感熱
紙テープ５５を発色させる感熱方式であれば、感熱紙テープ５５が発色する色を示す。
【０５２８】
　横情報区域Ｗ１、Ｗ２がそれぞれに特定する色情報の要素は、予め定められている。本
実施形態では、横情報区域Ｗ１は、テープ色を特定する情報を示す区域として定められて
いる。横情報区域Ｗ２は、文字色を特定する情報を示す区域として定められている。さら
に、横情報区域Ｗ１、Ｗ２内において特定の重なり領域が指標部９００Ａ～９００Ｅとし
て機能する場合には、横情報区域Ｗ１、Ｗ２のいずれに対応するかに応じて、指標部９０
０Ａ～９００Ｅが特定する色情報の要素が決まる。本実施形態では、指標部９００Ａ～９
００Ｄは、テープ色を特定する指標部である。指標部９００Ｅは、文字色を特定する指標
部である。
【０５２９】
　横情報区域Ｗ１および指標部９００Ａ～９００Ｄは、それぞれテープ色特定部として機
能する。横情報区域Ｗ２および指標部９００Ｅは、それぞれ文字色特定部として機能する
。テープカセット３０は、他の特定部の構成にかかわらず、各特定部のみで対応する色情
報の要素を特定可能である。以下では、指標部９００Ａ～９００Ｅによる色情報の特定方
法を例にして説明する。
【０５３０】
　表４～表６を参照して、各特定部によって特定される色情報の要素（テープ色および文
字色）について説明する。便宜上、表中では、指標部９００Ａ～９００Ｅに孔部が形成さ
れている場合が「０」で示されている。指標部９００Ａ～９００Ｅに孔部は形成されてお
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らず面部である場合が「１」で示されている。
【０５３１】
　なお、横情報区域Ｗ１、Ｗ２に形成される孔部および面部の組合せによって色情報が特
定される場合には、表４の指標部９００Ｂ～９００Ｄを横情報区域Ｗ１に設けられる３箇
所の孔部および面部の組合せに置き換えることによって、以下の説明と同様に主要なテー
プ色を特定可能である。表５の指標部９００Ａ～９００Ｄを横情報区域Ｗ１に設けられる
４箇所の孔部および面部の組合せに置き換えることによって、以下の説明と同様に特殊な
テープ色を特定可能である。表６の指標部９００Ｅを横情報区域Ｗ２に設けられる１箇所
の孔部または面部に置き換えることによって、以下の説明と同様に文字色を特定可能であ
る。
【表４】

【表５】

【表６】

【０５３２】
　まず、テープカセット３０のテープ色を、人が目視によって特定する方法について説明
する。本実施形態では、指標部９００Ａ～９００Ｄ（横情報区域Ｗ１上の指標部）が、孔
部および面部の組合せによってテープ色を示す。特に、テープカセット３０に実装される
割合が大きい主要なテープ色は、３つの指標部９００Ｂ～９００Ｄのみを目視して特定可
能である。また、テープカセット３０に実装される割合が小さい特殊なテープ色のうちの
一部は、４つの指標部９００Ａ～９００Ｄを目視して特定可能である。
【０５３３】
　表４に示すように、テープ色特定部の一部を構成する指標部９００Ｂ～９００Ｄがそれ
ぞれ孔部であるか、または面部であるかの組合せに対応して、主要なテープ色である「Ｃ
ｌｅａｒ」、「Ｂｌｕｅ」、「Ｂｌａｃｋ」の３色が定められている。詳細には、指標部
９００Ｂ～９００Ｄがそれぞれ面部、面部、孔部（表４では「１、１、０」の組合せ）の
場合は、テープ色が「Ｃｌｅａｒ」であることを示す。指標部９００Ｂ～９００Ｄがそれ
ぞれ孔部、面部、面部（表４では「０、１、１」の組合せ）の場合は、テープ色が「Ｂｌ
ｕｅ」であることを示す。指標部９００Ｂ～９００Ｄがそれぞれ孔部、孔部、面部（表４
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では「０、０、１」の組合せ）の場合は、テープ色が「Ｂｌａｃｋ」であることを示す。
【０５３４】
　人は、後方指標部９００のうちで、横情報区域Ｗ１内に存在する指標部９００Ｂ～９０
０Ｄを目視するだけで、テープカセット３０の主要なテープ色を認識できる。詳細には、
人は、指標部９００Ｂ～９００Ｄの位置を目視で特定し、そこに孔部が形成されているか
否かを確認するだけで、主要なテープ色であるか否か、および、そのテープ色の詳細を判
別できる。例えば、図４３に示すテープカセット３０では、指標部９００Ｂ～９００Ｄが
それぞれ面部、面部、孔部である。この場合、人は後方指標部９００を目視して、テープ
色は「Ｃｌｅａｒ」であると特定できる。
【０５３５】
　指標部９００Ｃは、基準線Ｚを基準として特定可能な縦情報区域Ｖ３に設けられている
。そのため、指標部９００Ｃは、横情報区域Ｗ１上の指標部９００Ａ～９００Ｄのうちで
、人の目視によって最も容易に特定可能である。縦情報区域Ｖ３の左右隣りに位置する縦
情報区域Ｖ２、Ｖ４に設けられる指標部９００Ｂ、９００Ｄも、人の目視によって容易に
特定可能である。つまり、主要なテープ色については、横情報区域Ｗ１上の指標部９００
Ａ～９００Ｄのうちで、人が目視によって認識容易な指標部９００Ｂ～９００Ｄを確認す
るだけで特定できる。
【０５３６】
　表５に示すように、テープ色特定部を構成する指標部９００Ａ～９００Ｄがそれぞれ孔
部であるか、または面部であるかの組合せに対応して、特殊なテープ色である「Ｗｈｉｔ
ｅ」、「Ｙｅｌｌｏｗ」、「Ｒｅｄ」の３色が定められている。詳細には、指標部９００
Ａ～９００Ｄがそれぞれ孔部、面部、面部、面部（表５では「０、１、１、１」の組合せ
）の場合は、テープ色が「Ｗｈｉｔｅ」であることを示す。指標部９００Ａ～９００Ｄが
それぞれ面部、孔部、面部、孔部（表５では「１、０、１、０」の組合せ）の場合は、テ
ープ色が「Ｙｅｌｌｏｗ」であることを示す。指標部９００Ａ～９００Ｄがそれぞれ孔部
、面部、孔部、面部（表５では「０、１、０、１」の組合せ）の場合は、テープ色が「Ｒ
ｅｄ」であることを示す。
【０５３７】
　人は、後方指標部９００のうちで、横情報区域Ｗ１内に存在する指標部９００Ａ～９０
０Ｄを目視するだけで、テープカセット３０の特殊なテープ色を認識できる。詳細には、
人は、指標部９００Ａ～９００Ｄの位置を目視で特定し、そこに孔部が形成されているか
否かを確認するだけで、特殊なテープ色であるか否か、および、そのテープ色の詳細を判
別できる。例えば、図４１および図４２に示すテープカセット３０では、指標部９００Ａ
～９００Ｄがそれぞれ孔部、面部、面部、面部であるから、テープ色は「Ｗｈｉｔｅ」で
あると特定できる。
【０５３８】
　表６に示すように、文字色特定部を構成する指標部９００Ｅが孔部であるか、または面
部であるかに対応して、文字色として「Ｂｌａｃｋ」または「Ｂｌａｃｋ以外」が定めら
れている。詳細には、指標部９００Ｅが孔部（表６では「０」）の場合は、文字色が「Ｂ
ｌａｃｋ」であることを示す。指標部９００Ｅが面部（表６では「１」）の場合は、文字
色が「Ｂｌａｃｋ以外」であることを示す。
【０５３９】
　人は、後方指標部９００のうちで、横情報区域Ｗ２内に存在する指標部９００Ｅを目視
するだけで、テープカセット３０の文字色を認識できる。詳細には、人は、指標部９００
Ｅの位置を目視で特定し、そこに孔部が形成されているか否かを確認するだけで、文字色
が黒および黒以外のいずれであるかを判別できる。例えば、図４１～図４３に示すテープ
カセット３０では、いずれも指標部９００Ｅが孔部である。この場合、人は後方指標部９
００を目視して、文字色は「Ｂｌａｃｋ」であると特定できる。
【０５４０】
　このように、本実施形態のテープカセット３０では、指標部９００Ｅが孔部および面部
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のいずれであるかに拘らず、人が指標部９００Ｂ～９００Ｄまたは指標部９００Ａ～９０
０Ｄを目視するだけで、テープ色を認識できる。指標部９００Ａ～９００Ｄが孔部および
面部のいずれであるかに拘らず、人が指標部９００Ｅを目視するだけで、文字色を認識で
きる。
【０５４１】
　図２９に示すように、第１テープ領域４００および第２テープ領域４１０は、カセット
ケース３１内の後側に偏って設けられている。第１リボン領域４２０および第２リボン領
域４４０は、カセットケース３１内の前側に偏って設けられる。インクリボン６０を使用
するテープカセット３０では、横情報区域Ｗ１、Ｗ２の前後方向の並び順序に対応して、
カセットケース３１内においてテープおよびインクリボン６０が前後方向に並ぶ。
【０５４２】
　よって、横情報区域Ｗ２よりも後側でテープ色を示す横情報区域Ｗ１を目視して、イン
クリボン６０よりも後側に位置するテープの基材色を特定できる。横情報区域Ｗ１よりも
前側で文字色を示す横情報区域Ｗ２を目視して、テープよりも前側に位置するインクリボ
ン６０のインク色を特定できる。これにより、人が横情報区域Ｗ１、Ｗ２に示される色情
報の要素を、カセットケース３１内でのテープおよびインクリボン６０の並びに沿って正
確に照合できる。
【０５４３】
　なお、各特定部によって特定される色情報（テープ色および文字色）の内容は、表４～
表６に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。表４～表６に規定される色情報
の総組合せ数は２８個になるが、すべてが使用される必要はない。ただし、色情報が対応
する孔部および面部の組合せは、少なくとも以下の規則性に従って定義されることが好適
である。
【０５４４】
　第１に、基準線Ｚを指標として特定しやすい指標部９００Ｃを除いた指標部９００Ａ、
９００Ｂ、９００Ｄは、少なくとも１つが孔部で構成され、且つ、少なくとも１つが面部
で構成される組合せであることが好ましい。これにより、各指標部９００Ａ～９００Ｄに
設けられた孔部および面部の組合せの視認性を高めることができる。人は指標部９００Ａ
～９００Ｄを目視したときに、色情報を正確に特定できる。
【０５４５】
　第２に、横情報区域Ｗ１内に存在する指標部９００Ａ～９００Ｄの全てが面部となる組
合せ、および、特定領域Ｆ０内に存在する指標部９００Ａ～９００Ｅの全てが面部となる
組合せを採用しないことが好ましい。このような組合せでは、後方段差壁３６０Ａが、孔
部の１つも存在しない面部、または、後壁３７０から離間した位置に１つのみ孔部が形成
された面部となるためである。この場合、後方段差壁３６０Ａに後方指標部９００が設け
られていることを、人が把握し難くなる。後壁３７０に隣接した位置に少なくとも１つは
孔部を設けることで、後方段差壁３６０Ａに後方指標部９００が設けられていることを明
確にすることができる。
【０５４６】
　第３に、テープカセット３０に収納される頻度が高いテープの色情報は、後方段差壁３
６０Ａにおいて前後に並ぶ指標部９００Ｃ、９００Ｅのうち、一方を孔部とし、他方を面
部とする組合せで示されることが好ましい。これは、先述したように、人が後方段差壁３
６０Ａを目視することによって、横情報区域Ｗ２の要素特定を可能とするためである。
【０５４７】
　第４に、人が目視によってテープ色を特定する場合、そのテープ色が主要なものか特殊
なものかに拘らず、指標部９００Ｂ～９００Ｄがそれぞれ孔部および面部のいずれである
かを確認する必要がある。よって、特殊なテープ色に対応する後方検出部３００の検出パ
ターン（表５参照）は、主要なテープ色に対応する後方検出部３００の検出パターン（表
４参照）を含まないことが好ましい。これにより、人が後方指標部９００を目視した場合
に、主要なテープ色を他のテープ色と明確に区別して、テープ色の特定を容易にすること
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ができる。
【０５４８】
　ここまで、後方指標部９００が色情報を特定するための構成と、人が後方指標部９００
を目視して色情報を特定する方法について説明した。以下では、後方検出スイッチ３１０
との関係で見た後方指標部９００の構成と、後方検出スイッチ３１０による色情報の特定
態様とについて説明する。
【０５４９】
　まず、後方検出スイッチ３１０との関係で見た後方指標部９００の構成について説明す
る。本実施形態のテープ印字装置１は、先述したように、５つの後方検出スイッチ３１０
Ａ～３１０Ｅを有する（図１３参照）。カセット装着部８に装着されているテープカセッ
ト３０において、後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅのそれぞれに対向する重なり領域
が、指標部９００Ａ～９００Ｅである（図４１参照）。図４１に示すテープカセット３０
の例では、指標部９００Ａ、９００Ｅは孔部であり、指標部９００Ｂ～９００Ｄは面部で
ある。
【０５５０】
　孔部は、後方検出スイッチ３１０と対向した場合に、スイッチ端子３１７（図１３参照
）を押圧しない非押圧部９０１として機能する。非押圧部９０１は、指標部（重なり領域
）の形状に内接する平面視円形の開口形状を有する。非押圧部９０１に対向する後方検出
スイッチ３１０は、スイッチ端子３１７が非押圧部９０１に挿入されてオフ状態となる。
【０５５１】
　面部は、後方検出スイッチ３１０と対向した場合に、スイッチ端子３１７を押圧する押
圧部９０２として機能する。押圧部９０２は、後方段差壁３６０Ａの一部であって、指標
部（重なり領域）の形状に内接する平面視円形の面形状を有する。押圧部９０２に対向す
る後方検出スイッチ３１０は、スイッチ端子３１７が押圧部９０２に接触してオン状態と
なる。図４１に示すテープカセット３０の例では、指標部９００Ａ、９００Ｅは非押圧部
９０１であり、指標部９００Ｂ～９００Ｄは押圧部９０２である。
【０５５２】
　先述したように、後方指標部９００の指標部９００Ａ～９００Ｅには、色情報に応じた
規定のパターンで孔部（非押圧部９０１）および面部（押圧部９０２）のいずれかが形成
される（表４～６参照）。テープ印字装置１は、後方指標部９００によって選択的に押圧
される後方検出スイッチ３１０のオン・オフ状態の組合せに基づいて、色情報を特定でき
る。
【０５５３】
　詳細には、テープ印字装置１は、５つの後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅのオン・
オフの組合せに対応する色情報を、テーブルを参照して特定する。このテーブルでは、指
標部９００Ａ～９００Ｅについて予め定められた規定のパターン（孔部および面部の組合
せ）が、それぞれ対応する後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅの検出パターン（オフ状
態およびオン状態の組合せ）に置き換えられて、色情報と対応付けられている。
【０５５４】
　図４４に示す色情報テーブル５２０は、テープ印字装置１による色情報の特定に用いら
れるテーブルの一例である。色情報テーブル５２０は、ＲＯＭ６０２（図１４参照）に記
憶されている。なお、図４４に示す例では、後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅがそれ
ぞれスイッチ「ＳＴ１」～「ＳＴ５」に対応している。各後方検出スイッチ３１０のオフ
状態（ＯＦＦ）およびオン状態（ＯＮ）が、それぞれ「０」および「１」に対応している
。
【０５５５】
　本実施形態の色情報テーブル５２０は、後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅの検出パ
ターン毎にそれぞれ異なる色情報が定義された複数の色テーブルを含む。図４４に示す例
では、色情報テーブル５２０が、第１色テーブル５２１と第２色テーブル５２２とを含ん
でいる。
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【０５５６】
　第１色テーブル５２１は、後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅの検出パターンに応じ
て第１セットの色情報が定義された、標準的な色テーブルである。第２色テーブル５２２
は、後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅの検出パターンに応じて第２セットの色情報が
定義された、特殊な色テーブルである。第１セットの色情報は、第２セットの色情報より
も使用頻度が高い。テープ印字装置１は、第１色テーブル５２１および第２色テーブル５
２２を選択的に使用して、後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅの検出パターンに応じた
色情報（第１セットの色情報または第２セットの色情報）を特定するが、詳細は後述する
。
【０５５７】
　テープ印字装置１で使用される色情報テーブル５２０は、図４４に示す例に限らない。
例えば、「予備」に対応する検出パターンに、他の任意の色情報を追加した色情報テーブ
ル５２０を使用できる。登録済みの色情報を削除したり、各検出パターンと色情報との対
応を変更したり、各検出パターンに対応する色情報の内容を変更した色情報テーブル５２
０を使用してもよい。この場合、先述した目視による色情報特定のために定められる孔部
の形成パターンも適宜変更される。
【０５５８】
　以上に説明したように、本実施形態のテープカセット３０は、人およびテープ印字装置
１が、後方指標部９００に基づいてテープ種類（詳細には、色情報）を特定できるように
構成されている。人が後方指標部９００を目視してテープ種類を認識できるようにしたこ
とで、次のような効果を奏する。
【０５５９】
　従来のテープカセットの製造方法では、テープカセットに実装されるテープ種類に応じ
て、カセットケースにテープ等が収納されるのが一般的であった。例えば、テープカセッ
トに実装される色情報（テープ色と文字色との組合せ）に応じて、そのテープ色に一致す
る基材色のテープと、その文字色に一致するインク色のインクリボンとを、作業者がカセ
ットケースに収納していた。
【０５６０】
　ところが、テープ色と文字色との組合せは多種にわたる。テープカセットの製造時に、
予め意図された色情報とは異なるテープやインクリボンを、作業者が誤ってカセットケー
スに収納するおそれがあった。そのため、従来のテープカセットの製造工程は、製造済み
のテープカセットに収納されたテープやインクリボンが、予定されていた色と対応するか
否かを確認する検査工程を含んでいた。
【０５６１】
　本実施形態では、例えばテープカセット３０の製造工程において、作業者が上ケース３
１１を下ケース３１２に組み付ける前に、下ケース３１２の内側から後方指標部９００を
目視する。あるいは、作業者は下ケース３１２にテープ等を収納する前に、下ケース３１
２を裏返して後方指標部９００を目視する。作業者は後方指標部９００が示す色情報を特
定することで、カセットケース３１に収納すべきテープ色や文字色を把握できる。このよ
うに、作業者はカセットケース３１に実装すべき内容を確認しながら作業できるため、テ
ープカセット３０の製造ミスを低減できる。ひいては、上記のように検査工程を行う作業
者の負担を軽減できる。
【０５６２】
　テープカセット３０の出荷後には、ユーザがテープ種類等を記したラベルを何らかの理
由で読めない場合でも、テープカセット３０を底面視することによって、後方指標部９０
０に基づいて色情報を認識できる。よって、ユーザは、複数のテープカセット３０のなか
から、所望の色情報を有するテープカセット３０を容易に選び出すことができる。
【０５６３】
　後方指標部９００は、横情報区域Ｗ１、Ｗ２（指標部９００Ａ～９００Ｅ）の各々に設
けられた孔部および面部の組み合わせ（つまり、非押圧部９０１と押圧部９０２との組み
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合わせ）という簡易な構成である。テープカセット３０の製造時に、カセットケース３１
に後方指標部９００を形成するのが容易である。したがって、カセットケース３１に、実
装内容を示す印刷を施したり、実装内容を示すラベルを貼着したりする必要がない。した
がって、テープカセット３０の製造ミスを低コストで抑制できる。
【０５６４】
　本実施形態では、指標部９００Ａ～９００Ｅとして機能する重なり領域に、色情報に対
応した孔部（つまり、非押圧部９０１）および面部（つまり、押圧部９０２）のいずれか
が設けられている。しかしながら、特定領域Ｆ０には、指標部９００Ａ～９００Ｅとして
の機能が確保される範囲内で、孔部および面部を自由に形成できる。
【０５６５】
　具体的には、先述のテープカセット３０（図４１および図４２参照）では、特定領域Ｆ
０のうちで指標部９００Ａ～９００Ｅとして機能しない領域の全てが、押圧部９０２と同
一面である。そのため、特定領域Ｆ０に設けられた孔部（非押圧部９０１）が全て独立し
ているが、孔部は全て独立している必要はない。例えば、特定領域Ｆ０において、複数の
非押圧部９０１の少なくとも２つを含むような大きさおよび形状を有する１つの孔部（溝
部）を形成してもよい。一の溝部を形成する場合は、押圧部９０２として機能する部位を
含まないことが好ましい。
【０５６６】
　図４５および図４６を参照して、カセット装着部８に対するテープカセット３０の着脱
態様について説明する。図４５および図４６では、理解を容易にするために、テープカセ
ット３０の着脱に関する孔部を仮想線（二点鎖線）で示している。カセット装着部８のう
ちで、テープカセット３０の着脱に関する部材を図示している。図４６では、ガイド孔４
７およびその近傍を右側面視での断面図で示している。
【０５６７】
　まず、カセット装着部８に立設された各部材の高さ関係について説明する。本実施形態
では、ヘッドホルダ７４、テープ駆動軸１００、リボン巻取軸９５、補助軸１１０、ガイ
ド軸１２０は、少なくとも共通部３２の幅Ｔよりも大きな軸長（上下方向長さ）を有する
。このうち、３つの案内軸（つまり、テープ駆動軸１００、補助軸１１０、ガイド軸１２
０）は、それぞれの軸長が略等しく、且つ、リボン巻取軸９５の軸長およびヘッドホルダ
７４の上下方向長さよりも大きい。そのため、キャビティ８１１の底面を基準として、テ
ープ駆動軸１００および補助軸１１０の上端の高さ位置は、ヘッドホルダ７４およびリボ
ン巻取軸９５の各上端の高さ位置よりも大きい。
【０５６８】
　先述したようにガイド軸１２０は、キャビティ８１１よりも上方に位置する角支持部８
１２上に立設されている。ガイド軸１２０の上端は、ヘッドホルダ７４、テープ駆動軸１
００、リボン巻取軸９５、補助軸１１０のいずれの上端よりも高い位置にある。つまり、
ガイド軸１２０は、テープ駆動軸１００および補助軸１１０よりも上方に延びている。
【０５６９】
　ユーザがテープカセット３０をカセット装着部８に装着する場合は、カセットケース３
１の上板３０５（図２０参照）および底板３０６（図２２参照）を略水平に維持しつつ下
方に押し込む。このとき、ユーザは、ローラ支持孔６４、第１テープ支持孔６５、ガイド
孔４７をそれぞれテープ駆動軸１００、補助軸１１０、ガイド軸１２０に対して平面視で
の相対位置をほぼ一致させる。
【０５７０】
　テープカセット３０がカセット装着部８に向けて下方に移動すると、図４５に示すよう
に、テープ駆動軸１００、補助軸１１０、ガイド軸１２０の各上端が、底板３０６に設け
られた開口部６４Ｂ、６５Ｂ、４７Ｂにそれぞれ進入する。このとき、ヘッドホルダ７４
およびリボン巻取軸９５は、それぞれの上端が底板３０６の下方に位置しているため、テ
ープカセット３０の内部に進入していない。
【０５７１】
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　図４５に示す状態から、テープカセット３０がさらに下方に移動すると、テープ駆動軸
１００、補助軸１１０、ガイド軸１２０はそれぞれ開口部６４Ｂ、６５Ｂ、４７Ｂを介し
て軸孔４６Ｄ、６５Ｃ、４７Ｃに下方から挿入される。このとき、テープ駆動軸１００、
補助軸１１０、ガイド軸１２０が、それぞれ軸孔４６Ｄ、６５Ｃ、４７Ｃの内壁に接触す
ることで、テープカセット３０の周方向への移動が規制される。これにより、テープカセ
ット３０は、軸孔４６Ｄ、６５Ｃ、４７Ｃにそれぞれ挿入されたテープ駆動軸１００、補
助軸１１０、ガイド軸１２０の立設方向に沿って案内されつつ、自重の作用も加わって下
方に移動する。
【０５７２】
　本実施形態では、テープ駆動軸１００、補助軸１１０、ガイド軸１２０の上端縁は、先
端に向けて軸径が小さくなるようなテーパ形状となっている。そのため、ローラ支持孔６
４、第１テープ支持孔６５、ガイド孔４７に対して平面視での相対位置に若干ズレが生じ
ていても、ユーザはテープ駆動軸１００、補助軸１１０、ガイド軸１２０を適切かつ円滑
に挿入可能である。また、テープ駆動軸１００の軸径は、軸孔４６Ｄの径よりも若干小さ
い。そのため、ローラ支持孔６４内でテープ駆動ローラ４６の平面位置が振動や傾斜等に
よって若干変化した場合でも、ユーザはテープ駆動軸１００をローラ支持孔６４に挿入可
能である。
【０５７３】
　先述したように、ガイド孔４７は、ガイド軸１２０の先端部（つまり、小径軸部１２０
Ｂ）の軸径よりも開口幅が大きく、特に分割線Ｋ方向（図１５参照）の開口幅が最も大き
い。つまり、ガイド軸１２０の平面位置に対するガイド孔４７の位置決め精度の許容幅が
、分割線Ｋに沿って大きくなっている。テープカセット３０の装着時には、ガイド軸１２
０に対する平面視でのガイド孔４７の相対位置が若干分割線Ｋ方向にずれていても、ユー
ザはガイド軸１２０をガイド孔４７に挿入可能である。
【０５７４】
　これにより、ユーザは、カセット装着部８に設けられた３つの案内軸の全てに対して、
テープカセット３０の対応する各キャビティ（つまり、ローラ支持孔６４、ガイド孔４７
、第１テープ支持孔６５）を正確に位置決めする必要はない。そのため、テープカセット
３０の装着時に、ユーザがテープカセット３０を位置決めする負担が軽減される。また、
ローラ支持孔６４およびガイド孔４７との寸法幅を、テープ駆動軸１００とガイド軸１２
０との寸法幅と完全一致させるためには、作業者に高度な製造精度が要求される。
【０５７５】
　上記のようにガイド孔４７に分割線Ｋ方向の遊びを設けることで、ガイド孔４７の寸法
精度の僅かな誤差が許容される。したがって、テープカセット３０の製造時に、作業者が
ガイド孔４７を正確に形成する負担を軽減できる。
【０５７６】
　テープカセット３０が下方に案内されるのに伴って、サーマルヘッド１０を備えたヘッ
ドホルダ７４がヘッド挿入部３９に下方から挿入される。リボン巻取軸９５が、開口部６
８Ｂを介して軸孔４４Ｃに下方から挿入される。このとき、カセットケース３１の下ヘッ
ド周壁３６Ｂ（図４９参照）が、カセットフック７５の爪部７５２（図４９参照）の上部
に当接して、可撓性を有する突出部７５１が前方向（図４９では右方向）に撓む。
【０５７７】
　テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置まで下方に押し込まれると、以下の
ようにテープカセット３０の位置が固定される。
【０５７８】
　図４６に示すように、ガイド軸１２０の基部側（つまり、大径軸部１２０Ａ）が、ガイ
ド孔４７に嵌め込まれる。先述したように、大径軸部１２０Ａの軸径は、ガイド孔４７の
仮想線Ｇ（図１５参照）における開口幅に略等しい。そのため、ガイド孔４７に挿入され
た大径軸部１２０Ａは、筒壁部５８９（図３６参照）によって仮想線Ｇ方向に緊密に係止
される。図４５および図４６には図示しないが、位置決めピン１０２、１０３（図４参照
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）が、それぞれピン孔６２、６３（図１６参照）に挿入される。これにより、カセット装
着部８に装着されたテープカセット３０は、前後左右方向への移動が規制される。
【０５７９】
　図４７および図４８に示すように、第１受け部３９１の第１下側平面部３９１Ｂが、ヘ
ッドホルダ７４の第１支持部７４１に当接する。第２受け部３９２の第２下側平面部３９
２Ｂが、ヘッドホルダ７４の第２支持部７４２に当接する。つまり、サーマルヘッド１０
の上下方向中心位置の基準となる第１、第２支持部７４１、７４２が、基準面である第１
、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂにそれぞれ当接して、テープカセット３０を下方か
ら支持する。このとき、カセット装着部８の角支持部８１２も、カセットケース３１の角
部３２１～３２４の下面に当接して、テープカセット３０を下方から支持する。これによ
り、カセット装着部８に装着されたテープカセット３０は、下方向への移動が規制される
。
【０５８０】
　図４９に示すように、カセットフック７５の爪部７５２は、突出部７５１の弾性力によ
って係止部３９７に係止される。さらに、印字のためにカセットカバー６が閉じられると
、図４７に示すように、ヘッド押え部材７が押え受け部３９３の第１上側平面部３９３Ａ
に当接して、テープカセット３０を上方から押圧する。周縁押え部材９１１、９１２（図
２参照）が、第１、第２角部３２１、３２２の第２、第３上側平面部３２１Ａ、３２２Ａ
（図１５参照）にそれぞれ当接して、テープカセット３０を上方から押圧する。これによ
り、カセット装着部８に装着されたテープカセット３０は、浮き上がる方向、つまり上方
への移動が規制される。
【０５８１】
　図４９に示すように、カセットケース３１の下ヘッド周壁３６Ｂと底板３０６とを結ぶ
下端角部の一部に、傾斜部３７５が設けられている。傾斜部３７５は、係止部３９７の直
下に設けられた面取り部であり、前方上側（図４９では右上側）から後方下側（図４９で
は左下側）に向けて傾斜している。テープカセット３０の装着時には、傾斜部３７５がカ
セットフック７５の爪部７５２に上方から接触する。
【０５８２】
　爪部７５２は、先述のように断面視略三角形状の突起部であり、その上端面が前方上側
から後方下側に向けて傾斜している。テープカセット３０の装着時には、傾斜部３７５が
爪部７５２の上端面に沿って下方にスライド移動する。これにより、カセットフック７５
がカセットケース３１に干渉することが抑制されるため、爪部７５２が係止部３９７に向
けてスムーズに案内される。ユーザは、テープカセット３０をカセット装着部８内にスム
ーズに押し込むことができる。　
【０５８３】
　カセットカバー６は、テープ印字装置１の背面上方の左右両端部において軸支されてい
る。カセットカバー６が閉じられる場合、ヘッド押え部材７の先端は、カセット装着部８
に装着されているテープカセット３０の上面３０１に対して垂直方向に接近するのではな
く、後方から前方に向かって鋭角に接近する。第１上側平面部３９３Ａ後方に設けられた
傾斜部３９４（図１５参照）は、ヘッド押え部材７が第１上側平面部３９３Ａに接近する
際の干渉をなくすための逃がし部として機能する。
【０５８４】
　このように、本実施形態では、３つの案内軸（テープ駆動軸１００、補助軸１１０、ガ
イド軸１２０）によって、テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置まで案内さ
れる。テープカセット３０は、ガイド軸１２０等によって適正な平面位置に位置決めされ
、且つ、第１、第２支持部７４１、７４２等によって適正な高さ位置に位置決めされる。
カセット装着部８の適正位置に装着されたテープカセット３０は、カセットフック７５お
よびヘッド押え部材７等によって保持される。
【０５８５】
　言い換えると、テープカセット３０は、３つのキャビティ（ローラ支持孔６４、ガイド
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孔４７、第１テープ支持孔６５）の少なくとも１つに挿入される案内軸によって、テープ
カセット３０が着脱方向（つまり、上下方向）に案内され、且つ、着脱方向とは異なる方
向（つまり、前後・左右方向）への移動が規制される。したがって、カセット装着部８に
対するテープカセット３０の位置決めを容易にすることができる。
【０５８６】
　例えば、テープカセット３０がカセット装着部８に装着される場合に、ヘッドホルダ７
４がヘッド挿入部３９の外縁に接触するのが抑制される。よって、ユーザは、ヘッドホル
ダ７４をヘッド挿入部３９内にスムーズに挿入できる。さらに、ユーザは第１、第２受け
部３９１、３９２を、それぞれ第１、第２支持部７４１、７４２上に正確に位置決めでき
る。これにより、第１、第２受け部３９１、３９２が、第１、第２支持部７４１、７４２
によって確実に支持される。
【０５８７】
　図４６に示すように、テープカセット３０が適正位置に装着された状態では、テープ駆
動軸１００のカム部材１００Ａが、テープ駆動ローラ４６のリブ４６Ｆ（図３０参照）に
適正に噛み合う。リボン巻取軸９５のカム部材９５Ａが、リボン巻取スプール４４のリブ
４４Ｄ（図３５参照）に適正に噛み合う。ヘッドホルダ７４に設けられたサーマルヘッド
１０が、ヘッド挿入部３９の適正な印字位置に配置される。これにより、テープ印字装置
１では、テープやインクリボン６０の走行が安定し、ひいては適正な印字を実行可能にな
る。
【０５８８】
　本実施形態では、ヘッドホルダ７４に設けられた第１、第２支持部７４１、７４２によ
って、サーマルヘッド１０の近傍でテープカセット３０の上下方向の位置決めが正確に行
われる。サーマルヘッド１０の印字範囲の上下方向中心位置と、テープおよびインクリボ
ン６０の幅方向中心位置とを、精度よく一致させることができる。よって、テープに対す
る印字品質を向上させることができる。
【０５８９】
　特に、テープカセット３０は、サーマルヘッド１０の挿入位置の近傍、詳細には印字位
置に対してテープ搬送方向の上流側および下流側の両側で支持される。テープおよびイン
クリボン６０の搬送方向が、サーマルヘッド１０の配置方向（上下方向）に対して直角に
精度よく維持される。その結果、テープおよびインクリボン６０の走行を安定させること
ができる。サーマルヘッド１０による上下方向の印字中心位置と、テープおよびインクリ
ボン６０の幅方向中心位置とを、さらに精度よく一致させることができる。
【０５９０】
　さらに、第１、第２受け部３９１、３９２およびアーム部３４に設けられた規制部の一
部（つまり、分離壁規制部３８３、第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂ、第１印字面
側規制部３８９）は、いずれも下ケース３１２に設けられている。これにより、上ケース
３１１と下ケース３１２との圧入状態にかかわらず、第１、第２受け部３９１、３９２と
、分離壁規制部３８３、第１テープ下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂおよび第１印字面側規制
部３８９との位置関係が一定となる。
【０５９１】
　したがって、第１、第２受け部３９１、３９２がそれぞれ第１、第２支持部７４１、７
４２によって適正な高さ位置で支持されるのに伴って、分離壁規制部３８３、第１テープ
下規制部３８１Ｂ、３８２Ｂおよび第１印字面側規制部３８９も適正な高さ位置に保持さ
れる。ひいては、アーム部３４内を搬送されるテープの幅方向中心位置が、サーマルヘッ
ド１０による上下方向の印字中心位置とより正確に一致させることができるため、印字品
質をさらに向上させることができる。
【０５９２】
　テープカセット３０がカセット装着部８に装着されると、角部３２１～３２４が角支持
部８１２によって下方から支持される。つまり、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２
Ｂに加え、同じく基準面である第３、第４下側平面部３２１Ｂ、３２２Ｂも支持される。
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したがって、例えばカセットケース３１にそり等の変形が発生した場合でも、複数位置に
ある基準面が下方から支持されることで、各基準面の高さ位置が矯正される。したがって
、テープやインクリボン６０の走行性能および印字位置精度を良好に維持できる。
【０５９３】
　カセットカバー６が閉じられると、ヘッド押え部材７が、第１下側平面部３９１Ｂの真
上に位置する第１上側平面部３９３Ａを上方から押圧する。つまり、テープカセット３０
は、基準面である第１下側平面部３９１Ｂと第１上側平面部３９３Ａとが、第１支持部７
４１とヘッド押え部材７とで上下から挟まれる。
【０５９４】
　したがって、テープカセット３０は、上下方向から確実に固定され、且つ、印字位置近
くで適切に位置決めできる。カセット装着部８に装着されているテープカセット３０の上
方向への移動（所謂、浮き）を規制できる。サーマルヘッド１０の印字範囲の上下方向中
心位置と、フィルムテープ５９の幅方向中心位置とをさらに精度よく一致させることがで
きる。ひいては、テープの搬送および印字を安定して行うことが可能となる。
【０５９５】
　さらに、周縁押え部材９１１、９１２が、第２、第３上側平面部３２１Ａ、３２２Ａを
それぞれ上方から押圧する。つまり、テープカセット３０は、３箇所で上下から挟まれる
。３箇所を結んで囲まれる面は広範囲に及ぶため、テープカセット３０はより確実に固定
される。例えばカセットケース３１にそり等の変形が発生した場合でも、各基準面の高さ
位置が確実に矯正される。したがって、テープやインクリボン６０の走行性能および印字
位置精度を向上させることができる。
【０５９６】
　第１受け部３９１と第２受け部３９２とは、互いに直交する方向からヘッド挿入部３９
を臨んでいる。第１、第２受け部３９１、３９２は、互いに直交する方向に延びる第１、
第２支持部７４１、７４２にそれぞれ挿入されて、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９
２Ｂをそれぞれ下方から支持する。したがって、第１、第２支持部７４１、７４２は、テ
ープカセット３０の上下方向の移動のみならず、テープカセット３０の前後方向および左
右方向の移動も規制する。これにより、サーマルヘッド１０とヘッド挿入部３９との位置
関係をより適切に保持できる。
【０５９７】
　カセットフック７５は、ヘッド押え部材７等と同様に、テープカセット３０が浮き上が
る方向、つまり上方への移動をさらに確実に規制する。これにより、テープの搬送および
印字をより安定させることができる。
【０５９８】
　図４７に示すように、第１、第２下側平面部３９１Ｂ、３９２Ｂと、カセットケース３
１に収納されたテープの幅方向中心位置（カセットケース３１の中心線Ｎ）との距離Ｈ２
は、テープカセット３０のテープ種類に関わらず一定である。第１上側平面部３９３Ａと
中心線Ｎとの距離Ｈ１も、テープカセット３０のテープ種類に関わらず一定である。つま
り、テープカセット３０の上下方向の高さが異なっていても、距離Ｈ１、Ｈ２は一定であ
る。これにより、同一のテープ印字装置１で、高さの異なる複数種類のテープカセット３
０を使用できる。
【０５９９】
　従来では、印字動作の実行時にテープが搬送される場合、テープ幅に関わらず幅方向中
心位置が一致していなければ、幅方向に生じるテープへの圧力差が許容範囲を超えるとテ
ープが蛇行する可能性があった。本実施形態では、テープ幅に拘らず距離Ｈ１、Ｈ２は一
定である。そのため、印字動作の実行時には、幅が異なるテープであっても、各々の幅方
向中心が一致する位置でテープが搬送される。したがって、幅方向に生じる圧力差に起因
するテープの蛇行を防止できる。
【０６００】
　さらに、距離Ｈ１と距離Ｈ２とが等しいため、テープカセット３０に対する下方からの
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支持と上方からの押圧のバランスがよい。よって、サーマルヘッド１０の印字範囲の上下
方向中心位置と、テープおよびインクリボン６０の幅方向中心位置との適切な位置関係を
安定して維持できる。
【０６０１】
　テープカセット３０をカセット装着部８から取り外す場合は、例えばユーザがカセット
ケース３１の左右両端を指で挟持しながら、テープカセット３０をカセット装着部８から
上方に引き抜けばよい。このときも、テープカセット３０が３つの案内軸（テープ駆動軸
１００、補助軸１１０、ガイド軸１２０）によってテープカセット３０が上方向に案内さ
れる。よって、テープカセット３０をカセット装着部８から取り外す過程で、テープカセ
ット３０に傾きが生じにくい。ひいては、テープカセット３０がカセット装着部８の内壁
等に引っ掛かることを防止できる。
【０６０２】
　このように、テープカセット３０の着脱時には、平面視でテープカセット３０の一対の
対角部（具体的には、ローラ支持孔６４およびガイド孔４７）と第１テープスプール４０
に巻回されているテープの重心位置（具体的には、第１テープ支持孔６５）との３点にお
いて、テープカセット３０が上下方向に案内される。そのため、カセット装着部８に装着
される過程で、テープカセット３０が適正な姿勢から傾斜したり、テープカセット３０に
位置ズレが生じたりすることを適切に防止できる。
【０６０３】
　テープカセット３０の全体の重心は、平面視でローラ支持孔６４、第１テープ支持孔６
５、ガイド孔４７を結ぶ領域内に位置することが好適である。これによれば、平面視でテ
ープカセット３０が案内される３点（すなわち、テープ駆動軸１００、補助軸１１０、ガ
イド軸１２０）に、テープカセット３０の自重が均等に分散して作用する。テープカセッ
ト３０の着脱方向への移動がスムーズになり、テープカセット３０が装着される過程での
位置ズレや傾きの発生がより確実に防止される。本実施形態のテープカセット３０は、テ
ープ種類にかかわらず、平面視でローラ支持孔６４、第１テープ支持孔６５、ガイド孔４
７を結ぶ領域内に重心が位置している（図５～図８参照）。
【０６０４】
　より好適には、テープカセット３０の全体の重心が、平面視で分割線Ｋ上またはその近
傍に位置することが好ましい。本実施形態では、ラミネートタイプのテープカセット３０
（図５および図６参照）およびレセプタタイプのテープカセット３０（図７参照）は、平
面視で分割線Ｋ上またはその近傍に重心が位置する重量分布を有する。そのため、これら
のテープカセット３０をカセット装着部８に装着する過程で、テープカセット３０の自重
による傾きが生じにくい。
【０６０５】
　ローラ支持孔６４が設けられた第４角部３２４と、その対角に位置してガイド孔４７が
設けられた第２角部３２２との少なくとも２点において、テープカセット３０の着脱が案
内される。第４角部３２４近傍では、テープ駆動ローラ４６によるテープの送り出しと、
サーマルヘッド１０による印字とが行われる。第４角部３２４近傍に設けられた露出部７
７では、印字を行うためにテープが露出している。そのため、第４角部３２４近傍におけ
るテープカセット３０の位置決めが、印字品質やテープ走行に大きな影響を与える。
【０６０６】
　本実施形態では、テープカセット３０がローラ支持孔６４に挿入されるテープ駆動軸１
００に沿って案内される。したがって、テープの送り出しおよび印字が行われる位置の近
傍で、テープカセット３０の位置決めを正確に行うことができる。テープカセット３０の
装着過程で外部に露出したテープが他の部材に絡んでしまうことを抑制できる。テープ駆
動軸１００を案内軸の一つとして利用することで、テープカセット３０を第４角部３２４
近傍で案内する軸体を別途立設する必要がなく、テープ印字装置１の構造が複雑になるこ
とを抑制できる。
【０６０７】
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　さらに、テープカセット３０はガイド孔４７に挿入されるガイド軸１２０に沿って案内
される。つまり、テープカセット３０が第２角部３２２近傍でも着脱方向に案内される。
これにより、平面視で最も大きい２点間距離を確保できる両対角位置にて、テープカセッ
ト３０を安定的に着脱方向に案内できる。
【０６０８】
　図５０および図５１を参照して、テープ印字装置１がテープカセット３０のテープ種類
を検出する態様について説明する。
【０６０９】
　図５０を参照して、アーム検出部２００によるアーム指標部８００の検出態様について
説明する。テープカセット３０がカセット装着部８の適正な位置に装着され、カセットカ
バー６が閉じられると、プラテンホルダ１２が待機位置（図５参照）から印字位置（図６
～図８参照）に向けて移動する。このとき、アーム検出部２００および係止片２２５が、
それぞれ、テープカセット３０のアーム指標部８００および係止孔８２０に向けて移動す
る。
【０６１０】
　テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置に装着されていれば、係止片２２５
は係止孔８２０に挿入される。この場合、アーム検出スイッチ２１０のスイッチ端子２２
２は、係止片２２５によって干渉されることなく、アーム指標部８００の指標部（非押圧
部８０１または押圧部８０２）に対向する。このとき、非押圧部８０１に対向するアーム
検出スイッチ２１０は、非押圧部８０１に挿入されてオフ状態になる。押圧部８０２に対
向するアーム検出スイッチ２１０は、押圧部８０２によって押圧されてオン状態になる。
【０６１１】
　例えば、図３７～図３９に示すテープカセット３０がカセット装着部８の適正位置に装
着されている場合、図５０に示すように、アーム検出スイッチ２１０Ａ、２１０Ｃ、２１
０Ｄは、非押圧部８０１である指標部８００Ａ、８００Ｃ、８００Ｄにそれぞれ対向する
ので、オフ状態「０」となる。アーム検出スイッチ２１０Ｂ、２１０Ｅは、押圧部８０２
である指標部８００Ｂ、８００Ｅにそれぞれ対向するのでオン状態「１」となる。つまり
、アーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅにそれぞれ対応するスイッチ「ＳＷ１」～「Ｓ
Ｗ５」のオン・オフ状態は、それぞれ「０」、「１」、「０」、「０」、「１」である。
【０６１２】
　テープ印字装置１では、アーム検出部２００の検出パターン（つまり、５つのアーム検
出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅのオン・オフの組合せ）に基づいて、テープカセット３０
のテープ種類として印字用情報が特定される。上記の例では、印字用情報テーブル５１０
（図４０）を参照して、先述した目視での特定結果と同様、テープ幅「３６ｍｍ」、印字
態様「鏡像印字（ラミネート）」、色テーブル「第１色テーブル」を特定可能である。
【０６１３】
　前述したように、係止片２２５は、傾斜部２２６が設けられているため、後方に向かっ
て厚みが漸減している。係止孔８２０は、傾斜部８２１が設けられているため、前方に向
かって上下方向の開口幅が漸増している。例えば、テープカセット３０がカセット装着部
８の適正位置から僅かに浮いた状態では、係止片２２５が係止孔８２０に対して僅かに下
方向にずれる。このような場合でも、プラテンホルダ１２が印字位置に向けて移動すると
、傾斜部２２６および傾斜部８２１の相互作用によって、係止片２２５が係止孔８２０の
内部に案内される。
【０６１４】
　つまり、テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置から僅かに浮いた程度であ
れば、係止片２２５を係止孔８２０内に適切に挿入させることができる。ひいては、アー
ム検出部２００をアーム指標部８００に正確に対向させることができる。
【０６１５】
　一方、例えばテープカセット３０の下方向への押し込みが足りない場合などには、係止
片２２５が係止孔８２０に挿入されることなくアーム前面壁３５の面部に接触する。前述
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したように、係止片２２５は、各スイッチ端子２２２よりも突出高さが若干大きい。係止
片２２５がアーム前面壁３５の面部に接触している場合には、スイッチ端子２２２はアー
ム前面壁３５に接触できない。
【０６１６】
　このように、係止片２２５がスイッチ端子２２２とアーム指標部８００との接触を妨げ
た場合、アーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅはすべてオフ状態となる。つまり、スイ
ッチ「ＳＷ１」～「ＳＷ５」のオン・オフ状態は、それぞれ「０」、「０」、「０」、「
０」、「０」である。この装着状態の場合、テープ印字装置１は、印字用情報テーブル５
１０（図４０）を参照して、「エラー１」を特定可能である。
【０６１７】
　さらに、係止片２２５を備えていないテープ印字装置１の場合は、テープカセット３０
が適正位置に装着されていなくても、アーム検出スイッチ２１０がアーム前面壁３５の面
部に対向していればスイッチ端子２２２は押圧される（つまり、オン状態となる）。前述
したように、指標部８００Ａ～８００Ｅはジグザグに配置されており、上下方向で同一線
上に並ぶ指標部８００Ａ～８００Ｅはない。そのため、テープカセット３０がカセット装
着部８の適正位置から上下方向にズレている場合は、次のような態様でエラーが検出され
る。
【０６１８】
　例えば、テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置から若干上方にズレている
ために、アーム前面壁３５の下端部における高さ位置が、下列のアーム検出スイッチ２１
０Ｅよりも下方になることがある。この場合、全てのアーム検出スイッチ２１０Ａ～２１
０Ｅが、アーム前面壁３５の面部に対向するために全てオン状態となる。つまり、スイッ
チ「ＳＷ１」～「ＳＷ５」のオン・オフ状態は、それぞれ「１」、「１」、「１」、「１
」、「１」である。この装着状態の場合、テープ印字装置１は、印字用情報テーブル５１
０（図４０）を参照して、「エラー３」を特定可能である。
【０６１９】
　また、テープカセット３０がカセット装着部８の適正位置から大きく上方にズレている
ために、アーム前面壁３５の下端部における高さ位置が、中列のアーム検出スイッチ２１
０Ａ、２１０Ｃと下列のアーム検出スイッチ２１０Ｅとの間にあることがある。この場合
、アーム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｄがアーム前面壁３５の面部に対向してオン状態
になり、アーム検出スイッチ２１０Ｅがアーム前面壁３５の面部に対向せずにオフ状態に
なる。つまり、スイッチ「ＳＷ１」～「ＳＷ５」のオン・オフ状態は、それぞれ「１」、
「１」、「１」、「１」、「０」である。この装着状態の場合、テープ印字装置１は、印
字用情報テーブル５１０（図４０）を参照して、「エラー２」を特定可能である。
【０６２０】
　先述したように、本実施形態のアーム指標部８００は、「エラー１」～「エラー３」の
いずれかに対応する押圧部８０２（面部）と非押圧部８０１（孔部）の組合せパターンは
採用されていない。これにより、テープ印字装置１は、テープ種類のみならず、テープカ
セット３０の装着状態も検出可能である。
【０６２１】
　アーム部３４は、テープおよびインクリボン６０を排出口３４１から露出部７７に排出
する部位である。そのため、ヘッド挿入部３９に挿入されたサーマルヘッド１０と、テー
プおよびインクリボン６０との上下方向の位置関係が、アーム部３４によって決定される
。従来では、例えばユーザがテープカセット３０を正しく装着しなかった場合やテープ印
字装置１を正しく操作しなかった場合に、アーム部３４がカセット装着部８内で適正に位
置決めされないことがあった。この場合、テープおよびインクリボン６０とサーマルヘッ
ド１０との位置関係に誤差が生じて、テープの幅方向に対してずれた位置に印字が行われ
るおそれがあった。
【０６２２】
　本実施形態のアーム指標部８００は、ヘッド挿入部３９の近傍に位置するアーム部３４
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（詳細には、アーム前面壁３５）に設けられている。アーム部３４は、テープおよびイン
クリボン６０とサーマルヘッド１０との位置関係の誤差を検出しやすい部位である。した
がって、テープ印字装置１は、アーム部３４を基準として、テープカセット３０がカセッ
ト装着部８の適正位置に装着されているか否かを正確に判断できる。
【０６２３】
　係止孔８２０は、下アーム前面壁３５Ｂに設けられている。係止孔８２０に係止片２２
５が挿入されると、下アーム前面壁３５Ｂの位置が固定され、ひいては下ケース３１２の
アーム部３４部分の位置も固定される。そのため、例えば印字動作時におけるアーム部３
４の振動が抑制される。さらに、下ケース３１２のアーム部３４部分に設けられた規制部
（分離壁規制部３８３、第１テープ下規制部３８１Ｂ、第１印字面側規制部３８９など）
も、適正な高さ位置に位置決めされる（図２７参照）。したがって、上ケース３１１と下
ケース３１２との圧入状態にかかわらず、アーム部３４内におけるテープの搬送を安定さ
せることができ、且つ、テープの幅方向および印字面側への移動がより確実に規制できる
。
【０６２４】
　アーム指標部８００は、複数のアーム検出スイッチ２１０が水平に突出するのに対応し
て、カセットケース３１の側壁（詳細には、アーム前面壁３５）に設けられる。アーム指
標部８００が複数のアーム検出スイッチ２１０を選択的に押圧するとき、押圧部８０２に
対向するアーム検出スイッチ２１０の反発力がアーム前面壁３５に加えられる。
【０６２５】
　先述のように、テープカセット３０は、３つのキャビティの少なくとも一つに挿入され
る案内軸によって、着脱方向とは異なる方向への移動が規制される。したがって、アーム
検出スイッチ２１０の反発力がアーム前面壁３５に加えられた場合でも、テープカセット
３０が側面方向に移動することを抑制でき、ひいてはテープ種類が誤検出されるおそれを
低減できる。
【０６２６】
　アーム指標部８００は、下アーム前面壁３５Ｂに設けられ、且つ、係止孔８２０と隣接
している。よって、係止孔８２０に係止片２２５が挿入されると、アーム指標部８００が
適正位置に固定されるため、アーム検出部２００によるテープ種類の検出精度が向上する
。さらに、例えばテープ印字装置１の印字動作時に振動が発生した場合、上接離部８６Ａ
が下接離部８６Ｂから離間しても、下接離部８６Ｂの位置は維持される。よって、アーム
部３４で行われるテープの搬送やテープ種類の検出などに与える影響を抑制しつつ、アー
ム部３４の物理的な耐久性能を向上させることができる。
【０６２７】
　図５１を参照して、後方検出部３００による後方指標部９００の検出態様について説明
する。テープカセット３０がカセット装着部８の適正な位置に装着されると、後方支持部
８１３がカセットケース３１の後方段差壁３６０Ａを下方から支持する。このとき、後方
支持部８１３に設けられた後方検出部３００が、後方段差壁３６０Ａに設けられた後方指
標部９００に対向する。
【０６２８】
　この場合、後方検出スイッチ３１０のスイッチ端子３１７が、後方指標部９００の指標
部（非押圧部９０１または押圧部９０２）に対向する。このとき、非押圧部９０１に対向
する後方検出スイッチ３１０は、非押圧部９０１に挿入されてオフ状態になる。押圧部９
０２に対向する後方検出スイッチ３１０は、押圧部９０２によって押圧されてオン状態に
なる。
【０６２９】
　例えば、図４１および図４２に示すテープカセット３０がカセット装着部８の適正位置
に装着されている場合、図５１に示すように、後方検出スイッチ３１０Ａ、３１０Ｅは、
非押圧部９０１である指標部９００Ａ、９００Ｅにそれぞれ対向するので、オフ状態とな
る。後方検出スイッチ３１０Ｂ～３１０Ｄは、押圧部９０２である指標部９００Ｂ～９０
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０Ｄに対向するのでオン状態となる。つまり、後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅにそ
れぞれ対応するスイッチ「ＳＴ１」～「ＳＴ５」のオン・オフ状態は、それぞれ「０」、
「１」、「１」、「１」、「０」である。
【０６３０】
　テープ印字装置１では、後方検出部３００の検出パターン（ここでは、５つの後方検出
スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅのオン・オフの組合せ）に基づいて、テープカセット３０の
テープ種類として色情報が特定される。上記の例では、色情報テーブル５２０（図４４参
照）を参照して、後方検出スイッチ３１０Ａ～３１０Ｅのオン・オフ状態「０」、「１」
、「１」、「１」、「０」に対応する色情報が特定される。
【０６３１】
　ただし、色情報テーブル５２０に含まれる複数の色テーブルのいずれを使用するかによ
って、特定される色情報が異なる。本実施形態では、先述のアーム検出スイッチ２１０Ｄ
のオフ状態に応じて、第１色テーブル５２１が色情報の特定に使用される。その結果、先
述した目視での特定結果と同様に、テープ色「Ｗｈｉｔｅ」、文字色「Ｂｌａｃｋ」が特
定される。
【０６３２】
　このように、本実施形態のテープカセット３０では、アーム指標部８００および後方指
標部９００が、カセットケース３１において互いに離間した位置および異なる壁面に設け
られる。つまり、テープ種類を示す指標部の位置及び範囲が、一つの壁面に限定されない
。したがって、テープ印字装置１に検出させるテープ種類のパターン数を容易に増加させ
ることができる。ひいては、テープカセット３０の設計自由度を向上させることができる
。
【０６３３】
　さらに、アーム指標部８００および後方指標部９００は、それぞれ複数のアーム検出ス
イッチ２１０および複数の後方検出スイッチ３１０を、互いに離間した位置および異なる
方向から選択的に押圧する。これにより、テープ印字装置１は、テープ種類に含まれる異
なる要素（すなわち、印字用情報および色情報）を明確に区別できる。したがって、テー
プカセット３０は、テープ印字装置１に印字用情報および色情報をより正確に検出させる
ことができる。
【０６３４】
　上記のように、後方指標部９００が複数の後方検出スイッチ３１０を選択的に押圧する
場合、押圧部９０２に対向する後方検出スイッチ３１０の反発力が後方段差壁３６０Ａに
加えられる。このとき、後方検出スイッチ３１０の反発力によって、カセットケース３１
の後端側が持ち上げられることがありうる。
【０６３５】
　本実施形態では、アーム指標部８００および後方指標部９００は、いずれもカセットケ
ース３１の長手方向（つまり、左右方向）の中心位置に設けられている。つまり、後方検
出スイッチ３１０の反発力は、カセットケース３１の後端側における左右方向中心位置に
加えられる。カセットケース３１の後端側が持ち上げられた場合でも、カセットケース３
１は左右方向に傾斜しにくいため、カセットケース３１の前端側に与える影響が小さい。
よって、カセットケース３１の後端側が持ち上げられた場合でも、アーム指標部８００と
複数のアーム検出スイッチ２１０との位置関係の変化を抑制できる。ひいては、テープ印
字装置１が印字用情報を誤検出することを抑制できる。
【０６３６】
　後方指標部９００は、複数の後方検出スイッチ３１０が上方に突出するのに対応して、
カセットケース３１の底板３０６（詳細には、後方段差壁３６０Ａ）に設けられる。先述
のように、一対のキャビティの少なくとも一方に挿入される案内軸に沿って、テープカセ
ットが着脱方向に案内される。テープカセット３０の着脱方向は、複数の後方検出スイッ
チ３１０の進退方向と平行である。テープカセット３０がカセット装着部８に装着された
場合、押圧部９０２に対向する後方検出スイッチ３１０が突出方向とは正反対の方向（つ
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まり、下方向）に押圧される。
【０６３７】
　したがって、押圧部９０２によって押圧される後方検出スイッチ３１０に対して、進退
方向とは異なる方向に負荷が加えられることを抑制できる。ひいては、後方検出スイッチ
３１０の屈曲や破損等を抑制できる。さらに、後方検出スイッチ３１０が正確に押圧され
るため、テープ種類の検出精度を向上させることができる。
【０６３８】
　図５２を参照して、本実施形態に係るテープ印字装置１の印字に係る処理について説明
する。図５２に示すフローチャートの処理は、テープ印字装置１が電源オンされると、Ｃ
ＰＵ６０１がＲＯＭ６０２に記憶されているプログラムに基づいて実行する（図１４参照
）。
【０６３９】
　図５２に示すように、テープ印字装置１の印字に係る処理では、まずアーム検出部２０
０の検出パターンに基づいて、テープカセット３０の印字用情報が特定される（ステップ
Ｓ１）。ステップＳ１では、印字用情報テーブル５１０（図４０参照）に基づいて、アー
ム検出スイッチ２１０Ａ～２１０Ｅのオン・オフの組合せに対応する印字用情報が特定さ
れる。
【０６４０】
　ステップＳ１の実行後、アーム検出スイッチ２１０Ｄ（以下、スイッチＳＷ４）がオン
状態であるか否かが判断される（ステップＳ３）。スイッチＳＷ４がオフ状態である場合
（ステップＳ３：ＮＯ）、色情報テーブル５２０（図４４参照）から第１色テーブル５２
１が選択される（ステップＳ５）。スイッチＳＷ４がオン状態である場合（ステップＳ３
：ＹＥＳ）、色情報テーブル５２０から第２色テーブル５２２が選択される（ステップＳ
７）。
【０６４１】
　ステップＳ５またはステップＳ７の実行後、後方検出部３００の検出パターンに基づい
て、テープカセット３０の色情報が特定される（ステップＳ９）。ステップＳ９では、ス
テップＳ５またはステップＳ７で選択された色テーブルを参照して、後方検出スイッチ３
１０Ａ～３１０Ｅのオン・オフの組合せに対応する色情報が特定される。
【０６４２】
　本実施形態では、特定のアーム検出スイッチ２１０の検出状態（具体的には、アーム検
出スイッチ２１０Ｄのオン・オフ状態）に応じて、テープカセット３０の色情報の特定に
使用される色テーブルが選択される（ステップＳ３～Ｓ７参照）。そのため、後方検出ス
イッチ３１０の数量を増加させることなく（つまり、後方検出部３００が占める面積を大
きくすることなく）、テープ印字装置１が特定可能な色情報のパターン数を増加させるこ
とができる。
【０６４３】
　ステップＳ９の実行後、ステップＳ１で特定された印字用情報およびステップＳ９で特
定された色情報が、ディスプレイ５にテキスト情報として表示される（ステップＳ１１）
。例えば、先述のテープカセット３０（図３７～図３９、図４１および図４２参照）が適
正に装着された場合には、ディスプレイ５に「３６ｍｍラミネートタイプのテープカセッ
トが装着されました。テープ色はＷｈｉｔｅ、文字色はＢｌａｃｋです。」という表示が
行われる。
【０６４４】
　ステップＳ１１の実行後、キーボード３からの入力があったか否かが判断される（ステ
ップＳ１３）。キーボード３からの入力がある場合（ステップＳ１３：ＹＥＳ）、印字デ
ータの入力が受け付けられる（ステップＳ１５）。ステップＳ１５では、ＣＰＵ６０１が
、キーボード３から入力されたキャラクタを印字データとして受け付けて、その印字デー
タ（文書データ）をＲＡＭ６０４のテキストメモリに記憶する。キーボード３からの入力
がない場合（ステップＳ１３：ＮＯ）、処理はステップＳ１３に戻り、ＣＰＵ６０１はキ
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ーボード３からの入力を待ち受ける。
【０６４５】
　その後、例えばキーボード３から印字開始が指示されると、ステップＳ１で特定された
印字用情報に応じて、テキストメモリに記憶された印字データが加工される（ステップＳ
１７）。例えば、ステップＳ１７では、ステップＳ１で特定されたテープ幅に応じて、印
字データの印字範囲および印字サイズなどが加工される。ステップＳ１で特定された印字
態様（ラミネートまたはレセプタ）に応じて、印字データの印字位置などが加工される。
ステップＳ１７の実行後、加工済みの印字データに基づいてテープへの印字処理が実行さ
れる（ステップＳ１９）。ステップＳ１９の印字処理が完了すると、印字に係る処理（図
５２）が終了する。
【０６４６】
　ステップＳ１９の印字処理では、図５および図６に示すラミネートタイプのテープカセ
ット３０が装着されている場合、テープ駆動軸１００によって回転駆動されるテープ駆動
ローラ４６が、可動搬送ローラ１４との協働によって、第２テープスプール４１からフィ
ルムテープ５９を引き出す。リボン巻取軸９５によって回転駆動されるリボン巻取スプー
ル４４が、印字スピードと同期して、リボンスプール４２から未使用のインクリボン６０
を引き出す。
【０６４７】
　フィルムテープ５９およびインクリボン６０は、アーム部３４内を搬送されたのち、排
出口３４１で重ね合わされて露出部７７に排出され、サーマルヘッド１０とプラテンロー
ラ１５との間に搬送される。サーマルヘッド１０では、インクリボン６０を用いてフィル
ムテープ５９にキャラクタを鏡像で転写する鏡像印字が行われる。
【０６４８】
　さらに、テープ駆動ローラ４６と可動搬送ローラ１４との協働によって、第１テープス
プール４０から両面粘着テープ５８が引き出される。両面粘着テープ５８は、テープ駆動
ローラ４６と可動搬送ローラ１４との間にガイドされて巻き込まれながら、印字済みのフ
ィルムテープ５９の印字面に貼着される。使用済みのインクリボン６０は、リボン案内壁
３８にて印字済みのフィルムテープ５９から剥がされ、リボン巻取スプール４４に巻き取
られる。両面粘着テープ５８が貼着されたフィルムテープ５９（つまり、印字済テープ５
０）は、さらに排出案内部４９に向かって搬送され、カット機構１７によって切断される
。
【０６４９】
　図７に示すレセプタタイプのテープカセット３０が装着されている場合、テープ駆動軸
１００によって回転駆動されるテープ駆動ローラ４６が、可動搬送ローラ１４との協働に
よって、第１テープスプール４０から印字テープ５７を引き出す。リボン巻取軸９５によ
って回転駆動されるリボン巻取スプール４４が、印字スピードと同期して、リボンスプー
ル４２から未使用のインクリボン６０を引き出す。
【０６５０】
　印字テープ５７およびインクリボン６０は、アーム部３４内を搬送されたのち、排出口
３４１で重ね合わされて露出部７７に排出され、サーマルヘッド１０とプラテンローラ１
５との間に搬送される。サーマルヘッド１０では、インクリボン６０を用いて印字テープ
５７にキャラクタを正像で転写する正像印字が行われる。
【０６５１】
　使用済みのインクリボン６０は、リボン案内壁３８にて印字済みの印字テープ５７から
剥がされ、リボン巻取スプール４４に巻き取られる。印字済みの印字テープ５７（つまり
、印字済テープ５０）は、さらに排出案内部４９に向かって搬送され、カット機構１７に
よって切断される。
【０６５２】
　図８に示すサーマルタイプのテープカセット３０が装着されている場合、テープ駆動軸
１００によって回転駆動されるテープ駆動ローラ４６が、可動搬送ローラ１４との協働に
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よって、第１テープスプール４０から感熱紙テープ５５を引き出す。感熱紙テープ５５は
、アーム部３４内を搬送されたのち、排出口３４１から露出部７７に排出されて、サーマ
ルヘッド１０とプラテンローラ１５との間に搬送される。サーマルヘッド１０では、感熱
紙テープ５５にキャラクタを正像で発色させる正像印字が行われる。印字済みの感熱紙テ
ープ５５（つまり、印字済テープ５０）は、さらに排出案内部４９に向かって搬送され、
カット機構１７によって切断される。
【０６５３】
　上記の印字処理（ステップＳ１９）の実行中は、第１、第２受け部３９１、３９２、ヘ
ッド押え部材７、カセットフック７５などの作用により、テープカセット３０の安定した
装着状態が保たれる。よって、テープ印字装置１は、サーマルヘッド１０の印字範囲の上
下方向中心位置と、テープおよびインクリボン６０の幅方向中心位置とが精度よく一致し
た状態で、テープの印字面に対して印字を施すことができる。
【０６５４】
　本実施形態では、汎用カセットであるテープカセット３０を、汎用機であるテープ印字
装置１にて使用している。それにより、テープ印字装置１は１台でサーマルタイプ、レセ
プタタイプ、ラミネートタイプ等、各種のテープカセットに対応させることが可能である
。したがって、テープカセット３０のタイプごとに異なるテープ印字装置１を用いる必要
がない。また、同じテープ幅のテープに対応したテープカセット３０を製造する場合、ア
ーム指標部８００および後方指標部９００を形成する部分を含む金型等、一部の金型を除
いて共通の金型を使用可能なため、大変なコスト削減になる。
【０６５５】
　なお、本発明のテープカセット３０およびテープ印字装置１は、前述の実施形態に限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ること
は勿論である。
【０６５６】
　例えば、図５３および図５４に示すテープカセット１３０のように、第２テープ領域４
１０内に、第２テープスプール４１から引き出されるテープの量を安定化させるための調
整リブ９４０を設けてもよい。
【０６５７】
　調整リブ９４０は、第２テープ領域４１０におけるフィルムテープ５９の搬送経路の最
下流側に設けられた板状部材であり、第１調整リブ９４１および第２調整リブ９４２を含
む。第１調整リブ９４１は、第２テープスプール４１から引き出されたフィルムテープ５
９の裏面側に接触している。第２調整リブ９４２は、第１調整リブ９４１よりも下流側で
、第２テープスプール４１から引き出されたフィルムテープ５９の印字面側に接触してい
る。
【０６５８】
　図５３に示すように、第２テープスプール４１に巻回されているフィルムテープ５９の
量が多い場合（つまり、フィルムテープ５９の巻回径が大きい場合）、第１調整リブ９４
１によって、フィルムテープ５９の搬送経路が大きく屈折されている。このとき、第１調
整リブ９４１に接触するフィルムテープ５９の摩擦力が大きくなるため、第２テープスプ
ール４１に大きな回転負荷が付与される。
【０６５９】
　第２テープスプール４１からフィルムテープ５９が引き出されるにつれて、第２テープ
スプール４１に巻回されているフィルムテープ５９の量が少なくなる（つまり、フィルム
テープ５９の巻回径が小さくなる）。図５４に示すように、フィルムテープ５９の巻回径
が小さい場合、第１調整リブ９４１によって、フィルムテープ５９の搬送経路が小さく屈
折されている。このとき、第１調整リブ９４１に接触するフィルムテープ５９の摩擦力が
小さくなるため、第２テープスプール４１に小さな回転負荷が付与される。
【０６６０】
　このように、フィルムテープ５９の巻回径が大きいほど、第２テープスプール４１に付
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与される回転負荷が大きくなるのに伴って、フィルムテープ５９のバックテンションも大
きくなる。一方、フィルムテープ５９の巻回径が小さいほど、第２テープスプール４１に
付与される回転負荷が小さくなるのに伴って、フィルムテープ５９のバックテンションも
小さくなる。つまり、フィルムテープ５９の巻回径に応じて、第２テープスプール４１に
最適な回転負荷が付与されることで、フィルムテープ５９のバックテンションが調整され
る。このように、第２テープ領域４１０内に調整リブ９４０を設けた簡易な構造で、第２
テープスプール４１から引き出されるテープの量を安定させることができる。
【０６６１】
　先述のように、第２テープスプール４１には、フィルムテープ５９にバックテンション
を付与するクラッチバネ５７２（図３３参照）が装着されている。フィルムテープ５９が
引き出し方向に回転している場合、第２テープスプール４１の回転負荷（つまり、負荷ト
ルク）が、クラッチバネ５７２によって安定的に付与される。ただし、この負荷トルクに
よって発生するフィルムテープへのバックテンションは、フィルムテープ５９の巻回径に
応じて変化する。
【０６６２】
　具体的には、クラッチバネ５７２によって付与される負荷トルクは一定である。ただし
、フィルムテープ５９の巻回径が大きいほど、クラッチバネ５７２に起因するバックテン
ションは相対的に小さくなる一方、調整リブ９４０によって付与されるバックテンション
は相対的に大きくなる。つまり、クラッチバネ５７２に起因するバックテンションが小さ
い場合には、調整リブ９４０によって大きなバックテンションが補完される。
【０６６３】
　また、フィルムテープ５９の巻回径が小さいほど、クラッチバネ５７２に起因するバッ
クテンションが相対的に大きくなる一方、調整リブ９４０によって付与されるバックテン
ションは、相対的に小さくなる。つまり、クラッチバネ５７２に起因するバックテンショ
ンが増加した場合には、調整リブ９４０によって補完されるバックテンションが、その増
加分に応じて小さくなる。
【０６６４】
　つまり、フィルムテープ５９に対して、クラッチバネ５７２によってバックテンション
が付与されるのに加えて、調整リブ９４０によってフィルムテープ５９の巻回径に応じた
最適なバックテンションが補完的に付与される。これにより、フィルムテープ５９の巻回
径にかかわらず、フィルムテープ５９のバックテンションが全体的に安定するため、第２
テープスプール４１から引き出されるフィルムテープ５９の量がより安定する。ひいては
、印字動作時におけるフィルムテープ５９の走行がより安定して、フィルムテープ５９の
走行不良に起因する印字品質の劣化をより確実に抑制できる。
【０６６５】
　上記実施形態では、非押圧部８０１および非押圧部９０１が、カセットケース３１に設
けられた貫通孔である。非押圧部８０１は、対向するアーム検出スイッチ２１０のスイッ
チ端子２２２を押圧することなく挿脱可能であれば、貫通孔に限定されない。同様に、非
押圧部９０１は、対向する後方検出スイッチ３１０のスイッチ端子３１７を押圧すること
なく挿脱可能であれば、貫通孔に限定されない。例えば、非押圧部８０１は、アーム前面
壁３５の一部が後方に凹んだ、スイッチ端子２２２を挿脱可能な凹部であってもよい。非
押圧部９０１は、後方段差壁３６０Ａの一部が上方に凹んだ、スイッチ端子３１７を挿脱
可能な凹部であってもよい。
【０６６６】
　上記実施形態では、テープやインクリボン６０が、スプール（具体的には、第１テープ
スプール４０、第２テープスプール４１、リボンスプール４２）に巻回されている。テー
プやインクリボン６０は、回転可能なロール状であれば、スプールに巻回されていなくて
もよい。例えば、テープやインクリボン６０は、スプールを用いることなく中心に孔を形
成するように巻回された、所謂コアレスタイプのロール体であってもよい。
【０６６７】
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　以上、本発明に係るテープカセットの一実施形態を説明した。上記実施形態に開示され
たテープカセットの各技術的特徴は、単独で用いられてもよいし、複数を組み合わせて用
いられてもよい。以下では、上記技術的特徴を１つまたは複数備えたテープカセットの各
種態様を例示する。なお、以下に説明する技術的特徴に付された括弧書きは、上記実施形
態において各技術的特徴が対応する構成要素の符号を例示している。
【０６６８】
（１）従来、例えばユーザがテープカセットを正しく装着しなかった場合やテープ印字装
置を正しく操作しなかった場合に、テープカセットが適正な姿勢から傾斜した状態でカセ
ット装着部に嵌め込まれることがあった。カセット装着部内でテープカセットが傾斜して
いる場合、カセット検出部が複数の検出スイッチと正確に対向しないことがあった。この
場合、カセット検出部が、押圧する予定であった検出スイッチを押圧しなかったり、押圧
しない予定であった検出スイッチを押圧したりするおそれがあった。
【０６６９】
　複数の検出スイッチが誤ったパターンで押圧された場合、カセット装着部に装着されて
いるテープカセットに収納されているテープの種類とは異なるテープの種類を、テープ印
字装置が検出する。このようにテープ印字装置で誤ったテープの種類が検出されると、テ
ープ印字装置の誤動作や印字不良などを生じるおそれがあった。そこで、以下の態様に係
るテープカセットのように、上記技術的特徴を備えてもよい。
【０６７０】
　本態様に係るテープカセット（３０）は、底壁（３０６）、上壁（３０５）および側壁
（３０３、３０４）が外形を規定し、且つ、複数の角部（３２１～３２４）を含む箱状の
カセットケース（３１）と、前記外形内に規定されるテープ収納領域（４００、４１０）
に収納された、少なくとも一つのテープ（５５、５７、５８、５９）と、前記底壁から延
び、且つ、前記テープ収納領域と前記外形との間で、一の前記角部（３２２）および他の
前記角部（３２４）を結ぶ対角線の両端部に設けられた一対のキャビティ（４７、６４）
と、前記側壁に設けられ、前記テープの種類を示す側面指標部（８００）とを備え、前記
側面指標部は、前記テープの種類に応じたパターンで配置された複数の指標部（８００Ａ
～８００Ｅ）を含み、前記複数の指標部の各々は、スイッチ孔（８０１）および面部（８
０２）のいずれかである。
【０６７１】
　本態様に係るテープカセットがテープ印字装置（１）のカセット装着部（８）に着脱さ
れ、且つ、テープ印字装置が一対の案内軸（１００、１２０）を備えている場合、一対の
キャビティに一対の案内軸が挿入される。この場合、一対のキャビティに挿入された一対
の案内軸に沿って、ユーザがテープカセットをカセット装着部に対して着脱することで、
テープカセットが適正な姿勢から傾斜することを抑制できる。
【０６７２】
　テープカセットが複数の検出スイッチ（２１０）を備えるテープ印字装置のカセット装
着部に装着されると、側面指標部は複数の検出スイッチに正確に対向する。複数の検出ス
イッチは、所定方向に進退可能なスイッチである。複数の検出スイッチに対向した側面指
標部は、複数の指標部におけるスイッチ孔および面部の組み合わせに応じて、複数の検出
スイッチを選択的に押圧する。つまり、複数の検出スイッチの各々が、テープの種類に応
じて押圧または非押圧の状態となる。よって、テープカセットは、テープ印字装置にテー
プの種類を正確に検出させることができる。さらに、テープカセットがカセット装着部内
で傾斜していることに起因するテープの走行不良や印字ヘッドの印字不良などを抑制でき
る。
【０６７３】
　側面指標部は、複数の検出スイッチが水平に突出するのに対応して、カセットケースの
側壁に設けられる。側面指標部が複数の検出スイッチを選択的に押圧するとき、複数の検
出スイッチの反発力が側壁に加えられる。テープカセットは、一対のキャビティに挿入さ
れた一対の案内軸によって、着脱方向とは異なる方向への移動が規制される。したがって
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、複数の検出スイッチの反発力が側壁に加えられた場合でも、テープカセットが側面方向
に移動することが抑制され、ひいてはテープの種類が誤検出されるおそれを抑制できる。
【０６７４】
（２）従来のテープカセットは、テープ印字装置が上方に突出する複数の検出スイッチを
備えるのに対応して、テープカセットの下面にカセット検出部が設けられている。テープ
カセットの下面には、テープやインクリボンを搬送するための駆動軸が挿入される支持孔
や、印字ヘッドを備えたヘッドホルダが挿入されるヘッド挿入部などが設けられている。
【０６７５】
　そのため、テープカセットの下面は、カセット検出部を配設する位置や範囲が制限され
やすい。例えばテープ印字装置に検出させるテープの種類のパターン数を増加させる場合
、カセット検出部の形成範囲を広くする必要がある。上記のようにカセット検出部の位置
や範囲が制限されると、テープの種類のパターン数を増加させにくくなるため、テープカ
セットの設計自由度を損なうおそれがあった。そこで、以下の態様に係るテープカセット
のように、上記技術的特徴を備えてもよい。
【０６７６】
　本態様に係るテープカセット（３０）は、前壁（３５）、底壁（３０６）および上壁（
３０５）を有する箱状体であって、左右方向を長手方向とするカセットケース（３１）と
、前記カセットケースに収納されたテープ（５５、５７、５８、５９）と、前記前壁にお
ける前記左右方向の略中心位置に設けられ、前記テープの種類に含まれる複数要素のうち
の第１要素を示す前面指標部（８００）と、前記底壁の後端部における前記左右方向の略
中心位置に設けられ、前記複数要素のうちの第２要素を示す底面指標部（９００）とを備
え、前記前面指標部は、前記第１要素に応じたパターンで配置された複数の第１指標部（
８００Ａ～８００Ｅ）を含み、前記底面指標部は、前記第２要素に応じたパターンで配置
された複数の第２指標部（９００Ａ～９００Ｅ）を含み、前記複数の第１指標部の各々は
、スイッチ孔（８０１）および面部（８０２）のいずれかであり、前記複数の第２指標部
の各々は、スイッチ孔（９０１）および面部（９０２）のいずれかである。
【０６７７】
　本態様に係るテープカセットは、テープ印字装置（１）のカセット装着部（８）に装着
される。このとき、テープ印字装置が複数の第１検出スイッチ（２１０）および複数の第
２検出スイッチ（３１０）を備えている場合、前面指標部は複数の第１検出スイッチに対
向し、且つ、底面指標部は複数の第２検出スイッチに対向する。複数の第１検出スイッチ
は、所定方向に進退可能なスイッチである。複数の第２検出スイッチは、所定方向とは異
なる方向に進退可能なスイッチである。
【０６７８】
　複数の第１検出スイッチに対向した前面指標部は、複数の第１指標部におけるスイッチ
孔および面部の組み合わせに応じて、複数の第１検出スイッチを選択的に押圧する。複数
の第２検出スイッチに対向した底面指標部は、複数の第２指標部におけるスイッチ孔およ
び面部の組み合わせに応じて、複数の第２検出スイッチを選択的に押圧する。これにより
、テープカセットは、テープの種類に含まれる第１要素および第２要素を、テープ印字装
置に検出させることができる。
【０６７９】
　前面指標部および底面指標部は、カセットケースにおいて互いに離間した位置および異
なる壁面に設けられる。つまり、テープの種類を示す指標部の位置及び範囲が、一つの壁
面に限定されない。したがって、テープ印字装置に検出させるテープの種類のパターン数
を容易に増加させることができる。ひいては、テープ印字装置にテープの種類を検出させ
るテープカセットの設計自由度を向上させることができる。
【０６８０】
　さらに、前面指標部および底面指標部は、それぞれ複数の第１検出スイッチおよび複数
の第２検出スイッチを、互いに離間した位置および異なる方向から選択的に押圧する。こ
れにより、テープ印字装置は、テープの種類に含まれる異なる要素を明確に区別できる。
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したがって、テープカセットは、テープ印字装置に第１要素および第２要素をより正確に
検出させることができる。
【０６８１】
　前面指標部は、複数の第１検出スイッチが水平に突出するのに対応して前壁に設けられ
る。底面指標部は、複数の第２検出スイッチが上方に突出するのに対応して底壁に設けら
れる。底面指標部が複数の第２検出スイッチを選択的に押圧すると、面部に対向する第２
検出スイッチの反発力が底壁に加えられる。このとき、複数の第２検出スイッチの反発力
によって、カセットケースの後端側が持ち上げられることがありうる。
【０６８２】
　前面指標部および底面指標部は、いずれもカセットケースの長手方向の中心位置に設け
られる。つまり、複数の第２検出スイッチの反発力は、カセットケースの後端側における
左右方向中心位置に加えられる。カセットケースの後端側が持ち上げられた場合でも、カ
セットケースは左右方向に傾斜しにくいため、カセットケースの前端側に与える影響が小
さい。よって、カセットケースの後端側が持ち上げられた場合でも、前面指標部と複数の
第１検出スイッチとの位置関係の変化を抑制できる。ひいては、テープカセットは、テー
プ印字装置に第１要素を誤検出させることを抑制できる。
【０６８３】
　なお、第１要素は、テープ印字装置の印字動作に与える影響が大きい情報（例えば、テ
ープ印字装置が適正な印字動作を行うのに必要な情報）であることが好適である。第２要
素は、テープ印字装置の印字動作に与える影響が小さい情報（例えば、テープ印字装置が
適正な印字動作を行うのに不要な情報）であることが好適である。これにより、テープカ
セットは、テープの種類のうちで少なくとも印字動作に与える影響が大きい情報をテープ
印字装置に検出させて、印字不良や走行不良などを抑制できる。
【０６８４】
（３）従来のテープカセットでは、カセットケースに収納されたテープの幅方向への移動
が、上ケースの上壁と下ケースの底壁によって規制される。しかしながら、下ケースに対
する上ケースの圧入が不十分である場合、上ケースと下ケースとの間に隙間が生じること
があった。上ケースおよび下ケースにそれぞれ寸法誤差がある場合には、上ケースと下ケ
ースが接合されることによって、カセットケース全体の寸法誤差が大きくなることがあっ
た。
【０６８５】
　このような場合、上壁と底壁との距離が、正規の距離よりも大きくなり、テープに対す
る幅方向の規制が不十分となるおそれがあった。そうすると、カセットケース内を搬送さ
れるテープが幅方向に蛇行して、印字ヘッドによる上下方向の印字中心位置と、テープの
幅方向中心位置とがずれるおそれがあった。ひいては、印字ヘッドのテープに対する印字
位置がずれてしまい、良好な印字結果が得られないおそれがあった。その対策として、テ
ープカセットの製造工程では、カセットケースの寸法精度および下ケースと上ケースとの
圧入状態を厳密に管理していた。そこで、以下の態様に係るテープカセットのように、上
記技術的特徴を備えてもよい。
【０６８６】
　本態様に係るテープカセット（３０）は、印字ヘッド（１０）を有するヘッドホルダ（
７４）を備えたテープ印字装置（１）に着脱可能なテープカセットであって、上壁（３０
５）を有する上ケース（３１１）と、底壁（３０６）および前記底壁の縁部から上方へ垂
直に延びる外壁である下外壁（３０４）を有する下ケース（３１２）とを含む箱状のカセ
ットケース（３１）と、前記カセットケース内に収納されたテープ（５５、５７、５８、
５９）と、前記カセットケースを上下方向に貫通する空間であって、前記ヘッドホルダが
挿入されるヘッド挿入部（３９）と、前記下外壁の一部である第１壁部（３５Ｂ）と、前
記第１壁部と前記ヘッド挿入部との間に設けられた、前記底壁から上方へ垂直に伸びる壁
である第２壁部（３３）とを有し、前記テープを前記第１壁部と前記第２壁部との間で搬
送経路に沿って排出口（３４１）へ案内するアーム部（３４）と、前記テープの種類によ
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らず、前記第１壁部に常に設けられる係止孔（８２０）と、前記第２壁部に設けられ、前
記テープの幅方向への移動を規制する幅方向規制部（３８１Ｂ、３８３）とを備える。
【０６８７】
　本態様に係るテープカセットは、下ケースに含まれる第１壁部および第２壁部の間でテ
ープを案内するアーム部を備える。第２壁部には、テープの幅方向への移動を規制する幅
方向規制部が設けられる。これにより、上ケースと下ケースとの圧入状態にかかわらず、
幅方向規制部の寸法精度が保証され、テープの幅方向への移動を正確に規制できる。ひい
ては、印字ヘッドによる上下方向の印字中心位置と、テープの幅方向中心位置とが精度よ
く一致するため、印字品質を向上させることができる。さらに、作業者の寸法精度や圧入
状態を管理する負担を軽減できる。
【０６８８】
　さらに、第１壁部には、テープの種類によらず係止孔が常に設けられる。テープカセッ
トがテープ印字装置のカセット装着部（８）に装着され、且つ、テープ印字装置が係止部
（２２５）を備えている場合、係止孔が係止部によって係止される。これにより、第１壁
部の位置が固定され、ひいてはアーム部の位置が固定される。したがって、例えば印字動
作時におけるアーム部の振動が抑制されて、アーム部内でのテープの搬送を安定させるこ
とができる。
【０６８９】
　第１壁部および第２壁部は、いずれも下ケースに含まれる壁部であり、且つ、アーム部
を構成する壁部の一部である。したがって、上記のようにアーム部の位置が固定されると
、上ケースと下ケースとの圧入状態にかかわらず、幅方向規制部が適正な高さ位置に位置
決めされる。ひいては、アーム部内を案内されるテープの幅方向の移動がより確実に規制
されて、印字ヘッドのテープに対する印字位置のずれを確実に抑制できる。
【０６９０】
（４）従来のテープカセットでは、テープ印字装置が上方に突出する複数の検出スイッチ
を備えるのに対応して、テープカセットの下面にカセット検出部が設けられている。例え
ばテープカセットの製造時に、カセット検出部が示すテープの種類に対応していないテー
プを、作業者がカセットケース内に誤って収納するおそれがあった。
【０６９１】
　カセットケース内に収納されているテープの種類がカセット検出部に対応していない場
合、テープ印字装置はカセット検出部が示すテープの種類を誤って検出する。テープ印字
装置でテープの種類が誤って検出されると、テープ印字装置の誤動作や印字不良などを生
じるおそれがあった。その対策として、テープカセットの製造工程は、製造済みのテープ
カセットごとに、カセット検出部が示すテープの種類と、収納されているテープの種類と
を照合する検査工程を含んでいた。そこで、以下の態様に係るテープカセットのように、
上記技術的特徴を備えてもよい。
【０６９２】
　本態様に係るテープカセット（３０）は、印字ヘッド（１０）を有するヘッドホルダ（
７４）を備えたテープ印字装置（１）に着脱可能なテープカセットであって、上壁（３０
５）を有する上ケース（３１１）と、底壁（３０６）および前記底壁の縁部から上方へ垂
直に延びる外壁である下外壁（３０４）を有する下ケース（３１２）とを含む箱状のカセ
ットケース（３１）と、前記カセットケース内に収納されたテープ（５５、５７、５８、
５９）と、前記カセットケースを上下方向に貫通する空間であって、前記ヘッドホルダが
挿入されるヘッド挿入部（３９）と、前記下外壁の一部である第１壁部（３５Ｂ）と、前
記第１壁部と前記ヘッド挿入部との間に設けられた、前記底壁から上方へ垂直に伸びる壁
である第２壁部（３３）とを有し、前記テープを前記第１壁部と前記第２壁部との間で搬
送経路に沿って排出口（３４１）へ案内するアーム部（３４）と、前記第１壁部に設けら
れ、前記テープの種類を示す前面指標部（８００）と、前記第２壁部に設けられ、前記テ
ープの幅方向への移動を規制する幅方向規制部（３８１Ｂ、３８３）とを備え、前記前面
指標部は、前記テープの種類に応じたパターンで配置された複数の指標部（８００Ａ～８
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００Ｅ）を含み、前記複数の指標部の各々は、スイッチ孔（８０１）および面部（８０２
）のいずれかであり、前記幅方向規制部は、前記前面指標部と隣接し、且つ、前記第１壁
部の前方から目視可能な位置に設けられる。
【０６９３】
　本態様に係るテープカセットは、第１壁部および第２壁部の間でテープを案内するアー
ム部を備える。第１壁部には、テープの種類を示す前面指標部が設けられる。第２壁部に
は、テープの幅方向への移動を規制する幅方向規制部が設けられる。幅方向規制部および
前面指標部は、互いに隣接して設けられ、且つ、第１壁部の前方から目視可能である。人
は、前面指標部を目視して、複数の指標部の各々がスイッチ孔および面部のいずれかに基
づいて、テープの種類を特定可能である。つまり、幅方向規制部によって規制されるテー
プと、前面指標部が示すテープの種類とを、人が一方向から同時に目視可能である。
【０６９４】
　例えばテープカセットの製造工程では、作業者が下ケースにテープを収納し、テープの
一部をアーム部内に挿入する。作業者は、アーム部内に挿入されたテープの一部を、幅方
向規制部によって適正に規制される位置に取り付ける。その後、作業者は第１壁部を前方
から目視することで、幅方向規制部によって規制されるテープが、前面指標部が示すテー
プの種類に対応しているか否かを照合できる。したがって、作業者はテープカセットに誤
った種類のテープが収納されていることを容易に発見できる。ひいては、テープカセット
の製造ミスを抑制でき、且つ、作業者が検査工程を行う負担を軽減できる。
【０６９５】
　第１壁部および第２壁部は、いずれも下ケースに含まれる壁部であり、且つ、アーム部
を構成する壁部の一部である。これにより、上ケースと下ケースとの圧入状態にかかわら
ず、幅方向規制部の寸法精度が保証され、テープの幅方向への移動を正確に規制できる。
ひいては、印字ヘッドによる上下方向の印字中心位置と、テープの幅方向中心位置とが精
度よく一致するため、印字品質を向上させることができる。
【０６９６】
　さらに、テープカセットがテープ印字装置のカセット装着部（８）に装着され、且つ、
テープ印字装置が複数の検出スイッチ（２１０）を備えている場合、前面指標部は複数の
検出スイッチに対向する。複数の検出スイッチは、所定方向に進退可能なスイッチである
。複数の検出スイッチに対向した前面指標部は、複数の指標部におけるスイッチ孔および
面部の組み合わせに応じて、複数の検出スイッチを選択的に押圧する。これにより、テー
プカセットは、テープ印字装置にもテープの種類を検出させることができる。
【０６９７】
（５）従来、例えばユーザがテープカセットを正しく装着しなかった場合やテープ印字装
置を正しく操作しなかった場合に、テープカセットが適正な姿勢から傾斜した状態でカセ
ット装着部に装着されることがあった。カセット装着部内でテープカセットが傾斜してい
る状態で印字動作が行われると、テープ印字装置においてテープの走行不良や印字ヘッド
の印字不良などが生じるおそれがあった。そこで、以下の態様に係るテープカセットのよ
うに、上記技術的特徴を備えてもよい。
【０６９８】
　本態様に係るテープカセット（３０）は、印字ヘッド（１０）を有するヘッドホルダ（
７４）を備えたテープ印字装置（１）に着脱可能なテープカセットであって、底面（３０
２）を形成する底壁（３０６）と、上面（３０１）を形成する上壁（３０５）と、側面を
形成する側壁（３０３、３０４）とが外形を規定し、且つ、複数の角部（３２１～３２４
）を含む箱状のカセットケース（３１）と、前記外形内に規定されるテープ収納領域（４
００、４１０）に収納された、少なくとも一つのテープ（５５、５７、５８、５９）と、
前記底壁から延び、且つ、前記テープ収納領域と前記外形との間で、一の前記角部（３２
２）および他の前記角部（３２４）を結ぶ対角線の両端部に設けられた一対のキャビティ
（４７、６４）と、前記カセットケースを上下方向に貫通する空間であって、前記ヘッド
ホルダが挿入されるヘッド挿入部（３９）と、前記ヘッド挿入部の端部に連接して設けら
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れた、前記底面から上方に凹んだ凹部である支持受け部（３９１、３９２）とを備える。
【０６９９】
　本態様に係るテープカセットがテープ印字装置のカセット装着部（８）に着脱され、且
つ、テープ印字装置が一対の案内軸（１００、１２０）を備えている場合、一対のキャビ
ティに一対の案内軸が挿入される。この場合、一対のキャビティに挿入された一対の案内
軸に沿って、ユーザがテープカセットをカセット装着部に対して着脱することで、テープ
カセットが適正な姿勢から傾斜することが抑制される。ひいては、テープカセットがカセ
ット装着部内で傾斜していることに起因するテープの走行不良や印字ヘッドの印字不良な
どを抑制できる。
【０７００】
　さらに、ヘッド挿入部の端部に連接して、底面から上方に凹んだ凹部である支持受け部
が設けられる。テープカセットがカセット装着部に装着され、且つ、テープ印字装置が支
持部（７４１、７４２）を備えている場合、支持受け部が支持部によって下方から支持さ
れる。この場合、支持受け部は、テープに印字を行う印字ヘッドと近接した位置で、支持
部によって支持される。したがって、テープ印字装置への装着時にテープカセットの上下
方向位置を正確に位置決めできる。ひいては、印字ヘッドによる上下方向の印字中心位置
と、テープの幅方向中心位置とが精度よく一致するため、印字品質を向上させることがで
きる。
【０７０１】
　一対のキャビティに挿入された一対の案内軸によって、テープカセットが着脱方向に案
内され、且つ、着脱方向とは異なる方向への移動が規制される。したがって、カセット装
着部に対するテープカセットの位置決めが容易である。これにより、テープカセットがカ
セット装着部に装着される際に、ヘッドホルダがヘッド挿入部の外縁に接触するのが抑制
される。ユーザは、ヘッドホルダをヘッド挿入部内にスムーズに挿入できる。さらに、ユ
ーザは、支持受け部を支持部上に正確に位置決めできる。その結果、支持受け部が支持部
によって確実に支持されるため、印字品質をさらに向上させることができる。
【０７０２】
（６）従来、例えばユーザがテープカセットを正しく装着しなかった場合やテープ印字装
置を正しく操作しなかった場合に、テープカセットが適正な姿勢から傾斜した状態でカセ
ット装着部に装着されることがあった。カセット装着部内でテープカセットが傾斜してい
る場合、カセット検出部が複数の検出スイッチと正確に対向しないことがあった。この場
合、カセット検出部が、押圧する予定であった検出スイッチを押圧しなかったり、押圧し
ない予定であった検出スイッチを押圧したりするおそれがあった。
【０７０３】
　複数の検出スイッチが誤ったパターンで押圧された場合、カセット装着部に装着されて
いるテープカセットに収納されているテープの種類とは異なるテープの種類を、テープ印
字装置が検出する。このようにテープ印字装置で誤ったテープの種類が検出されると、テ
ープ印字装置の誤動作や印字不良などを生じるおそれがあった。そこで、以下の態様に係
るテープカセットのように、上記技術的特徴を備えてもよい。
【０７０４】
　本態様に係るテープカセット（３０）は、底壁（３０６）、上壁（３０５）および側壁
（３０３、３０４）が外形を規定し、且つ、複数の角部（３２１～３２４）を含む箱状の
カセットケース（３１）と、前記外形内に規定されるテープ収納領域（４００、４１０）
に収納された、少なくとも一つのテープ（５５、５７、５８、５９）と、前記底壁から延
び、且つ、前記テープ収納領域と前記外形との間で、一の前記角部（３２２）および他の
前記角部（３２４）を結ぶ対角線の両端部に設けられた一対のキャビティ（４７、６４）
と、前記底壁に設けられ、前記テープの種類を示す底面指標部（９００）とを備え、前記
底面指標部は、前記テープの種類に応じたパターンで配置された複数の指標部（９００Ａ
～９００Ｅ）を含み、前記複数の指標部の各々は、スイッチ孔（９０１）および面部（９
０２）のいずれかである。
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【０７０５】
　本態様に係るテープカセットがテープ印字装置（１）のカセット装着部（８）に着脱さ
れ、且つ、テープ印字装置が一対の案内軸（１００、１２０）を備えている場合、一対の
キャビティに一対の案内軸が挿入される。この場合、一対のキャビティに挿入された一対
の案内軸に沿って、ユーザがテープカセットをカセット装着部に対して着脱することで、
テープカセットが適正な姿勢から傾斜することが抑制される。
【０７０６】
　テープカセットが複数の検出スイッチ（３１０）を備えるテープ印字装置のカセット装
着部に装着されると、底面指標部は複数の検出スイッチに正確に対向する。複数の検出ス
イッチは、所定方向に進退可能なスイッチである。複数の検出スイッチに対向した底面指
標部は、複数の指標部におけるスイッチ孔および面部の組み合わせに応じて、複数の検出
スイッチを選択的に押圧する。つまり、複数の検出スイッチの各々が、テープの種類に応
じて押圧または非押圧の状態となる。よって、テープカセットは、テープ印字装置にテー
プの種類を正確に検出させることができる。さらに、テープカセットがカセット装着部内
で傾斜していることに起因するテープの走行不良や印字ヘッドの印字不良などを抑制でき
る。
【０７０７】
　さらに、底面指標部は、複数の検出スイッチが上方に突出するのに対応して、カセット
ケースの底壁に設けられる。一対のキャビティに挿入された一対の案内軸に沿って、テー
プカセットが着脱方向に案内される。テープカセットの着脱方向は、複数の検出スイッチ
の進退方向と平行である。テープカセットがカセット装着部に装着された場合、面部に対
向する複数の検出スイッチが突出方向とは正反対の方向に押圧される。
【０７０８】
　したがって、面部によって押圧される検出スイッチに対して、進退方向とは異なる方向
に負荷が加えられることが抑制される。ひいては、検出スイッチの屈曲や破損等が抑制さ
れる。さらに、検出スイッチが正確に押圧されるため、テープ種類の検出精度を向上させ
ることができる。
【０７０９】
（７）従来のテープカセットでは、カセットケースの底面に位置決め用のピン孔が設けら
れている。テープカセットがカセット装着部にテープカセットが装着されると、カセット
装着部に設けられた位置決めピンが、テープカセットのピン孔に挿入される。これにより
、カセット装着部に装着されたテープカセットの上下方向の位置決めが行われていた。
【０７１０】
　しかしながら、テープカセットのピン孔は、カセットケースの底面の外周近傍の２箇所
に設けられている。テープ印字装置は、ピン孔に対応する２箇所に位置決めピンを有して
いる。つまり、テープカセットの位置決め場所が、印字ヘッドとは離れた位置に設定され
ている。
【０７１１】
　そのため、ピン孔と位置決めピンとが正確な寸法で製造されていない場合、ピン孔に位
置決めピンを挿入してテープカセットの位置決めを行ったときに、印字ヘッドによる上下
方向の印字中心位置と、テープの幅方向中心位置とがずれるおそれがあった。ひいては、
印字ヘッドのテープに対する印字位置がずれてしまい、良好な印字結果が得られないおそ
れがあった。その対策として、テープカセットの製造工程では、ピン孔と位置決めピンと
の寸法を高精度で管理していた。そこで、以下の態様に係るテープカセットのように、上
記技術的特徴を備えてもよい。
【０７１２】
　本態様に係るテープカセット（３０）は、印字ヘッド（１０）を有するヘッドホルダ（
７４）を備えたテープ印字装置（１）に着脱可能なテープカセットであって、上面（３０
１）、底面（３０２）、前面（３５）、および一対の側面（３０３、３０４）を有し、前
記上面を形成する上壁（３０５）を有する上ケース（３１１）と、前記底面を形成する底
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壁（３０６）および前記底面の縁部から上方へ垂直に伸びる外壁である下外壁（３０４）
を有する下ケース（３１２）とを含むカセットケース（３１）と、前記カセットケース内
に回転可能に収納された、テープが巻回されたテープロール（５５、５７、５８、５９）
と、前記カセットケースを上下方向に貫通する空間であって、前記テープカセットが前記
テープ印字装置に装着された場合に前記ヘッドホルダが挿入されるヘッド挿入部（３９）
と、前記下外壁の一部である第１壁部（３５Ｂ）と、前記第１壁部と前記ヘッド挿入部と
の間に設けられた、前記底壁から上方へ垂直に伸びる壁である第２壁部（３３）とを有し
、前記テープを前記第１壁部と前記第２壁部との間で搬送経路に沿って排出口（３４１）
へ案内するアーム部（３４）と、前記第２壁部に設けられ、前記テープの幅方向への移動
を規制する幅方向規制部（３８１Ｂ、３８３）と、前記第２壁部に設けられ、前記テープ
の印字面側への移動を規制し、前記搬送経路を前記ヘッド挿入部側に曲折させ、前記アー
ム部外へ排出案内する印字面側規制部材（３８９）と、前記幅方向規制部の上部に設けら
れた下側接合部（３３０）と、前記上ケースに設けられ、前記上ケースと前記下ケースと
が組み付けられた場合に、前記下側接合部と接合する上側接合部（３３１）と、前記ヘッ
ド挿入部における前記テープの搬送方向上流側に位置する端部に連接して設けられた、前
記底面から上方に凹んだ凹部であって、前記前面に平行な方向に前記ヘッド挿入部を臨む
支持受け部（３９１、３９２）とを備える。
【０７１３】
　本態様に係るテープカセットは、ヘッド挿入部の端部に連接して、底面から上方に凹ん
だ凹部である支持受け部が設けられる。テープカセットがテープ印字装置のカセット装着
部（８）に装着され、且つ、テープ印字装置が支持部（７４１、７４２）を備えている場
合、支持受け部が支持部によって下方から支持される。この場合、支持受け部は、テープ
に印字を行う印字ヘッドと近接した位置で、支持部によって支持される。したがって、テ
ープ印字装置への装着時にテープカセットの上下方向位置を正確に位置決めできる。ひい
ては、印字ヘッドによる上下方向の印字中心位置と、テープの幅方向中心位置とが精度よ
く一致するため、印字品質を向上させることができる。さらに、作業者の寸法精度を管理
する負担を軽減できる。
【０７１４】
　さらに、テープロールから引き出されたテープを第１壁部と第２壁部との間で案内する
ガイド部を、下ケースに備える。第２壁部は、テープの幅方向への移動を規制する幅方向
規制部材と、テープの印字面側への移動を規制する印字面側規制部材とを備える。つまり
、テープの幅方向および印字面側への移動を規制する部材が、下ケースのアーム部に設け
られる。これにより、上ケースと下ケースとの圧入状態にかかわらず、幅方向規制部およ
び印字面側規制部材の寸法精度が保証され、テープの幅方向および印字面側への移動を適
切に規制できる。ひいては、印字ヘッドによる上下方向の印字中心位置と、テープの幅方
向中心位置とがさらに精度よく一致するため、印字品質を一層向上させることができる。
【０７１５】
　幅方向規制部材の上部には、上ケースに設けられた上側接合部と接合する下側接合部が
設けられている。これにより、テープの幅方向および印字面側への移動が規制される位置
で上ケースと下ケースとが固定され、且つ、幅方向規制部および印字面側規制部材の位置
も固定される。そのため、アーム部内を搬送されるテープが幅方向および印字面側に移動
することを、より確実に規制することができる。
【０７１６】
　支持受け部、幅方向規制部材および印字面側規制部材は、いずれも下ケースに設けられ
ている。これにより、上ケースと下ケースとの圧入状態にかかわらず、支持受け部、幅方
向規制部材および印字面側規制部材の位置関係が一定となる。よって、支持受け部が支持
部によって適正な高さ位置で支持されるのに伴って、幅方向規制部材および印字面側規制
部材も適正な高さ位置に保持される。したがって、アーム部内を搬送されるテープの高さ
位置が、印字ヘッドによる上下方向の印字中心位置とより正確に一致するため、印字品質
をさらに向上させることができる。
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【０７１７】
（８）上記（１）、（５）、（６）のいずれかの態様に係るテープカセットにおいて、前
記少なくとも一つのテープは、中心に孔を有するように巻回され、前記一対のキャビティ
を結ぶ線を基準として前記カセットケースが分けられる２つの領域のうちの一方に位置す
るテープ（５５、５７、５８）を含み、前記底壁から延び、且つ、前記テープの前記孔を
臨む第３のキャビティ（６５）を備えてもよい。
【０７１８】
　本態様に係るテープカセットがカセット装着部に着脱され、且つ、テープ印字装置が第
３の案内軸（１１０）を備えている場合、第３のキャビティに第３の案内軸が挿入される
。この場合、一対のキャビティに挿入された一対の案内軸と、第３のキャビティに挿入さ
れた第３の案内軸とに沿って、ユーザがテープカセットをカセット装着部に対して着脱で
きる。ひいては、テープカセットが適正な姿勢から傾斜することを確実に抑制できる。
【符号の説明】
【０７１９】
１　　テープ印字装置
１０　　サーマルヘッド
３０　　テープカセット
３１　　カセットケース
３３　　分離壁
３４　　アーム部
３５　　アーム前面壁
３５Ｂ　　下アーム前面壁
３９　　ヘッド挿入部
４７　　ガイド孔
５５　　感熱紙テープ
５７　　印字テープ
５８　　両面粘着テープ
５９　　フィルムテープ
６４　　ローラ支持孔
６５　　第１テープ支持孔
７４　　ヘッドホルダ
３０１　　上面
３０２　　底面
３０３　　上周壁
３０４　　下周壁
３０５　　上板
３０６　　底板
３１１　　上ケース
３１２　　下ケース
３２１　　第１角部
３２２　　第２角部
３２３　　第３角部
３２４　　第４角部
３３０　　上端部
３３１　　固定溝
３４１　　排出口
３８１Ｂ　　第１テープ下規制部
３８３　　分離壁規制部
３８９　　第１印字面側規制部
３９１　　第１受け部
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３９２　　第２受け部
４００　　第１テープ領域
４１０　　第２テープ領域
８００　　アーム指標部
８００Ａ　　指標部
８００Ｂ　　指標部
８００Ｃ　　指標部
８００Ｄ　　指標部
８００Ｅ　　指標部
８０１　　非押圧部
８０２　　押圧部
８２０　　係止孔
９００　　後方指標部
９００Ａ　　指標部
９００Ｂ　　指標部
９００Ｃ　　指標部
９００Ｄ　　指標部
９００Ｅ　　指標部
９０１　　非押圧部
９０２　　押圧部
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